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規 則

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

告 示

広島市告示第１６６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年広島市

条例第１９号）第８条第１項の規定に基づき、令和４年度広島市

一般廃棄物処理実施計画（令和４年度一般廃棄物（ごみ）処理実

施計画及び生活排水処理実施計画）を次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示第１６７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務を次の

とおり委託したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　理事長　佐々木　政弘

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

３　委託した区域

　　広島市の区域のうち、東区の温品一丁目、温品二丁目、温品

三丁目、温品四丁目、温品五丁目、温品六丁目、温品七丁目、

温品八丁目、上温品一丁目、上温品二丁目、上温品三丁目、上

温品四丁目、馬木一丁目、馬木二丁目、馬木三丁目、馬木四丁

目、馬木五丁目、馬木六丁目、馬木七丁目、馬木八丁目、馬木

九丁目、福田一丁目、福田二丁目、福田三丁目、福田四丁目、

福田五丁目、福田六丁目、福田七丁目、福田八丁目、温品町、

馬木町及び福田町並びに安芸区を除いた区域



広島市告示第１６８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部

資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　理事長　佐々木　政弘

２　委託した期間
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　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１６９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市玖谷埋立地管理事務所の固形状一般廃

棄物処分手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用の収納事務を

次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　理事長　佐々木　政弘

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１７０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固

形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したの

で、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　理事長　佐々木　政弘

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１７１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務を

次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託した者

　　コンビニエンスストア

業者名 所在地 代表者

㈱セブン－イレ
ブン・ジャパン

東京都千代田区二番町
８－８

代表取締役　永松　
文彦

山崎製パン㈱
東京都千代田区岩本町
三丁目１０－１

デイリーヤマザキ事
業統括本部長　植田
　一裕

㈱ローソン　営
業本部　中四国
営業部

岡山県岡山市北区磨屋
町１０－１２

営業部長　小畑　紀
之

　　スーパーマーケット

　　地区商工会

　　協同組合

　　一般商店等

業者名 所在地 代表者

㈱イズミ
広島市東区二葉の里三
丁目３－１

代表取締役　山西　
泰明

マックスバリュ
西日本㈱

広島市南区段原南一丁
目３－５２

代表取締役　平尾　
健一

イオンリテール
㈱　イオンみゆ
き店

広島市南区宇品御幸一
丁目９－１２

店長　千谷　智美

㈱スパーク
広島市西区商工セン
ター二丁目１７－３７

代表取締役　長崎　
清忠

㈱フジ・リテイ
リング

愛媛県松山市宮西一丁
目２－１

代表取締役　山口　
普

㈱藤三
広島県呉市広本町三丁
目１２－２６

代表取締役　藤村　
重造

㈱万惣
広島市佐伯区石内上一
丁目８－１

代表取締役　山本　
誠

㈱ユアーズ
広島市東区二葉の里三
丁目３－１

代表取締役社長　根
石　紀雄

㈱フレスタ
広島市西区横川町三丁
目２－３６

代表取締役　谷本　
満

㈱サンリブ
福岡県北九州市若松区
本町二丁目１７－１

代表取締役　菊池　
毅

㈱Ａコープ西日
本

広島市西区草津港二丁
目６－５０

代表取締役　小笹　
浩史

㈱フジマート
広島県廿日市市阿品台
三丁目２－１

代表取締役　永井　
信章

㈱デイ・リンク
広島市中区吉島西一丁
目１４－６

代表取締役　川口　
康之

西條商事㈱
広島県東広島市西条土
与丸二丁目６－４９

代表取締役　蔵田　
亮

業者名 所在地 代表者

高陽町商工会
広島市安佐北区深川五
丁目２１－２１

会長　水口　弘士

業者名 所在地 代表者

生活協同組合ひ
ろしま

広島市西区草津港二丁
目８－４２

理事長　横山　弘成

広島市農業協同
組合

広島市安佐南区中筋三
丁目２６－１６

代表理事組合長　吉
川　清二

業者名 所在地 代表者

今井商店
広島市南区似島町字家
下４０１

代表者　今井　忠則

㈲沖野商店
広島市南区似島町字家
下甲１－１

代表取締役　沖野　
紘憲

沖野商店
広島市南区似島町字大
黄２６５７－５

沖野　武志

山田商店
広島市南区似島町家下
１６１－１

代表者　山田　芳子

部村　豪
広島市南区宇品町金輪
島３５９

部村　豪

㈱ フ ァ ミ リ ー
マート

東京都港区芝浦三丁目
１－２１

代表取締役社長　細
見　研介
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２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１７２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務

を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　別紙のとおり

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

別紙　略



広島市告示第１７３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市青少年センターの施設及び附属設備の

使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　理事長　田原　範朗

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１７４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーン

スポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次の

とおり委託したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　理事長　田原　範朗

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１７５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市似島臨海少年自然の家の施設及び附属

設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　理事長　田原　範朗

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１７６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規

定に基づき、固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する

固定資産（土地、家屋及び償却資産）の令和４年度の価格等の全

てを登録しました。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１７７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市永安館、広島市可部火葬場、広島市五

日市火葬場、広島市西風館及び広島市高天原納骨堂の使用料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区袋町４番３１号

　　まごころサービスグループ（合人社計画研究所・日本斎苑）

　　代表者　株式会社合人社計画研究所

　　　　　　代表取締役　福井　滋

２　委託期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１７８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第

１項に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第３項の規

定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

合 人 社 シ テ ィ
サービス㈱

広島市中区袋町４－３
１

代表取締役　福原　
祥二
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記



広島市告示第１７９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の６第

１項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので、同条第

２項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記



広島市告示第１８０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第２号

イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長

さ及び軸距に応じ最大２５トンである道路を次のとおり指定す

る。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定する道路の路線及び区間

　　次表のとおり

名称 所在地 適応災害

沼田老人いこいの
家

広島市安佐南区伴東七
丁目６４－８

土砂災害、洪水、
高潮

石内北学区集会所
広島市佐伯区石内北一
丁目５－３３

土砂災害、洪水、
高潮

五日市公民館
広島市佐伯区新宮苑１
１－１４

土砂災害、洪水、
高潮

名称 所在地
取り消した
適応災害

安 佐 勤 労 青 少 年
ホーム

広島市安佐南区大町東
三丁目２５－１２

洪水、高潮

道路の種類 路線名 区間

広島県道
８４号
東海田広島
線

東区矢賀新町地先から
東区矢賀新町一丁目地先まで

広島県道
１６４号
広島海田線

南区青崎一丁目地先から
安芸区船越町鴻治新開海田町境
地先まで

広島県道
１６４号
広島海田線

南区南蟹屋一丁目地先から
南区大州五丁目地先まで

広島県道
２４３号
広島港線

中区東千田町二丁目地先から
中区大手町五丁目指定区間国道
２号交点まで

広島県道
２６２号
南観音観音
線

西区観音新町四丁目１０番地先
から
西区観音新町四丁目地先まで

広島市道
中１区
御幸橋三篠
線

中区東千田町二丁目１１番地５
地先から
中区南竹屋町地先まで

広島市道
中１区
鷹野橋宇品
線

中区大手町一丁目３番地２７地
先から
中区南千田西町９番地先まで

広島市道
中２区
中島吉島線

中区中島町３番地２地先から
中区南吉島一丁目９０１番地２
０地先まで

広島市道
東３区
矢賀大州線

東区矢賀新町五丁目３１７番地
３地先から
東区矢賀新町五丁目２５６番地
１地先まで

広島市道
南１区
段原蟹屋線

南区段原日出町２２３番地１８
地先から
南区南蟹屋一丁目４９３番地１
地先まで

広島市道
南１区
矢賀大州線

南区大州五丁目４１０番地５地
先から
南区東駅町３１７番地５地先ま
で

広島市道
南１区
１０４号線

南区南蟹屋二丁目６６１番地１
２地先から
南区南蟹屋四丁目８４６番地８
地先まで

広島市道
南１区
１０６号線

南区大州五丁目４１８番地５地
先から
南区大州五丁目４１４番地１地
先まで

広島市道
南２区
１３号線

南区青崎一丁目地先から
南区青崎一丁目８０番地１地先
まで

広島市道
南３区
比治山東雲
線

南区段原三丁目２０番地１０地
先から
南区段原新町２４７番地３地先
まで

広島市道
南３区
段原蟹屋線

南区段原三丁目２４番地４地先
から
南区段原四丁目８番地７地先ま
で

広島市道
南４区
６５９号線

南区宇品西二丁目１３３５番地
２１地先から
南区宇品西三丁目地先まで

広島市道
南４区
６５９号線

南区出島一丁目２４番地先から
南区出島二丁目２１番地６地先
まで

広島市道
南４区
６６８号線

南区出島二丁目１２番地地先か
ら
南区出島二丁目２番地２８地先
まで

広島市道
南４区
６６９号線

南区出島一丁目３番地１地先か
ら
南区出島一丁目９番地４地先ま
で

広島市道
南４区
６７３号線

南区出島一丁目７番地２地先か
ら
南区出島一丁目７番地４地先ま
で

広島市道
南４区
６７５号線

南区出島二丁目１５番地５地先
から
南区出島二丁目１６番地１地先
まで

広島市道
南４区
６８０号線

南区出島二丁目１９番地４地先
から
南区出島二丁目２０番地４２地
先まで

広島市道
南４区
８３２号線

南区宇品西二丁目地先から
南区皆実町六丁目３３６番地地
先まで
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広島市道
西４区
草津沼田線

西区草津南四丁目２００９番地
３７地先から
西区草津南三丁目地先まで

広島市道
西５区
草津沼田線

西区商工センター二丁目１３番
地３地先から
西区商工センター二丁目１７番
地先まで

広島市道
西５区
草津沼田線

西区草津新町二丁目地先から
西区草津新町一丁目地先まで

広島市道
西５区
草津沼田線

西区草津新町二丁目地先から
西区草津新町地先まで

広島市道
西５区
観音井口線

西区商工センター八丁目地先か
ら
西区井口明神三丁目２番地２地
先まで

広島市道
西５区
草津鈴が峰
線

西区草津港二丁目１７番地４４
地先から
西区商工センター四丁目１番地
先まで

広島市道
西５区
西部流通環
状線

西区井口明神二丁目１番地１地
先から
西区商工センター八丁目６番地
８地先まで

広島市道
西５区
２１８号線

西区井口明神三丁目２番地１６
地先から
西区商工センター八丁目７番地
７地先まで

広島市道
西５区
２２４号線

西区商工センター七丁目３番地
１８地先から
西区商工センター七丁目３番地
８地先まで

広島市道
西５区
２２８号線

西区草津港二丁目１７番地４４
地先から
西区商工センター七丁目１番地
５地先まで

広島市道
西５区
２３６号線

西区草津港一丁目１９番地２地
先から
西区草津港一丁目１８番地７地
先まで

広島市道
西５区
２３７号線

西区商工センター一丁目１４番
地３３地先から
西区商工センター一丁目１４番
地４地先まで

広島市道
西５区
２７２号線

西区商工センター八丁目７番地
４地先から
西区商工センター八丁目７番地
１０地先まで

２　指定する期日　令和４年４月１日



広島市告示第１８１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第３号

の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が４．１メート

ルである道路を次のとおり指定し、併せて、同令第１０条第１項

の規定に基づき、当該道路を通行する高さが３．８メートルを超

え４．１メートル以下の車両の通行方法を次のとおり定める。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定する道路の路線名及び区間

　　次表のとおり

２　指定する期日　令和４年４月１日

３　通行方法

　　１の道路を通行する高さが３．８メートルを超え４．１メート

ル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。

　①走行位置の指定　　トンネル等の上空障害箇所では、車両又

は車両に積載する貨物が建築限界を侵すお

それがあるので、車線からはみ出さないよ

う走行するとともに、道路に隣接する施設

等に出入りするためやむを得ず車線からは

み出す場合は、標識や樹木等の上空障害物

に接触しないよう十分に注意すること。

道路の種類 路線名 区間

広島県道
３７号
広島三次線

南区的場町一丁目６番地１７地
先から
南区的場町一丁目７番地１地先
まで

広島県道
３７号
広島三次線

南区松原町５番地４地先から
中区東白島町１９番地１地先ま
で

広島県道
８４号
東海田広島
線

中区東白島町１９番地１地先か
ら
中区西白島町２０番地９地先ま
で

広島県道
１６４号
広島海田線

南区東荒神町１７８番地地先か
ら
南区西蟹屋二丁目２３０番地地
先まで

広島市道
中１区
中広宇品線

中区基町１番地１７地先から
中区上幟町７番地１３地先まで

広島市道
東３区
矢賀大州線

東区矢賀新町五丁目３１７番地
３地先から
東区矢賀新町五丁目２５６番地
１地先まで

広島市道
南１区
駅前大州線

南区松原町４番地２１地先から
南区荒神町３番地１０地先まで

広島市道
南１区
段原蟹屋線

南区段原日出町２２３番地１８
地先から
南区南蟹屋一丁目４９３番地１
地先まで

広島市道
南１区
矢賀大州線

南区大州五丁目４１０番地５地
先から
南区東駅町３１７番地５地先ま
で

広島市道
南３区
中広宇品線

中区上幟町１６番地地先から
南区的場町一丁目６番地６地先
まで

広島市道
南３区
中広宇品線

南区段原一丁目１番地３地先か
ら
南区出汐一丁目１１７番地１地
先まで

広島市道
南３区
比治山東雲
線

南区段原三丁目２０番地１０地
先から
南区段原新町２４７番地３地先
まで

広島市道
南３区
段原蟹屋線

南区段原三丁目２４番地４地先
から
南区段原四丁目８番地７地先ま
で



―１２―　第１１０４号 令和４年５月３１日広 島 市 報

　②後方警戒措置　　　後方車両に対し十分な車間距離を取ら 

せ、交通の危険を防止するため、横寸法

０．２３メートル以上、縦寸法０．１２メー

トル以上（又は横寸法０．１２メートル以

上、縦寸法０．２３メートル以上）の地が

黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性

を有する材料で「背高」と表示した標識

を、車両の後方の見やすい箇所に掲げるこ

と。

　③道路情報の収集　　道路の状況は、工事の実施等により変化

することがあるので、あらかじめ道路情報

を収集し、上空障害箇所のないことを確認

のうえ走行すること。



広島市告示第１８２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、コンビニエンスストア等における証明書の自

動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務を次のとおり

委託したので、同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

委託先及び委託期間

１　委託先　　東京都千代田区一番町２５番地

　　　　　　　地方公共団体情報システム機構

　　　　　　　理事長　吉本　和彦

２　委託期間　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１８３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　計量法（平成４年法律第５１号）第１９条に規定する特定計量

器の定期検査を、次のとおり実施するので、同法第２１条第２項

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　実施区域及び実施期日

　　非自動はかりでひょう量が２トン以下のもの、分銅及びお

もり

　　　安佐北区　令和４年５月９日から令和５年３月３１日まで

　　　安佐南区　令和４年７月１日から令和５年３月３１日まで

　　　佐伯区　　令和４年１０月３日から令和５年３月３１日ま

で

　　　西区　　　令和４年１２月１日から令和５年３月３１日ま

で

　　　（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

　　非自動はかりでひょう量が２トンを超えるもの

　　　安佐北区、安佐南区、佐伯区及び西区　令和４年１１月２

１日から令和５年３月３１日まで

　　　（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休

日を除く。）

２　実施場所

　　特定計量器の所在場所

　　ただし、特段の理由がある場合にあっては、広島市指定定期

検査機関が指定した場所とする。

３　定期検査を実施する者

　　広島市指定定期検査機関　一般社団法人広島県計量協会



広島市告示第１８４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、計量法（平成４年法律第５１号）第２０条第

１項の規定による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に

係る検査手数料収納業務を次のとおり委託したので、同令第１５

８条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市南区丹那町４番１２号

　　一般社団法人広島県計量協会

　　会長　西本　維文

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１８５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市南区南蟹屋二丁目３番１号

　　株式会社広島東洋カープ

　　代表取締役社長　松田　元

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１８６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島駅南口地下広場の使用料の収納事務を次

のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市南区松原町９番１号



第１１０４号　―１３―令和４年５月３１日 広 島 市 報

　　広島駅南口開発株式会社

　　代表取締役社長　若林　健祐

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１８７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３１条の２の３第２項の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地

　　名称　大和ハウスフィナンシャル株式会社

　　主たる事務所の所在地　大阪市中央区備後町一丁目５番２号

２　指定納付受託者の指定をした日

　　令和４年４月１日



広島市告示第１８８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３１条の２の３第２項の規定により、告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定納付受託者の名称及び事務所の所在地

　　名称　ビリングシステム株式会社

　　事務所の所在地　東京都千代田区内幸町一丁目１番１号

２　指定納付受託者に納付させる歳入の種類

　　学校給食費及びこれに係る遅延損害金

３　指定納付受託者の指定をした日

　　令和４年４月１日



広島市告示第１８９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、家畜人工授精料、家畜繁殖障害除去診療手数

料、家畜無血去勢手数料、家畜除角手数料及び農産物売払代金の

収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市安佐北区深川八丁目３０番１２号

　　公益財団法人広島市農林水産振興センター

　　代表者　理事長　山地　正宏

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１９０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１０７条第１項の規

定により、次に掲げる施設を介護医療院として開設を許可したの

で、同法第１１４条の７第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年４月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１９１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及

び第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者

又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので、同法第７８条の１１第１号又は第１１５条の２

０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年４月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１９２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

医療法人コム
ラ病院

介護医療院コ
ムラ

広島市安佐南
区相田一丁目
１６番２９号

介護医療院

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

医療法人あす
か

ヘ ル パ ー ス
テーションあ
すか大町２４

広島市安佐南
区中須一丁目
２６番１２号

定期巡回・随時
対応型訪問介護
看護

社会福祉法人
ひろしま四季
の会

デイサービス
センターここ
ろ楠木

広島市西区楠
木町四丁目１
６番６号

地域密着型通所
介護

社会福祉法人
ひろしま四季
の会

デイサービス
センターここ
ろ楠木

広島市西区楠
木町四丁目１
６番６号

認知症対応型通
所介護及び介護
予防認知症対応
型通所介護

株式会社エポ
カケアサービ
ス

グループホー
ム庚午・みど
りの家

広島市西区庚
午北二丁目５
番５号

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護

株式会社Ｇト
ラスト

グループホー
ムＡＳＡ楽々
苑

広島市安佐北
区安佐町飯室
１５５９番地
２

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護



―１４―　第１１０４号 令和４年５月３１日広 島 市 報

す。

　指定年月日　令和４年４月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１９３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年４月１日

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

日本基準寝具
株式会社

エコール在宅
介 護 ス テ ー
ション毘沙門
台

広島市安佐南
区毘沙門台二
丁目２４番２
３号

訪問介護

株式会社絆
訪 問 看 護 ス
テーション絆

広島市安佐南
区伴東七丁目
５５番９号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

医療法人社団
い で し た 内
科・神経内科
クリニック

いでした訪問
看 護 ス テ ー
ション

広島市安佐北
区口田三丁目
３１番１１号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社麒麟
デイサービス
満開桜

広島市東区愛
宕町８番４２
号

通所介護

社会福祉法人
ひろしま四季
の会

特別養護老人
ホームこころ
楠木

広島市西区楠
木町四丁目１
６番６号

短期入所生活介
護

株式会社あい
わ

あいリハ福祉
用具広島

広島市南区東
雲本町一丁目
１４番１６－
１号

福祉用具貸与及
び介護予防福祉
用具貸与

株式会社あい
わ

あいリハ福祉
用具広島

広島市南区東
雲本町一丁目
１４番１６－
１号

特定福祉用具販
売及び特定介護
予防福祉用具販
売

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

日本基準寝具
株式会社

エコール在宅
介 護 ス テ ー
ション毘沙門
台

広島市安佐南
区毘沙門台二
丁目２４番２
３号

訪問介護サービ
ス

社会福祉法人
ひろしま四季
の会

ホームヘルプ
サービスここ
ろ

広島市安佐北
区安佐町鈴張
２６８８番地

訪問介護サービ
ス、生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社麒麟
デイサービス
満開桜

広島市東区愛
宕町８番４２
号

１日型デイサー
ビス

社会福祉法人
ひろしま四季
の会

デイサービス
センターここ
ろ楠木

広島市西区楠
木町四丁目１
６番６号

１日型デイサー
ビス



広島市告示第１９４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項の規定

により、次に掲げる施設を介護老人福祉施設として指定したの

で、同法第９３条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年４月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１９５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年４月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１９６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市こども療育センター療育相談所及び広

島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市東区光町二丁目１５番５５号

　　社会福祉法人広島市社会福祉事業団

　　代表者　理事長　松井　一實

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

社会福祉法人
ひろしま四季
の会

特別養護老人
ホームこころ
楠木

広島市西区楠
木町四丁目１
６番６号

介護老人福祉施
設

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

有限会社幸房
くらしさケア
プ ラ ン セ ン
ターたかとり

広島市安佐南
区相田二丁目
５番３９号

居宅介護支援

アイ・ナーシ
ング株式会社

あい居宅介護
支援事業所

広島市安佐北
区亀崎一丁目
２番４号高陽
タ ウ ン セ ン
タービル２階
２号室

居宅介護支援
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広島市告示第１９７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市西部こども療育センター療育相談室の

使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第

２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区八丁堀２番３１号

　　東宝ビル管理株式会社　中国支社

　　支社長　鍋島　新典

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１９８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市自転車等保管所における自転車等の撤

去・保管費用及び広島市自転車等保管所に移動された自転車等駐

車場内長期滞在自転車等に係る未納の駐車料金の収納事務を次の

とおり委託したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区西白島町２３番９号

　　公益社団法人広島市シルバー人材センター

　　理事長　建部　賢次

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第１９９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道事業受益

者負担に関する条例（昭和５４年広島市条例第６４号）第５条第

１項の規定に基づき、別紙のとおり令和４年度の賦課対象区域を

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示第２００号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３１条の２の３第２項の規程により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地

　　名称　株式会社クレディセゾン

　　　主たる事務所の所在地　東京都豊島区東池袋三丁目１番１

号

　　名称　株式会社中国しんきんカード

　　　主たる事務所の所在地　広島市中区立町１番２４号

　　名称　ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社

　　　主たる事務所の所在地　東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３

号

　　名称　株式会社トラストバンク

　　　主たる事務所の所在地　東京都渋谷区渋谷二丁目２４番１

２号

２　指定納付受託者の指定をした日

　　令和４年４月１日



広島市告示第２０１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島港さん橋の入場料（定期券に係る入場料

を除く。）の徴収事務を次のとおり委託したので、同条第２項の

規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市南区宇品海岸一丁目１３番１３号

　　宇品海運株式会社

　　代表取締役　塩本　廣文

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２０２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料

徴収等事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市西区三篠町一丁目１番１号

　　広島内外美装株式会社

　　代表取締役　梶谷　邦治

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２０３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市営さん橋の係船料、入場料及び船舶給

水施設使用料の徴収事務、広島市草津岸壁の係船料、荷さばき所
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使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務、広島港さん橋、似島

さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港

さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務を次のとおり委託

したので、同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　代表者　理事長　佐々木　政弘

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２０４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市男女共同参画椎進センター使用料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区白島北町１８番２－６０１号

　　男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島グループ

　　特定非営利活動法人男女共同参画ひろしま　代表理事　信政　

ちえ子

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２０５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市江波山気象館、広島市郷土資料館及び

広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城、広

島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に

係る収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　理事長　田原　範朗

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２０６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市留学生会館の使用料（交流施設に係る

使用料に限る。）の収納事務を次のとおり委託したので、同条第

２項の規定に基づき告示する。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市南区松川町５番９号

　　株式会社オオケン

　　代表者　代表取締役　大中　幹夫

２　委託期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２０７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２７条第１項の確認をしましたので、同法第４１条第

１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

設置者の名称 施設の名称 施設の所在地 施設の種類

㈲リラックス
りらっくす白
島保育園

中区白島中町１
６番３０号

保育所

㈱Ｍｏｒｉｉ
ｋｕ

さくらっ子森
いく園

南区段原南一丁
目１番６号

保育所

福丘の上福祉
会

もみのき保育
園井口園

西区井口五丁目
２４番２２号

保育所

福みどり会
みどりの森お
ひさま保育園

西区福島町二丁
目２４番１５号

保育所

㈱桜の杜
さくらの杜ひ
より保育園

佐伯区海老園一
丁目１番１５号

保育所

福微妙福祉会
第二みみょう
こども園

南区東雲本町二
丁目１２番２０
号

保育所型認定
こども園

サンタクロー
ス ス ク ー ル
ジャパン㈱

リトルニュー
トン井口認定
こども園

西区井口五丁目
２２番３４号

保育所型認定
こども園

福川内福祉会
認定こども園
みのり愛児園

安佐南区川内三
丁目２３番２７
号

保育所型認定
こども園

福ひまわり福
祉会

ひまわりやす
にしこども園

安佐南区高取南
二丁目３０番５
号

保育所型認定
こども園

福ひまわり福
祉会

ひまわりいし
うちこども園

佐伯区五日市町
石内６４９６番
５号

保育所型認定
こども園

見真学園
けんしんこど
も園

西区己斐東一丁
目１３番３３号

幼稚園型認定
こども園

広島ルーテ
ル学園

谷の百合幼稚
園

南区宇品神田四
丁目１５番１２
号

幼稚園

信愛学園 のぞみ幼稚園
西区己斐上六丁
目４５２番地

幼稚園

法輪学園
ほうりん東野
幼稚園

安佐南区東野三
丁目３番２３号

幼稚園

安佐北区安佐町
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虹山学園 安佐幼稚園 大字くすのき台
６０３番４号

幼稚園

安佐学園
あさひが丘幼
稚園

安佐北区あさひ
が丘三丁目２３
番１８号

幼稚園

博美学園 ひろみ幼稚園
佐伯区皆賀一丁
目２番３号

幼稚園

　確認年月日　　令和４年４月１日



広島市告示第２０８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２９条第１項の確認をしましたので、同法第５３条第

１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

　確認年月日　　令和４年４月１日



広島市告示第２０９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので、同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　　認定こども園又は幼稚園において行われる預かり保育事業

（第７条第１０項第５号関係）

　　児童福祉法第６条の３第７項に規定する一時預かり事業（第

７条第１０項第６号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

　　別紙のとおり

３　確認年月日

　　令和４年４月１日

別紙　略



事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類

㈱パワーネッ
ト・フィール
ド

ハ ー ト フ ル
キッズ緑井保
育園

安佐南区緑井四
丁目２２番２９
号

小規模保育事
業Ａ型

放光学園
中野ルンビニ
えきまえ保育
園

安芸区中野二丁
目１８番９号

小規模保育事
業Ａ型

㈱ヤクルト山
陽

ヤクルト保育
園プティット
ひろしま（小
規模型）

西区福島町一丁
目２３番１３号

事業所内保育
事業（小規模
型）

㈱ヤクルト山
陽

ヤクルト保育
園プティット
ぎおん（小規
模型）

安佐南区園一
丁目２０番１９
号

事業所内保育
事業（小規模
型）

広島市告示第２１０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市中央老人福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

　　池袋ＩＳＰタマビル

　　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

　　代表者　代表理事　田嶋　羊子

２　委託する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２１１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市湯来農村環境改善センターの使用料の

収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市佐伯区湯来町大字麦谷２５０１番地

　　広島市湯来農村環境改善センター運営協議会

　　代表者　会長　小田　稔

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２１２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収

等業務の収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　東京都千代田区丸の内三丁目４番１号　新国際ビル４階

　　弁護士法人ブレインハート法律事務所　代表社員　菅野　晴

隆

２　委託した期間

　　契約締結日から令和５年３月３１日



広島市告示第２１３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１
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項の規定に基づき、広島市市営住宅使用料等の収納事務を次のと

おり委託したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人　広島市都市整備公社

　　代表者　理事長　佐々木　政弘

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２１４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市西新天地公共広場の使用料収納事務を

次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　呉市中通一丁目３番１６号

　　株式会社エムケイ興産

　　代表者　代表取締役　宮下　佳昌

２　委託期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２１５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　広島市競輪条例（昭和２７年広島市条例第６４号）第６条第１

項の規定に基づき、広島競輪場の公営競技エリアの呼称を次のと

おり定めたので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　呼称を定めたエリア

　　広島競輪場の公営競技エリア

２　呼称

　　チャリロトバンクひろしま

３　呼称を使用する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２１６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　広島市競輪条例（昭和２７年広島市条例第６４号）第６条第１

項の規定に基づき、広島競輪場の多目的エリアの呼称を次のとお

り定めたので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　呼称を定めたエリア

　　広島競輪場の多目的エリア

２　呼称

　　ヴィクトワール広島サイクルパーク

３　呼称を使用する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２１７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき、広島市医師会運営・安芸市民病院の公金の徴収事

務を次のとおり委託したので、地方公営企業法施行令（昭和２７

年政令第４０３号）第２６条の４第１項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市西区観音本町一丁目１番１号

　　一般社団法人広島市医師会

　　会長　佐々木　博

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２１８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき、広島市医師会運営・安芸市民病院の診療費等に係

る未収金の収納事務を次のとおり委託したので、地方公営企業法

施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２６条の４第１項の規定

に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　東京都渋谷区渋谷二丁目１６番８号　南雲ビル２階・４階

　　弁護士法人　舘野法律事務所

　　代表者　弁護士　舘野　完

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２１９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島広域公園の使用料収納事務を次のとおり

委託したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　公益財団法人広島市スポーツ協会

　　代表者　会長　野坂　文雄

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで
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広島市告示第２２０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市総合福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市南区松原町５番１号

　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

　　会長　永野　正雄

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２２１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市立中央図書館及び広島市こども図書館

の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における

刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので、同条

第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　理事長　田原　範朗

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２２２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市公民館使用料の収納事務を次のとおり

委託したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　理事長　田原　範朗

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２２３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物

売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　理事長　田原　範朗

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２２４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２７第２

項の規定により、包括外部監査契約を締結したので、同法第２５

２条の３６第６項の規定により、次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　包括外部監査契約の期間の始期

　　令和４年４月１日

２　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費

用の額の算定方法

　　基本費用並びに執務費用及び実費とする。

３　包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

　　氏名　松本　京子

　　住所　広島市中区上八丁堀８番２８－１６０５号

４　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費

用の支払方法

　　契約の定めるところによる。



広島市告示第２２５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市工業技術センターの使用料及び手数料

の収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づ

き告示する。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市西区草津新町一丁目２１番３５号

　　公益財団法人広島市産業振興センター

　　代表者　理事長　行 　真明

２　委託期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２２６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ６ 日　

　令和４年第３回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。
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広島市長　　松　井　一　實　

１　招集日　　令和４年４月１３日

２　招集場所　広島市役所

３　付議事件

　　専決処分の承認について

　　　広島市市税条例の一部改正について

　　報告について

　　ア　弾力条項の適用の報告について

　　イ　専決処分の報告について

　　　ア　道路の管理瑕
か

疵
し

等に係る損害賠償額の決定

　　　イ　工事請負変更契約の締結

　　　ウ　市営住宅等を正当な権原なく占有している者に対する

家屋明渡等の訴えの提起

　　　エ　市営住宅に係る家賃の長期滞納者に対する家屋明渡等

の訴えの提起

　　経済観光環境委員会委員の選任について

　　議会運営委員会副委員長の選任について

　　都市活性化対策特別委員会委員の選任について



広島市告示第２２７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ６ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務

を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

２　委託した期間

　　契約締結日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２２８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ６ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務

を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

２　委託した期間

　　契約締結日から令和５年３月３１日まで

名称 住所 代表者

株式会社西原資
源

広島市中区光南六丁
目２番４０号

代表取締役　西原
　寿史

名称 住所 代表者

安芸農業協同組
合

広島県安芸郡海田町
窪町８番８号

代表理事組合長　
小田原　勝好



広島市告示第２２９号　

令和４年４月１１日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市西区己斐上三丁目の１５８１番１、１５８１番２、１

６０５番１、１６０４番１の一部、１６０４番１０の一部、１

６０４番１１の一部、１６０４番１２の一部及び１６０４番１

３の一部

２　開発面積

　　１，８１７．５１㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市西区横川町三丁目８番６号

　　株式会社信和ホーム

　　代表取締役　和田　正男

４　検査済証交付年月日

　　令和４年４月１１日



広島市告示第２３０号　

令和４年４月１２日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　エールエールＡ館

　　所在地　広島市南区松原町９番１４

２　大規模小売店舗を設置する者

　　広島駅南口開発株式会社

　　代表取締役社長　若林　健祐

　　広島市南区松原町９番１号

　　ほか３１名

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり

　　（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

　　別紙２のとおり

５　届出年月日

　　令和４年４月７日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号
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　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年４月１２日から同年８月１２日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年８月１２日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第２３１号　

令和４年４月１２日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　広島センター・基町ビル

　　所在地　広島市中区基町１０番地１１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

　　　代表取締役社長　辻上　広志

　　　東京都千代田区外神田四丁目１４番１号

　　株式会社広島バスセンター

　　　代表取締役社長　岡村　清治

　　　広島市中区基町６番２７号

　　株式会社そごう・西武

　　　代表取締役社長　林　拓二

　　　東京都千代田区二番町５番地２５

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり

　　（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

　　別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

　　令和４年４月５日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年４月１２日から同年８月１２日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年８月１２日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第２３２号　

令和４年４月１２日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ダイレックス五日市店

　　所在地　広島市佐伯区三宅一丁目３２番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　オリックス株式会社

　　代表執行役　井上　亮

　　東京都港区浜松町二丁目４番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名　略
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４　変更年月日

　　令和元年５月１日

５　届出年月日

　　令和４年４月４日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年４月１２日から同年８月１２日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年８月１２日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第２３３号　

令和４年４月１３日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、大芝公園ゴーカート使用料収納事務を次のと

おり委託したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　所在地　広島市中区大手町五丁目３番１２号

　　名　称　株式会社第一ビルサービス

　　代表者　代表取締役　杉川　聡

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２３４号　

令和４年４月１５日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　天満屋八丁堀ビル

　　所在地　広島市中区胡町５番２２号ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社　天満屋

　　　代表取締役社長　斎藤　和好

　　　岡山市北区表町二丁目１番１号

　　東洋観光株式会社

　　　代表取締役　今井　誠則

　　　広島市中区田中町２番１０号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和４年４月１１日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年４月１５日から同年８月１５日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９号）第１

条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年８月１５日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第２３５号　
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令和４年４月１５日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　株式会社天満屋広島緑井店

　　所在地　広島市安佐南区緑井五丁目１３６９番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社天満屋

　　代表取締役　斎藤　和好

　　岡山市北区表町二丁目１番１号

　　ほか２者

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和４年４月１１日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年４月１５日から同年８月１５日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年８月１５日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第２３６号　

令和４年４月１５日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ＴＨＥ　ＯＵＴＬＥＴＳ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ

　　所在地　広島市佐伯区石内東四丁目５００番１２ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　イオンモール株式会社

　　代表取締役社長　岩村　康次

　　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和４年４月８日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年４月１５日から同年８月１５日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年８月１５日
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　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第２３７号　

令和４年４月１５日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島平和記念資料館の使用料の収納事務を次

のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区中島町１番２号

　　公益財団法人広島平和文化センター

　　理事長　小泉　崇

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２３８号　

令和４年４月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和４年４月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水を排除 西区 横川町一丁目の一部 合流

汚水及び
雨水を排除

安佐北区 可部南一丁目の一部

分流

汚水を排除

東区 福田五丁目の一部

南区
出島二丁目及び出島四丁目
の各一部

安佐南区 高取北三丁目の一部

安佐北区
狩留家町、可部町大字勝木
及び安佐町大字久地の各一
部

安芸区 上瀬野一丁目の一部

五日市町大字石内、八幡二

佐伯区 丁目、城山一丁目及び三宅
四丁目の各一部

広島市告示第２３９号　

令和４年４月２０日　

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和４年４月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）



広島市告示第２４０号　

令和４年４月２１日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和４年４月２１日

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

西区 横川町一丁目の一部

位置：広島市中区江波
西一丁目１５番
５４号

名称：広島市江波水資
源再生センター

南区
出島二丁目及び出島四丁目
の各一部

位置：広島市南区宇品
東四丁目２番２
７号

名称：広島市旭町水資
源再生センター

東区 福田五丁目の一部

位置：広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：広島市西部水資
源再生センター

安佐南区 高取北三丁目の一部

安佐北区
狩留家町、可部町大字勝
木、可部南一丁目及び安佐
町大字久地の各一部

佐伯区
五日市町大字石内、八幡二
丁目、城山一丁目及び三宅
四丁目の各一部

安芸区 上瀬野一丁目の一部

位置：広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：太田川流域下水
道東部浄化セン
ター



第１１０４号　―２５―令和４年５月３１日 広 島 市 報

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

アイプラス薬
局　水主町店

広島市中区吉島
東一丁目２７－
２０　１階

令和４年３月
１日

令和１０年２
月２９日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）



広島市告示第２４１号　

令和４年４月２１日　

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和４年４月２１日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）



広島市告示第２４２号　

令和４年４月２１日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐北区可部南五丁目の１６５８番、１６５８番２、

１６６１番、１６６７番１、１６７０番、１６７１番、１６７

２番、１７３６番１、１７３８番３及び１７３８番４の一部

２　開発面積

　　６，７４９．６２㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市中区大手町五丁目２番２２号

　　株式会社Ｓｕｎｓハウジング

　　代表取締役　八幡　信孝

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水を排除 安佐北区 安佐町大字鈴張の一部 分流

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

安佐北区 安佐町大字鈴張の一部

位置：広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：広島市西部水資
源再生センター

４　検査済証交付年月日

　　令和４年４月２１日



広島市告示第２４３号　

令和４年４月２１日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐南区園八丁目の２７９番２４、１０７１番１、

１０７１番４、１０７１番５、１０７２番、１０７３番５、１

０７３番６、１０７３番７、１０７３番８、１０７４番３、１

０７５番３、１０７５番４、１０７６番及び１０７７番

２　開発面積

　　１，４５７．９９㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市安佐南区園八丁目１４番２６号

　　景山　慶二

４　検査済証交付年月日

　　令和４年４月２１日



広島市告示第２４４号　

令和４年４月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第２４５号　

令和４年４月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



―２６―　第１１０４号 令和４年５月３１日広 島 市 報

あおさきこど
も心療所

広島市南区青崎
一丁目２－１４
　ＹＭＦＧオー
ルヘルスケアタ
ウン３Ｆ

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

わかば歯科小
児歯科

広島市南区東本
浦１８－２６

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

たんぽぽ堂薬
局

広島市南区宇品
神田三丁目６－
３２　１Ｆ

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

みんなの泌尿
器科クリニッ
ク

広島市西区井口
四丁目７－１８
－７　井口サン
フラワービル３
０１

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

佐久間歯科医
院

広島市西区庚午
北三丁目１－２

令和４年３月
１１日

令和１０年３
月１０日

クオール薬局
　無印良品広
島アルパーク
店

広島市西区井口
明神一丁目１６
－１　アルパー
ク西棟１階

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

あすか薬局　
上天満町店

広島市西区上天
満町９－１３

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

園お肌と爪
のクリニック

広島市安佐南区
園二丁目４０
－１４　１階

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

パール薬局　
安店

広島市安佐南区
上安一丁目１－
１０

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

訪 問 看 護 ス
テーション絆

広島市安佐南区
伴東七丁目５５
－９

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

いでした訪問
看 護 ス テ ー
ション

広島市安佐北区
口田三丁目３１
－１１

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日



広島市告示第２４６号　

令和４年４月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第２４７号　

令和４年４月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第２４８号　

令和４年４月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から休止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第２４９号　

令和４年４月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第２５０号　

令和４年４月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５１条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項

の規定により、医療扶助のための施術者の指定辞退の届出があっ

たので、生活保護法第５５条の３第３号の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第２５１号　

令和４年４月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。



第１１０４号　―２７―令和４年５月３１日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第２５２号　

令和４年４月２５日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市東区福田五丁目の１９９１番１、１９９１番１４、１

９９１番１５及び１９９２番１

２　開発面積

　　２，３４２．２７㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市中区国泰寺町一丁目３番３号

　　株式会社ドリームコーポレーション

　　代表取締役　荒神　泰治

４　検査済証交付年月日

　　令和４年４月２５日



広島市告示第２５３号　

令和４年４月２５日　

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第

１項に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第３項の規

定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記



広島市告示第２５４号　

令和４年４月２６日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２５５号　

令和４年４月２７日　

名称 所在地 適応災害

深川児童館
広島市安佐北区深川五
丁目１２－２

洪水（２階以上）

高陽公民館
広島市安佐北区深川五
丁目１３－１２

洪水（２階以上）

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　アルパーク西棟

　　所在地　広島市西区井口明神一丁目１０番地１３３ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　大和ハウス工業株式会社

　　代表取締役　芳井　敬一

　　大阪府大阪市北区梅田三丁目３番５号

　　ほか１者

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）大和ハウス工業株式会社

　　　　　　　　代表取締役　芳井　敬一

　　　　　　　　大阪市北区梅田三丁目３番５号

　　（変更後）大和ハウス工業株式会社

　　　　　　　　代表取締役　芳井　敬一

　　　　　　　　大阪市北区梅田三丁目３番５号

　　　　　　　もみじ地所株式会社

　　　　　　　　代表取締役　來島　康浩

　　　　　　　　広島市中区胡町１番２４号

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　令和４年３月１１日

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和４年４月２２日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年４月２７日から同年８月２７日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。



―２８―　第１１０４号 令和４年５月３１日広 島 市 報

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年８月２７日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第２５６号　

令和４年４月２８日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更内容（対象住宅、変更後の家賃）

　　別紙のとおり。

２　変更期間

　　令和４年５月１日から令和５年３月３１日まで

３　変更理由

　　浴槽・風呂釜設置等

別紙　略



広島市告示第２５７号　

令和４年４月２８日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第２５８号　

令和４年４月２８日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第２５９号　

令和４年４月２８日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項又

は第１１５条の１５第２項の規定により、次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので、同法第７８条の１１第２号又は第

１１５条の２０第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第２６０号　

令和４年４月２８日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第２６１号　

令和４年４月２８日　

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３

号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた同法第２６条の規定による改正前の介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次に掲げ

る者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので、同

法第１１５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示（中区）第６１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　中区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　課長補佐（事）戸籍係長　五百蔵　一博

　　　主　　査　　　　　　　　山中　裕子

　　　主　　査　　　　　　　　村岡　恭子

　　　主　　事　　　　　　　　河本　英孝

　　　主　　事　　　　　　　　宮西　旭美

　　　主　　事　　　　　　　　上田　早紀



第１１０４号　―２９―令和４年５月３１日 広 島 市 報

２　委仕させた事務

　　住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る。）

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（中区）第６２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　中区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　日直員　松尾　寿美

　　　日直員　河野　紘二

　　　日直員　森本　久仁子

　　　日直員　福原　泰徳

２　委任させた事務

　　住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る。）

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（中区）第６３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　中区役所市民部市民課（市役所サービス・コーナー）

　　　所長　長尾　三男　ほか７名　別紙のとおり。

２　委任させた事務

　　戸籍全部事項証明書等、戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄

本、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の

写し、身分証明書並びに印鑑登録証明書の手数料の収納

　　徴収金に係る諸証明書の手数料の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

（別　紙）

市役所サービス・コーナー区分任出納員

所長　　　　　　　長尾　三男

主事（シニア）　　四　由美子

事務推進員　　　　岩田　和枝

事務推進員　　　　小池　由美

事務推進員　　　　小川　純枝

事務推進員　　　　畝川　愛子

事務推進員　　　　山本　富士子

事務推進員　　　　井ノ口　公子



広島市告示（中区）第６４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市吉島老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

　　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

　　代表者　代表理事　田嶋　羊子

２　委託する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（中区）第６５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市中区地域福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市南区松原町５番１号

　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

　　会長　永野　正雄

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（中区）第６６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者



―３０―　第１１０４号 令和４年５月３１日広 島 市 報

　　広島市中区吉島東一丁目２２番２号

　　一般社団法人福祉キャリアセンター

　　代表理事　岡田　敬之

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（中区）第６７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第６８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ２ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、３月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第６９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ２ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、３月３０日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第７０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第７１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第７２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第７３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第２７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき、広島市東区地域福祉センターの使用料

の収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づ

き告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者



第１１０４号　―３１―令和４年５月３１日 広 島 市 報

　　広島市南区松原町５番１号

　　社会福祉法人　広島市社会福祉協議会

　　代表者　会長　永野　正雄

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（東区）第２８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき、広島市温品福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市東区東蟹屋町５番５号

　　シンコースポーツ中国株式会社

　　代表取締役　石崎　健太

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（東区）第２９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき、広島市戸坂福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区基町５番４４号

　　三栄パブリックサービス株式会社

　　代表取締役　戸林　英行

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（東区）第３０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき、広島市中山福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区基町５番４４号

　　三栄パブリックサービス株式会社

　　代表取締役　戸林　英行

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（東区）第３１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第３２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ６ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和４年４月６日

３　道路の位置　　広島市東区戸坂千足一丁目の４３６番３の一

部、４３８番２２の一部、４３８番２３の一

部、４３９番２の一部、４４０番３の一部、

４４６番２の一部、４４６番４の一部、４４

６番２地先水路の一部

４　幅員　　　　　４．００～４．２０メートル

５　延長　　　　　６０．０５メートル



広島市告示（東区）第３３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ７ 日　

　道路法第４４条の２に基づき、別紙のとおり違法放置等物件を

保管しました。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（東区）第３４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ８ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　東区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　係長　若佐　淑佳　　　主査　田中　知文
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　　　主査　櫻井　睦恵　　　主事　松村　大翼

　　　係長　桜井　加代　　　主査　角　龍彦

　　　主査　西　由美子

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号、第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（東区）第３５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ８ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　東区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　日直員　竹内　昌子　　　　日直員　和田　和代

　　　日直員　和高　百貴代　　　日直員　村上　俊明

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号、第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（東区）第３６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ８ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　東区役所市民部市民課（戸坂連絡所）

　　　課長補佐　　　野崎　時生　　　　主査　　奥田　由美

　　　主査　　　　　西村　翔　　　　　主事　　小林　豊尚

　　　主事　　　　　関廣　祐太　　　　主事　　沖谷　拳斗

　　　主事　　　　　石井　麻由佳　　　主事　　赤松　麻衣子

　　　主事（シニア）表崎　修

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（東区）第３７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ８ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　東区役所市民部市民課（戸坂連絡所）

　　　主任　繁本　直子

　　　主任　平本　静江

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（東区）第３８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第３９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第４０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ３ 日　
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　天神川駅北第二自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自

転車については、令和４年４月４日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（東区）第４１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ３ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の５第２項

の規定に基づき、公告認定対象区域の認定を取消しましたので、

同条第４項の規定に基づき告示します。

　この関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において、一般

に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　認定の取消しを行った区域の場所

　　広島市東区温品五丁目９１８番２、１６、１７、１８、１

９、２０

２　認定の取消しを行った認定番号

　　第Ｈ２５広島市建０００２４号

３　認定の取消しを行った認定年月日

　　平成２５年７月１２日



広島市告示（東区）第４２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ３ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条第１項の規

定に基づき、公告認定対象区域の認定をしましたので、同条第８

項の規定に基づき告示します。

　この関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において、一般

に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　認定を行った区域の場所

　　広島市東区温品五丁目９１８番２、１６、１７、１８、１９

２　認定を行った認定番号

　　第２０００２号

３　認定を行った認定年月日

　　令和４年４月１３日



広島市告示（東区）第４３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　令和４年４月１８日

３　道路の位置　　広島市東区戸坂千足二丁目の８８７番２の一

部及び８８７番５の一部

４　幅員　　　　　４．２０メートル

５　延長　　　　　３９．５メートル



広島市告示（東区）第４４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第４５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第４６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　

　天神川駅北第三自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自

転車については、令和４年４月１５日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（東区）第４７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略
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広島市告示（東区）第４８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ２ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第４号の規定に基づき、新牛田公園照明点灯カード売払代金の

収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区大手町五丁目３番１２号

　　株式会社第一ビルサービス

　　代表取締役　杉川　聡

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（東区）第４９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第３号

２　指定年月日　　令和４年４月２８日

３　道路の位置　　広島市東区中山中町の７２７番１の一部及び

７２７番４の一部

４　幅員　　　　　４．７６～５．００メートル

５　延長　　　　　４０．１６メートル



広島市告示（南区）第３０号　

令 和 ４ 年 ４ 日 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市出島福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　所在地　広島市中区基町５番４４号

　　名　称　三栄パブリックサービス株式会社

　　代表者　代表取締役　戸林　英行

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（南区）第３１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市南区地域福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　所在地　広島市南区松原町５番１号　広島市総合福祉セン 

ター内

　　名　称　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

　　代表者　会長　永野　正雄

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（南区）第３２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第３３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　所在地　大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７番１２号

　　名　称　テルウェル西日本株式会社

　　代表者　代表取締役社長　山本　博敏

２　委託期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（南区）第３４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　所在地　広島市南区宇品海岸二丁目５番５号

　　名　称　特定非営利活動法人環境保全創生委員会

　　代表者　理事長　中原　健治

２　委託期間
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　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（南区）第３５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第３６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第３７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第３８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第３９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第４０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第４１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

　この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　廃止番号　　　第１号

２　廃止年月日　　令和４年４月１８日

３　道路の位置　　広島市南区五丁目１７７６番２

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　２３．７０メートル



広島市告示（南区）第４２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第４３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第４４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第２７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区大手町五丁目３番１２号
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　　株式会社第一ビルサービス

　　代表取締役　杉川　聡

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（西区）第２８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の

収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市南区松川町５番９号

　　株式会社オオケン

　　代表取締役　大中　恒男

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（西区）第２９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市西区地域福祉センターの使用料収納事

務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市南区松原町５番１号

　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

　　代表者　会長　永野　正雄

２　委託する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（西区）第３０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　西区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　係長　　森下　直明　　　主事（シニア）　因　由美

　　　主事　　内藤　莉絵　　　主事　　　　　　村上　咲綾香

　　　主事　　兼頭　直紀　　　主事　　　　　　檜山　幸子

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号、第１４号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（西区）第３１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　西区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　日直員　　川本　順子　　　日直員　　藤原　智之

　　　日直員　　山下　昌子　　　日直員　　湯浅　良子

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号、第１４号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（西区）第３２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　西区役所市民部市民課（井口連絡所）

　　　主任　　西村　有紀子　　　主任　　藤井　洋子

　　　主査　　杉本　千明　　　　主事　　古谷　幸大

　　　主事　　湯浅　康大　　　　主事　　黒田　美華

　　　主事　　中村　実夏　　　　主事　　杉田　芹菜

　　　主事　　小田川　優希　　　主事　　池田　博行

　　　主事　　増田　徹　　　　　主事　　川手　羽菜

　　　主事　　新庄　猛

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（連絡所の所掌事務に係るものに限

る。）の収納

３　委任年月日
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　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（西区）第３３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市草津老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

　　池袋ＩＳＰタマビル

　　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

　　代表者　代表理事　田嶋　羊子

２　委託する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（西区）第３４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市南観音老人福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区基町５番４４号（広島商工会議所ビル内）

　　三栄パブリックサービス株式会社

　　代表者　代表取締役　戸林　英行

２　委託する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（西区）第３５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第３６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第３７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第３８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第３９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第４０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第４１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市
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条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安佐南区）第２５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　所在地　広島市中区大手町五丁目３番１２号

　　名　称　株式会社第一ビルサービス

　　代表者　代表取締役　杉川　聡

２　委託する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第２６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　所在地　広島市安佐南区伴東七丁目６４番８号

　　名　称　伴学区社会福祉協議会

　　代表者　会長　伴　晴英

２　委託する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第２７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の

収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　所在地　広島市南区松原町５番１号

　　名　称　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

　　代表者　会長　永野　正雄

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第２８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市園福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　所在地　東京都豊島区東池袋１丁目４４番３号

　　名　称　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

　　代表者　代表理事　田嶋　羊子

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第２９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市伴福祉センターの使用料及びイベント

広場照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したの

で、同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　所在地　広島市中区基町５番４４号

　　名　称　三栄パブリックサービス株式会社

　　代表者　代表取締役　戸林　英行

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第３０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和４年４月５日

３　道路の位置　　広島市安佐南区中筋三丁目２６５番４の一部

及び２６５番４地先里道

４　幅員及び延長　幅員　５．４０メートル

　　　　　　　　　延長　８．１３メートル



広島市告示（安佐南区）第３１号　
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令 和 ４ 年 ４ 月 ６ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年４月６日から同月２０日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第３２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ６ 日　

　道路の供用を次のように廃止するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年４月６日から同月２０日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第３３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ７ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　令和４年４月７日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内一丁目の１６９９番１の

一部、１６９９番４の一部及び１６９９番５

の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．１０メートル

　　　　　　　　　延長　３０．６３メートル



広島市告示（安佐南区）第３４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ３ 日　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
２区中
筋温品
線

安佐南区東野三丁目１４４
４番地５地先から
安佐南区東野三丁目１２５
５番地１地先まで

令和４年４月６
日

道路の
種類

路線名 供用廃止区間 供用廃止の期日

市　道

安佐南
２区中
筋温品
線

安佐南区東野三丁目１４４
５番地１地先から
安佐南区東野三丁目１４４
５番地１地先まで

令和４年４月６
日

市　道

安佐南
２区中
筋温品
線

安佐南区東野三丁目１４４
５番地１地先から
安佐南区東野三丁目１４４
６番地１地先まで

令和４年４月６
日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年４月１３日から同年４月２７日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第３５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ３ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年４月１３日から同年４月２７日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第３６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、令和３年１０月１５日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可したグリーンヒル大原

町内会（旧代表者　大中　亮宏）について、次のとおり告示事項

を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　氏　名　西村　寿高

　　住　所　広島市安佐南区伴東七丁目４３番２０号

２　事務所の所在地

　　広島市安佐南区伴東七丁目４３番２０号



広島市告示（安佐南区）第３７号　

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
２区８
９８号
線

安佐南区長
楽寺二丁目
３６２番地
３地先から
安佐南区長
楽寺二丁目
３６４番地
１６地先ま
で

旧
2.0
～
3.0

31.5

新
4.2
～
5.2

31.5

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
２区８
９８号
線

安佐南区長楽寺二丁目３６
２番地３地先から
安佐南区長楽寺二丁目３６
４番地１６地先まで

令和４年４月１
３日



―４０―　第１１０４号 令和４年５月３１日広 島 市 報

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１５年６月１１日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した畑組自治会（旧代

表者　藤田　浩）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　氏　名　阿曽沼　博

　　住　所　広島市安佐南区山本六丁目２５番２２号

２　事務所の所在地

　　広島市安佐南区山本六丁目２５番２２号



広島市告示（安佐南区）第３８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ４ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１８年１０月１８日付けで不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した瀬戸内宛団地自

治会（旧代表者　遊佐　康彦）について、次のとおり告示事項を

変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　氏　名　澄川　博幸

　　住　所　広島市安佐南区伴東二丁目４０番１０号

２　事務所の所在地

　　広島市安佐南区伴東二丁目４０番１０号



広島市告示（安佐南区）第３９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安佐南区役所市民部沼田出張所区出納

員の事務の一部委任を次のとおり委任させたので、同項後段の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員の設置揚所

　　安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

２　委任を受けた区分任出納員

　　安佐南区役所市民部沼田出張所　主任　細川　絵里奈

３　委任させた事務

　　広島市会計規則（昭和４３年４月１日規則第２３号）第８５

条第１項中別表第３の出張所長が行う収納事務

４　委任年月日

　　令和４年４月１日



広島市告示（安佐南区）第４０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安佐南区役所市民部沼田出張所区出納

員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　解除を受けた区分任出納員の設置場所

　　安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

２　解除を受けた区分任出納員

　　安佐南区役所市民部沼田出張所　主任　田中　昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　主事　髙岡　智幸

３　解除させた事務

　　広島市会計規則（昭和４３年４月１日規則第２３号）第８５

条第１項中別表第３の出張所長が行う収納事務

４　解除年月日

　　令和４年３月３１日



広島市告示（安佐南区）第４１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安佐南区役所市民部市民課区出納員の

事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　安佐南区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　田邊　幸美

　　　橋本　佳和

　　　山﨑　麻由子

　　　下谷　久美

　　　藤井　三郎

　　　住井　真佐江

　　　沖井　俊恭

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年１０月１０日条例第２

０号）第２条第９号、第１４号及び第１６号に規定する手数料

の収納（区役所時間外窓口の収納に限る）

３　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安佐南区）第４２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については、令和４年４月１３

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。



第１１０４号　―４１―令和４年５月３１日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第４３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ９ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成８年８月１３日付けで不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した下城ハイツ町内会

（旧代表者　山西　和巳）について、次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　氏　名　繁野　正弘

　　住　所　広島市安佐南区大塚二丁目３３番１５号

２　事務所の所在地

　　広島市安佐南区大塚二丁目３３番１５号



広島市告示（安佐南区）第４４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第３号

２　指定年月日　　令和４年４月２０日

３　道路の位置　　広島市安佐南区大町東三丁目７６８番１の一

部

４　幅員及び延長　幅員　５．２２ｍ～５．２３ｍ

　　　　　　　　　延長　３４．８８ｍ



広島市告示（安佐南区）第４５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ５ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安佐南区役所農林建設部維持管理課区

物品出納員の事務を次のとおり委任させたので、同項後段の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区物品分任出納員の設置場所

　　安佐南区役所農林建設部地域整備課復興工務係（佐東出張所

内）

２　委任を受けた区物品分任出納員

　　安佐南区役所農林建設部地域整備課　復興工務担当課長　兼

藤　靖次

３　委任した事務

　　安佐南区農林建設部地域整備課復興工務係（佐東出張所内）

における物品の出納保管に関する事務

４　委任期間

　　令和４年４月１日から当職在任期間中



広島市告示（安佐北区）第７５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ５ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２１年１１月２５日付けで、不動産又は不

動産に関する権利等を保有する団体として認可した本郷自治会

（代表者　原本　幸）について、次のとおり告示事項を変更しま

した。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第７６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ５ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１７年７月１２日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した久地本郷上自治

会（代表者　山手　誠）について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第７７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ６ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和４年３月２５日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

旧 新

事務所
広島市安佐北区安佐町大
字小河内３４１８番地

広島市安佐北区安佐町大
字小河内３２３６番地の
３

代表者の
氏名及び
住所

原本　幸
広島市安佐北区安佐町大
字小河内３４１８番地

鈴川　深
広島市安佐北区安佐町大
字小河内３２３６番地の
３

旧 新

事務所
広島市安佐北区安佐町大
字久地４４２３番地１

広島市安佐北区安佐町大
字久地４４２６番地１

代表者の
氏名及び
住所

山手　誠
広島市安佐北区安佐町大
字久地４４２３番地１

森本　辰政
広島市安佐北区安佐町大
字久地４４２６番地１



―４２―　第１１０４号 令和４年５月３１日広 島 市 報

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第７８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により、令和４年３月２５

日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１

２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第７９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安佐北区役所安佐出張所区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　区分任出納員設置個所

　　安佐北区安佐出張所

２　区分任出納員

　　主事　　　　　　　　正国　顕寿

　　出張所業務推進員　　左柄　智規

３　委任させた事務

　　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る督促手数

料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び

滞納処分による収納金の収納

　　国民健康保険料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

　　国民健康保険未収納一部負担金の収納

　　国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び

納付金の収納

　　介護保険料及びこれに係る延滞金の収納

　　介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金及

び納付金の収納

　　後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納

　　児童福祉施設徴収金及び道路占用料並びにこれらに係る督

促手数料及び延滞金の収納

　　市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

　　幼稚園授業料の収納

　　広島市証明等手数料条例第２条に規定する手数料（出張所

の所掌事務に係るものに限る。）の収納

　　下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

　　下水道事業受益者負担金並びにこれに係る督促手数料及び

延滞金の収納

　　下水道事業受益者負担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

　　下水道事業分担金及びこれに係る延滞金の収納

　　下水道事業分担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

４　委任年月日

　　令和４年４月１日



広島市告示（安佐北区）第８０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安佐北区役所安佐出張所区出納員の事

務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　区分任出納員設置個所

　　安佐北区安佐出張所

２　区分任出納員

　　主事　　　　　　　　山田　祥子

　　出張所業務推進員　　塩谷　浩美

３　委任を解除する事務

　　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る督促手数

料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び

滞納処分による収納金の収納

　　国民健康保険料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

　　国民健康保険未収納一部負担金の収納

　　国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び

納付金の収納

　　介護保険料及びこれに係る延滞金の収納

　　介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金及

び納付金の収納

　　後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納

　　児童福祉施設徴収金及び道路占用料並びにこれらに係る督

促手数料及び延滞金の収納

　　市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

　　幼稚園授業料の収納

　　広島市証明等手数料条例第２条に規定する手数料（出張所

の所掌事務に係るものに限る。）の収納

　　下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

　　下水道事業受益者負担金並びにこれに係る督促手数料及び

延滞金の収納

　　下水道事業受益者負担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

　　下水道事業分担金及びこれに係る延滞金の収納
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　　下水道事業分担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

４　解除年月日

　　令和４年３月３１日



広島市告示（安佐北区）第８１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安佐北区役所市民部市民課区出納員の

事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　区分任出納員設置箇所

　　安佐北区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

２　委任を受けた区分任出納員

　　　課長補佐　　上原　ゆかり

　　　主　査　　　長嶺　展江

　　　主　事　　　山縣　永

　　　日直員　　　岸　芳江

　　　日直員　　　大藤　令子

　　　日直員　　　浜田　明子

　　　日直員　　　増田　裕治

３　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例第２条第９号、第１４号及び第１６

号に規定する手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る。）

４　引継ぎの方法

　　翌日（区役所の閉庁日の場合、最も近い開庁日）までに引継

ぐ。

５　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安佐北区）第８２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年４月２０日から同年５月６日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道

安佐北
３区９
７０号
線

安佐北区亀
山南一丁目
２６３番地
２地先から
安佐北区亀
山南一丁目
１００２番
地１地先ま
で

旧
9.00
～

11.40

54.00

新
9.00
～

52.00

広島市告示（安佐北区）第８３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年４月２０日から同年５月６日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第８４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ １ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は令和４年４月２１日から同年５月６日まで、広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第８５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ １ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和４年４月２１日から同年５月６日まで、

広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
３区９
７０号
線

安佐北区亀山南一丁目２６
３番地２地先から
安佐北区亀山南一丁目１０
０２番地１地先まで

令和４年４月２
７日

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ４－Ｆ３－Ｏ縄
手－５－２－５０
号水路

安佐北区可部町大字南原２３４番
地先から同所２３８番１８地先ま
で

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

水　路

旧

Ｋ４－Ｆ３－
Ｏ縄手－５－
２－３６号水
路

安佐北区可部町南原２３４番地
先から同所２４２番１１地先ま
で

新

Ｋ４－Ｆ３－
Ｏ縄手－５－
２－３６号水
路

安佐北区可部町大字南原２４２
番１地先から同所２４２番１１
地先まで

区分
新旧
別

路線名等
所在

（起点及び終点）
経過点

旧

安佐北３
区３２４
４号里道

安佐北区可部町大
字南原２０１番地
先から同所２４２
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里道
番１地先まで

新
安佐北３
区３２４
４号里道

安佐北区可部町大
字南原２０１番地
先から同所２４２
番１地先まで

安佐北区可部町大
字南原２３８番１
７



広島市告示（安佐北区）第８６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ １ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

　その関係図面は、令和４年４月２１日から同年５月６日まで、

広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第８７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ２ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１５年９月５日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋三区町内会

（代表者　末永　次夫）について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安芸区）第３０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市安芸区地域福祉センター及び広島市阿

戸福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、

同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受ける者

　　広島市南区松原町５番１号

　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

　　代表者　会長　永野　正雄

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ４－Ｆ３－Ｏ縄
手－５－２－３２
号水路

安佐北区可部町南原２３８番３地
先から同所２３８番３地先まで

旧 新

事務所
広島市安佐北区三入六丁
目１２番４－１１号

広島市安佐北区三入七丁
目２番１９号

代表者の
氏名及び
住所

末永　次夫
広島市安佐北区三入六丁
目１２番４－１１号

坂本　敏治
広島市安佐北区三入七丁
目２番１９号

２　委託する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安芸区）第３１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市畑賀福祉センター及び広島市矢野福祉

センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第

２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受ける者

　　広島市中区基町５番４４号

　　三栄パブリックサービス株式会社

　　代表者　代表取締役　戸林　英行

２　委託する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安芸区）第３２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市瀬野福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受ける者

　　大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７番１２号

　　テルウェル西日本株式会社

　　代表取締役社長　山本　博敏

２　委託する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安芸区）第３３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島

市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務を次のとおり委

託したので、同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市南区松原町５番１号

　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

　　代表者　会長　永野　正雄

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安芸区）第３５号　
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令 和 ４ 年 ４ 月 ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年４月５日から同月１９日まで広島市

安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第３６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年４月５日から同月１９日まで広島市

安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第３７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第３８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ５ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区１８
９線

広島市安芸
区中野東二
丁目７４８
４番地地先
から
広島市安芸
区中野東二
丁目７４７
７番地地先
まで

旧

メートル
2.80
～

6.00

メートル

8.30

新

メートル
4.30
～

9.00

メートル

8.30

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区１８
９号線

広島市安芸区中野東二丁目
７４８４番地地先から
広島市安芸区中野東二丁目
７４７７番地地先まで

令和４年４月５
日

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第３９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ２ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は令和４年４月１２日から同月２６日まで広島市

安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第４０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ２ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年４月１２日から同月２６日まで広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第４１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ２ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安芸区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部市民課　　主任　　増田　孝枝

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区３２
９線

広島市安芸
区上瀬野町
字久井原１
１３番地１
地先から
広島市安芸
区上瀬野町
字久井原１
１３番地１
地先まで

旧

メートル
3.20
～

4.50

メートル

24.00

新

メートル
4.10
～

4.70

メートル

24.00

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区３２
９号線

広島市安芸区上瀬野町字久
井原１１３番地１地先から
広島市安芸区上瀬野町字久
井原１１３番地１地先まで

令和４年４月１
２日
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　　（区役所時間外窓口）　　　主査　　文元　万里子

　　　　　　　　　　　　　　　主事　　花木　直子

　　　　　　　　　　　　　　　主事　　中谷　愛矢

　　　　　　　　　　　　　　　主事　　中野　和馬

　　　　　　　　　　　　　　　主事　　川中　美奈

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号、第１４号及び第１６号に規定する手数料の収納

（区役所の時間外窓口の事務）

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安芸区）第４２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ２ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安芸区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部市民課　　日直員　　寺崎　明子

　　（区役所時間外窓口）　　　日直員　　三登　修二

　　　　　　　　　　　　　　　日直員　　緒方　勇治

　　　　　　　　　　　　　　　日直員　　藤原　紀美恵

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号、第１４号及び第１６号に規定する手数料の収納

（区役所の時間外窓口の事務）

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安芸区）第４３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ２ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部中野出張所　　主任　　下田　美鈴

　　（畑賀連絡所）　　　　　　　　主事　　重田　美恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　主事　　神田　理沙

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（連絡所の所管事務に係るものに限

る）の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安芸区）第４４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ２ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部中野出張所　　主任（会計年度任用職員）

　　（畑賀連絡所）　　　　　　　　　岩根　雅代

　　　　　　　　　　　　　　　　　主任（会計年度任用職員）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　内本　直美

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（連絡所の所管事務に係るものに限

る）の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（安芸区）第４５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ２ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部中野出張所　　事務補助員（会計年度任用

職員）　田口　美智子　　（畑賀連絡所）

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（連絡所の所管事務に係るものに限

る）の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から同月３０日まで
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広島市告示（安芸区）第４６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき、平成１０年

２月２６日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する

団体として認可した寺屋敷団地自治会（代表者　吉野　和昭）に

ついて、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、同条第

１０項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

　代表者の氏名及び住所

　　藤本　達之

　　広島市安芸区矢野町７５２番地６１０



広島市告示（安芸区）第４７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき、平成１７年

４月１８日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する

団体として認可したコモンライフ中野自治会（代表者　長谷川　

薫）について、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、

同条第１０項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

　　広島市安芸区中野五丁目５番２０号

２　代表者の氏名及び住所

　　岡　昭治

　　広島市安芸区中野五丁目５番２０号



広島市告示（安芸区）第４８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ １ 日　

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき、平成１３年

４月１７日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する

団体として認可した望ヶ丘自治会（代表者　藤原　利樹）につい

て、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、同条第１０

項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

　　広島市安芸区中野東五丁目３６番２号



広島市告示（佐伯区）第３９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用

料収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区基町５番４４号

　　三栄パブリックサービス株式会社

　　代表取締役　戸林　英行

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第４０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市南区松原町５番１号

　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

　　会長　永野　正雄

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第４１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市石内福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区基町５番４４号

　　三栄パブリックサービス株式会社

　　代表者　代表取締役　戸林　英行

２　委託した期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第４２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納

事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示

します。
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広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市佐伯区坪井一丁目２８番１１号

　　佐伯区観音社会福祉協議会

　　代表者　会長　新谷　益三

２　委託する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第４３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市老人いこいの家中央荘の使用料の収納

事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市佐伯区五日市中央五丁目１３番２２号

　　五日市中央地区社会福祉協議会

　　代表者　会長　下川　真稔

２　委託する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第４４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市老人いこいの家新宮山荘、広島市老人

いこいの家窓山荘、広島市老人いこいの家さつき荘、広島市老人

いこいの家八幡荘、広島市老人いこいの家倉重荘、広島市老人い

こいの家五日市荘、広島市老人いこいの家楽々荘、広島市老人い

こいの家美隅荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、

同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市南区松原町５番１号

　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

　　代表者　会長　永野　正雄

２　委託する期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第４５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ６ 日　

　広電佐伯区役所前駐輪場及び広電楽々園駐輪場内に長期間駐車

されていた別紙自転車等については、令和４年３月３１日に広島

市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第４６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ６ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和４年３月３１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第４７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ６ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は、令和４年４月６日から同年４月２０日まで、

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第４８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第４９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略

種類 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
佐伯５区和田１１
１－１３号里道の
一部

佐伯区湯来町大字和田字温田６８
４番２地先から佐伯区湯来町大字
和田字温田６８５番１地先まで
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広島市告示（佐伯区）第５０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　広電佐伯区役所前駐輪場及び広電楽々園駐輪場内に長期間駐車

されていた別紙自転車等については、令和４年４月１１日に広島

市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第５１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ８ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、佐伯区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　佐伯区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　課長補佐　土谷　澄江　　　　係　長　　増田　有美

　　　主　査　　高野　紀子　　　　主　事　　花本　春海

　　　主　事　　中野　綾子　　　　主　事　　大西　詩織

　　　主　事　　位田　亜紀子　　　主　事　　高井　千帆

　　　主　事　　伊藤　風花　　　　主　事　　村田　優騎

　　　主　事（シニア）　梅田　芳彦

　　　日直員　　大江　真弓　　　　日直員　　椙山　真介

　　　日直員　　廣實　節子　　　　日直員　　角　静香

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号、第１４号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第５２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ８ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、佐伯区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　佐伯区役所市民部市民課（五月が丘窓口連絡所及び美鈴が丘

窓口連絡所）

　　　係　長　　増田　有美　　　　主　事　　花本　春海

　　　主　事　　大西　詩織　　　　主　事　　位田　亜紀子

　　　主　事　　高井　千帆　　　　主　事　　村田　優騎

　　　主　事（シニア）　梅田　芳彦

　　　業務推進員　　勝原　かおり

　　　業務推進員　　川上　真奈美

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（窓口連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第５３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ８ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、佐伯区役所湯来出張所区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　佐伯区役所市民部湯来出張所（砂谷連絡所）

　　　主任　　本　恵子

　　　主任　　田原　美鈴

　　　主任　　木元　幸

　　　主査　　砂木　和志

　　　主事　　今津　俊秀

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（砂谷連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示（佐伯区）第５４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略





―５０―　第１１０４号 令和４年５月３１日広 島 市 報

広島市告示（佐伯区）第５５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第５６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年４月２５日から同年５月９日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第５７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年４月２５日から同年５月９日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第５８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年４月２５日から同年５月９日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

路線の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯５
区２３
号線

佐伯区湯来
町大字伏谷
字中郷１２
９３番地１
地先から
佐伯区湯来
町大字伏谷
字東郷１２
５６番地１
地先まで

旧

メートル
5.2
～
7.4

メートル

115.4

新

メートル
5.2
～
9.1

メートル

115.4

路線の
種類

路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯５
区２３
号線

佐伯区湯来町大字伏谷字中
郷１２９３番地１地先から
佐伯区湯来町大字伏谷字東
郷１２５６番地１地先まで

令和４年４月２
５日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第５９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年４月２５日から同年５月９日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第６０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第６１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ８ 日　

　広電佐伯区役所前駐輪場及び広電楽々園駐輪場内に長期間駐車

されていた別紙自転車等については、令和４年４月２５日に広島

市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略

路線の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯５
区６５
号線

佐伯区湯来
町大字多田
字下打尾谷
３２４２番
地地先から
佐伯区湯来
町大字多田
字下打尾谷
３２５４番
地１地先ま
で

旧

メートル
3.8
～
4.9

メートル

15.1

新

メートル
4.3
～

10.2

メートル

15.1

路線の
種類

路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯５
区６５
号線

佐伯区湯来町大字多田字下
打尾谷３２４２番地地先か
ら
佐伯区湯来町大字多田字下
打尾谷３２５４番地１地先
まで

令和４年４月２
５日



第１１０４号　―５１―令和４年５月３１日 広 島 市 報

区 告 示

広島市安芸区告示第１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ １ 日　

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について、同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長　　長　光　信　治　

（令和３年度の状況）

備考　公表の対象は、閲覧日が令和３年４月１日から令和４年３

月３１日までのものです。



広島市安芸区告示第２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ １ 日　

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について、同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長　　長　光　信　治　

（令和３年度の状況）

国又は地方公共
団体の機関の名称

請求事由の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

自衛隊広島地方協
力本部

自衛官等の募集
に伴う広報

令和４年１
月１８日
令和４年１
月１９日
令和４年１
月２５日
令和４年１
月２６日

安芸区全域

申出者の氏名 利用目的の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

日常生活に関す
るアンケートの
対象者抽出

令和３年
６月８日

船越一丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

日 本 放 送 協 会
（ＮＨＫ）が実
施する受信契約
状況実態調査の
対象者抽出

令和３年
６月１７
日

瀬野西四丁目
瀬野西五丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

第１４回メディ
アに関する全国
世論調査の対象
者抽出

令和３年
６月２４
日

矢野東四丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

２０２１年９月
東京オリンピッ
ク・ パ ラ リ ン
ピックに関する
調査の対象者抽
出

令和３年
７月２７
日

中野四丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

移植医療に関す
る世論調査の対
象者抽出

令和３年
８月４日

中野七丁目

一般社団法人　新 令和３年度消費 令和３年

情報センター
会長　美添　泰人

者意識基本調査
の対象者抽出

９月２９
日

船越四丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

宝くじに関する
世論調査の対象
者抽出

令和４年
１月２６
日

瀬野西二丁目

備考

１　公表の対象は、閲覧日が令和３年４月１日から令和４年３月

３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は、申出者が法人の場合に

あっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。



広島市佐伯区告示第１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ７ 日　

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について、同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市佐伯区長　　佐々木　尚　行　

（令和３年度の状況）

申出者氏名 利用目的の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

株 式 会 社　 イ ン
テージリサーチ
代表取締役社長　
小田切　俊夫

２０２１年度旅
行・観光消費動
向調査

令和３年
５月２０
日

坪井二丁目・
三丁目

株式会社　日本リ
サーチセンター
代表取締役社長　
杉原　領治

生活意識に関係
するアンケート
調 査（ 第 ８ ７
回）

令和３年
５月２７
日

五日市１～２
丁目

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

家計消費状況調
査

令和３年
６月９日

五月が丘三丁
目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

日常生活に関す
るアンケート

令和３年
６月１７
日

新宮苑

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

テレビ放送に関
するアンケート

令和３年
６月２２
日

利松１～３丁
目

一般社団法人　輿
論科学協会
理事長　井田　潤
治

令和３年通信利
用動向調査

令和３年
７月１４
日

五月が丘１丁
目、五日市駅
前１丁目、八
幡３丁目、石
内北１丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

２０２１年新聞
およびｗｅｂ利
用に関する総合
調査

令和３年
７月１５
日

利松２丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

移植医療に関す
る世論調査

令和３年
８月４日

坪井１丁目

株式会社　日本リ
サーチセンター
代表取締役社長　
杉原　領治

第８回　勤労生
活に関する調査

令和３年
８月１７
日

坪井３丁目、
観音台１丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

全国メディア意
識世論調査

令和３年
８月３１
日

美鈴が丘緑２
丁目



―５２―　第１１０４号 令和４年５月３１日広 島 市 報

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

外交に関する世
論調査（附帯調
査：地下水）

令和３年
８月３１
日

皆賀４丁目

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

家計消費状況調
査

令和３年
１０月６
日

石 内 南 ４ 丁
目、美鈴が丘
西４丁目

株式会社　サーベ
イ リ サ ー チ セ ン
ター
代表取締役　藤澤
　士朗

孤独・孤立の実
態把握のための
全国調査

令和３年
１０月１
３日

三宅３丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

第５回くらしと
生活設計に関す
る調査

令和３年
１０月１
４日

美鈴が丘１～
４丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

家族の法制に関
する世論調査

令和３年
１１月１
０日

三筋１～３丁
目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

テレビ視聴に関
する調査

令和３年
１１月１
０日

藤の木２丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

健康と暮らしに
つ い て の 調 査
（ＪＧＳＳ－２
０２２Ｈ）

令和３年
１１月１
０日

美鈴園

株式会社　日本リ
サーチセンター
代表取締役社長　
杉原　領治

高齢者の日常生
活・地域社会へ
の参加に関する
調査

令和３年
１１月１
１日

美鈴が丘東２
丁目

株 式 会 社　 イ ン
テージリサーチ
代表取締役社長　
小田切　俊夫

令和４年度　家
庭部門のＣＯ２
排出実態統計調
査

令和３年
１１月１
６日

五日市中央１
丁目

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

社会意職に関す
る世論調査

令和３年
１１月１
８日

八幡が丘１丁
目４～

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

社会意識に関す
る世論調査（附
帯調査：治安）

令和３年
１１月２
５日

海老園２丁目

株式会社　日本リ
サーチセンター
代表取締役社長　
杉原　領治

生活意識に関す
るアンケート調
査

令和３年
１１月３
０日

石 内 北 ３ 丁
目、石内東１
～２丁目

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

家計消費状況調
査

令和４年
２月３日

美鈴が丘西２
丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

２０２２年度　
生活保障に関す
る調査

令和４年
２月１７
日

五日市中央６
丁目

株式会社　日本リ
サーチセンター
代表取締役社長　
杉原　領治

２０２２年度　
全国個人視聴率
調査

令和４年
３月１７
日

八幡２丁目

備考

１　公表の対象は、閲覧日が令和３年４月１日から令和４年３月

３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は、申出者が法人の場合に

あっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。



広島市佐伯区告示第２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ７ 日　

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について、同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市佐伯区長　　佐々木　尚　行　

（令和３年度の状況）

備考　公表の対象は、閲覧日が令和３年４月１日から令和４年３

月３１日までのものです。

広島市選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　広島市人事委員会と協議し、令和４年４月１日に次のとおり合

意したので告示します。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

　　　行政委員会事務局の設置に関する協議書

　選挙管理委員会と人事委員会とは、互いに協議し次のとおり合

意した。

１　選挙管理委員会と人事委員会は、地方自治法第１３８条の３

第２項の規定の趣旨を全うするため、選挙管理委員会事務局及

び人事委員会事務局による合同の事務局を設ける。

２　前項の事務局の名称は、行政委員会事務局とする。

３　行政委員会事務局の長は、人事委員会事務局長をもって充て

ることとし、この場合において長の名称は、行政委員会事務局

長とする。

４　広島市選挙管理委員会規程（昭和５５年広島市選挙管理委員

会告示第１６号）第１９条の２及び第２２条第２項の規定によ

り選挙管理員会事務局長に充てられる人事委員会事務局長が、

選挙管理委員会及び人事委員会の委員長の委任を受けて広島市

議会の会議に出席する場合等において、行政委員会事務局長を

称する。



広島市選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ４ 日　

　令和４年４月１４日現在における地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法

律第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定に

よる教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次

のとおりです。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

国又は地方公共
団体の機関の名称

請求事由の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

自衛隊広島地方協
力本部長

自衛官等の募集
に伴う広報

２０２１／
１２／７－
１２／９

佐伯区（湯
来出張所管
内を除く）

選管告示



第１１０４号　―５３―令和４年５月３１日 広 島 市 報

委員長　　二　國　則　昭　

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　１９，６６０人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　　２２２，８７２人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　中　　区　　３８，３３７人

　　　　　　　　　東　　区　　３２，８６５人

　　　　　　　　　南　　区　　３９，２６０人

　　　　　　　　　西　　区　　５１，８３２人

　　　　　　　　　安佐南区　　６５，４３２人

　　　　　　　　　安佐北区　　３９，８３３人

　　　　　　　　　安  芸  区　　２１，４４９人

　　　　　　　　　佐  伯  区　　３８，６５３人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１６３，８２９人



広島市選挙管理委員会告示第２２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ４ 日　

　令和４年４月２４日執行予定の広島市議会議員安佐北区選挙区

補欠選挙において、候補者がポスター掲示場にポスターを掲示す

ることができる日は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１４４条の２第５項の規定により、令和４年４月１５日からと

します。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　



広島市選挙管理委員会告示第２３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１１３条第１項の

規定により、広島市議会議員の補欠選挙を、次のとおり行いま

す。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

１　選挙期日　　　　　　令和４年４月２４日

２　選挙区　　　　　　　安佐北区選挙区

３　選挙すべき議員の数　２人



広島市選挙管理委員会告示第２４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙において、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９

４条の規定により、候補者１人につき選挙運動に関して支出でき

る金額は、次のとおりです。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

　６，２４３，７００円



広島市選挙管理委員会告示第２５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第７５条第３項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第８０条第１項の規定により、

別紙のとおり選任します。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

別紙　略



広島市選挙管理委員会告示第２６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙における選挙会の場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年

法律第１００号）第７７条第１項の規定により、次のとおり定め

ます。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

１　場所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　広島市安佐北区役所　２階　区長応接室

２　日時　　令和４年４月２５日　午前１０時開始



広島市選挙管理委員会告示第２７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙における開票の事務は、公職選挙法（昭和２５年法律第１０



―５４―　第１１０４号 令和４年５月３１日広 島 市 報

について、別紙のとおり公表します。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により、令和３

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により、令和３年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により、令和３

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により、令和３年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第２号　

０号）第７９条の規定により、選挙会の事務とは併せて行いませ

ん。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　



広島市選挙管理委員会告示第２８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

（平成３０年広島市条例第４２号）第４条第２項の規定により、

令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選

挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時

を、別紙のとおり定めます。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

別紙　略



広島市選挙管理委員会告示第２９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ４ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７７条第１項の規

定により定めた、令和４年４月１４日付け広島市選挙管理委員会

告示第２６号（広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における

選挙会の場所及び日時）中、その一部を次表のとおり変更しま

す。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　



広島市選挙管理委員会告示第３０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ５ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙において、当選した者の住所及び氏名は、別紙のとおりで

す。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

別紙　略

広島市中区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により、令和３年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

変更前
１　場所　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号
　　　　　安佐北区役所　２階　区長応接室

変更後
１　場所　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号
　　　　　安佐北区役所　２階　第３会議室

区 選 管 告 示



第１１０４号　―５５―令和４年５月３１日 広 島 市 報

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により、令和３

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により、令和３年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により、令和３

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ４ 日　

　令和４年４月２４日執行予定の広島市議会議員安佐北区選挙区

補欠選挙におけるポスター掲示場を、広島市議会議員及び広島市

長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例（昭和５７

年条例第６０号）第１条の規定により、別紙のとおり設置しまし

た。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙における投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第３９条の規定により、別紙の場所に設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙における期日前投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１

００号）第４８条の２第６項の規定により読み替えて準用される

同法第３９条の規定により、次のとおり設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第５号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及

び公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項

の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第６号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべ

き者を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２

項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第

１項の規定により、別紙のとおり選任しました。

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市安佐北区役
所
１階　第１会議室

広島市安佐北区可部
四丁目１３番１３号

令和４年４月１６日
から
同月２３日まで

広島市安佐北区役
所
白木出張所

広島市安佐北区白木
町大字秋山２３９１
番地の４

令和４年４月１６日
から
同月２３日まで

広島市安佐北区役
所
高陽出張所

広島市安佐北区深川
五丁目１３番７号

令和４年４月１６日
から
同月２３日まで

広島市安佐北区役
所
安佐出張所

広島市安佐北区安佐
町大字飯室３０５２
番地の１

令和４年４月１６日
から
同月２３日まで

エールエールＡ館
エントランスプラ
ザ

広島市南区松原町９
番１号

令和４年４月２１日
から
同月２３日まで
午前１０時から午後
８時まで
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広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５

条第３項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載

順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和４年４月１５日　午後５時５０分

　ただし、公職選挙法第８６条の４第５項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行います。

１　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和４年４月２１日　午後５時５０分



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６３条及び第６５条の規定により、次のとおり

定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　場　所　　広島市安佐北区三入東一丁目１４番１号

　　　　　　　広島市立広島中等教育学校　体育館

２　日　時　　令和４年４月２４日　午後９時２０分開始



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選

挙法（昭和２５年法律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙

法施行令（昭和２５年政令第８９号）第６７条第１項の規定によ

り、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の

政治団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときの

くじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

　　日　時　　令和４年４月２１日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市安佐北区三入東一丁目１４番１号

　　　　　　　　広島市立広島中等教育学校　体育館

　　日　時　　令和４年４月２４日　午後８時３０分



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙におけるエールエールＡ館エントランスプラザ期日前投票所

の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い、新たに選任す

る必要が生じたため、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９

号）第２４条第１項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ３ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙における、投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者

の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　
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　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により、令和３年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により、令和３

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略

広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ５ 日　

　令和４年４月２４日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠

選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めま

す。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

不在者投票の投票記載場所

　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　広島市安佐北区役所　１階　第１会議室

　広島市安佐北区白木町大字秋山２３９１番地の４

　広島市安佐北区役所白木出張所

　広島市安佐北区深川五丁目１３番７号

　広島市安佐北区役所高陽出張所

　広島市安佐北区安佐町大字飯室３０５２番地の１

　広島市安佐北区役所安佐出張所

　広島市南区松原町９番１号

　エールエールＡ館エントランスプラザ

広島市人事委員会規則第７号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ １ 日　

　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

広 島 市 人 事 委 員 会　

区選管委員長告示

人事委員会規則

委員長　　飯　田　恭　示　

　　　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

　管理職員等の範囲を定める規則（昭和５４年広島市人事委員会

規則第１３号）の一部を次のように改正する。

　別表第１市長の事務部局の項第２号中「部長」の右に「　企画

総務局人事部研修センター所長　市民局消費生活センター所長」

を加え、同項第３号中「　企画総務局人事部研修センター所長　

市民局消費生活センター所長」を削り、同項第４号中「及び主

幹」を削り、同項第５号中「企画総務局企画調整部政策企画課企

画調整係長」を「企画総務局企画調整部政策企画課政策企画係

長」に改め、同項第６号中「人事係」を「人事係及び服務監理

係」に、「及び定数管理係」を「並びに組織管理係」に改め、同

表教育委員会事務局の項第６号中「庶務係長，管理係長，初等教

員係長，中等教員係長，給与決定係長，調整係長，労務係長」を

「係長」に改め、同項第７号中「管理係の主事，初等教員係の主

事，給与決定係の主事，調整係の主事及び労務係の主事」を「主

事（庶務係の主事を除く。）」に改め、同表市選挙管理委員会事

務局の項第３号中「課長」の右に「　担当課長」を加える。

　別表第２中児童相談所の項を削り、公文書館の項の次に次のよ

うに加える。

　別表第２中「動物管理センター」を「動物愛護センター」に改

め、保育園の項の次に次のように加える。

　別表第２中恵下埋立地建設事務所の項及び旅券センターの項を

削る。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

広島市人事委員会告示第１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　広島市選挙管理委員会と協議し、令和４年４月１日に次のとお

り合意したので告示します。

広 島 市 人 事 委 員 会　

委員長　　飯　田　恭　示　

　　　行政委員会事務局の設置に関する協議書

　選挙管理委員会と人事委員会とは、互いに協議し次のとおり合

意した。

１　選挙管理委員会と人事委員会は、地方自治法第１３８条の３

第２項の規定の趣旨を全うするため、選挙管理委員会事務局及

び人事委員会事務局による合同の事務局を設ける。

２　前項の事務局の名称は、行政委員会事務局とする。

３　行政委員会事務局の長は、人事委員会事務局長をもって充て

旅券センター 所長

戸籍・住民票事務センター 所長

児童相談所 所長　次長　担当課長

人事委員会告示
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ることとし、この場合において長の名称は、行政委員会事務局

長とする。

４　広島市選挙管理委員会規程（昭和５５年広島市選挙管理委員

会告示第１６号）第１９条の２及び第２２条第２項の規定によ

り選挙管理員会事務局長に充てられる人事委員会事務局長が、

選挙管理委員会及び人事委員会の委員長の委任を受けて広島市

議会の会議に出席する場合等において、行政委員会事務局長を

称する。

広島市教育委員会告示第８号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日　

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第４７条の５の学校運営協議会を次のとおり設置した

ので、広島市学校運営協議会の設置等に関する規則（令和２年広

島市教育委員会規則第３号）第３条第２項の規定により告示しま

す。

広島市教育長　　糸　山　　　隆　

教育委員会告示

名称 対象学校

広島市立白島小学校学校運営協議会 広島市立白島小学校

広島市立基町小学校学校運営協議会 広島市立基町小学校

広島市立幟町小学校学校運営協議会 広島市立幟町小学校

広島市立中島小学校学校運営協議会 広島市立中島小学校

広島市立吉島東小学校学校運営協議会 広島市立吉島東小学校

広島市立吉島小学校学校運営協講会 広島市立吉島小学校

広島市立神崎小学校学校運営協議会 広島市立神崎小学校

広島市立舟入小学校学校運営協議会 広島市立舟入小学校

広島市立江波小学校学校運営協議会 広島市立江波小学校

広島市立温品小学校学校運営協議会 広島市立温品小学校

広島市立上温品小学校学校運営協議会 広島市立上温品小学校

広島市立戸坂小学校学校運営協議会 広島市立戸坂小学校

広島市立戸坂城山小学校学校運営協議
会

広島市立戸坂城山小学
校

広島市立東浄小学校学校運営協議会 広島市立東浄小学校

広島市立中山小学校学校運営協議会 広島市立中山小学校

広島市立牛田新町小学校学校運営協議
会

広島市立牛田新町小学
校

広島市立牛田小学校学校運営協議会 広島市立牛田小学校

広島市立尾長小学校学校運営協議会 広島市立尾長小学校

広島市立矢賀小学校学校運営協議会 広島市立矢賀小学校

広島市立大州小学校学校運営協議会 広島市立大州小学校

広島市立青崎小学校学校運営協議会 広島市立青崎小学校

広島市立向洋新町小学校学校運営協議
会

広島市立向洋新町小学
校

広島市立皆実小学校学校運営協議会 広島市立皆実小学校

広島市立翠町小学校学校運営協議会 広島市立翠町小学校

広島市立大河小学校学校運営協議会 広島市立大河小学校

広島市立黄金山小学校学校運営協議会 広島市立黄金山小学校

広島市立仁保小学校学校運営協議会 広島市立仁保小学校

広島市立宇品東小学校学校運営協議会 広島市立宇品東小学校

広島市立宇品小学校学校運営協議会 広島市立宇品小学校

広島市立元宇品小学校学校運営協議会 広島市立元宇品小学校

広島市立天満小学校学校運営協議会 広島市立天満小学校

広島市立観音小学校学校運営協議会 広島市立観音小学校

広島市立南観音小学校学校運営協議会 広島市立南観音小学校

広島市立己斐小学校学校運営協議会 広島市立己斐小学校

広島市立己斐上小学校学校運営協議会 広島市立己斐上小学校

広島市立己斐東小学校学校運営協議会 広島市立己斐東小学校

広島市立山田小学校学校運営協議会 広島市立山田小学校

広島市立古田台小学校学校運営協議会 広島市立古田台小学校

広島市立古田小学校学校運営協議会 広島市立古田小学校

広島市立高須小学校学校運営協議会 広島市立高須小学校

広島市立庚午小学校学校運営協議会 広島市立庚午小学校

広島市立草津小学校学校運営協議会 広島市立草津小学校

広島市立鈴が峰小学校学校運営協議会 広島市立鈴が峰小学校

広島市立井口台小学校学校運営協議会 広島市立井口台小学校

広島市立井口小学校学校運営協議会 広島市立井口小学校

広島市立井口明神小学校学校運営協議
会

広島市立井口明神小学
校

広島市立梅林小学校学校運営協議会 広島市立梅林小学校

広島市立八木小学校学校運営協議会 広島市立八木小学校

広島市立川内小学校学校運営協議会 広島市立川内小学校

広島市立緑井小学校学校運営協議会 広島市立緑井小学校

広島市立東野小学校学校運営協議会 広島市立東野小学校

広島市立中筋小学校学校運営協議会 広島市立中筋小学校

広島市立毘沙門台小学校学校運営協議
会

広島市立毘沙門台小学
校

広島市立安東小学校学校運営協議会 広島市立安東小学校

広島市立安小学校学校運営協議会 広島市立安小学校

広島市立上安小学校学校運営協議会 広島市立上安小学校

広島市立安北小学校学校運営協議会 広島市立安北小学校

広島市立安西小学校学校運営協議会 広島市立安西小学校

広島市立原南小学校学校運営協議会 広島市立原南小学校

広島市立原小学校学校運営協議会 広島市立原小学校

広島市立園小学校学校運営協議会 広島市立園小学校

広島市立長束小学校学校運営協議会 広島市立長束小学校

広島市立長束西小学校学校運営協議会 広島市立長束西小学校

広島市立山本小学校学校運営協議会 広島市立山本小学校

広島市立春日野小学校学校運営協議会 広島市立春日野小学校

広島市立伴東小学校学校運営協議会 広島市立伴東小学校

広島市立伴小学校学校運営協議会 広島市立伴小学校

広島市立伴南小学校学校運営協議会 広島市立伴南小学校

広島市立大塚小学校学校運営協議会 広島市立大塚小学校

広島市立井原小学校学校運営協議会 広島市立井原小学校

広島市立志屋小学校学校運営協議会 広島市立志屋小学校

広島市立高南小学校学校運営協議会 広島市立高南小学校

広島市立三田小学校学校運営協議会 広島市立三田小学校

広島市立狩小川小学校学校運営協議会 広島市立狩小川小学校
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広島市立深川小学校学校運営協議会 広島市立深川小学校

広島市立亀崎小学校学校運営協議会 広島市立亀崎小学校

広島市立倉掛小学校学校運営協議会 広島市立倉掛小学校

広島市立落合小学校学校運営協議会 広島市立落合小学校

広島市立口田東小学校学校運営協議会 広島市立口田東小学校

広島市立口田小学校学校運営協議会 広島市立口田小学校

広島市立大林小学校学校運営協議会 広島市立大林小学校

広島市立三入小学校学校運営協議会 広島市立三入小学校

広島市立三入東小学校学校運営協議会 広島市立三入東小学校

広島市立可部小学校学校運営協議会 広島市立可部小学校

広島市立可部南小学校学校運営協議会 広島市立可部南小学校

広島市立鈴張小学校学校運営協議会 広島市立鈴張小学校

広島市立飯室小学校学校運営協議会 広島市立飯室小学校

広島市立久地南小学校学校運営協議会 広島市立久地南小学校

広島市立筒瀬小学校学校運営協議会 広島市立筒瀬小学校

広島市立日浦小学校学校運営協議会 広島市立日浦小学校

広島市立瀬野小学校学校運営協議会 広島市立瀬野小学校

広島市立みどり坂小学校学校運営協議
会

広島市立みどり坂小学
校

広島市立船越小学校学校運営協議会 広島市立船越小学校

広島市立矢野西小学校学校運営協議会 広島市立矢野西小学校

広島市立矢野小学校学校運営協議会 広島市立矢野小学校

広島市立矢野南小学校学校運営協議会 広島市立矢野南小学校

広島市立湯来東小学校学校運営協議会 広島市立湯来東小学校

広島市立湯来西小学校学校運営協議会 広島市立湯来西小学校

広島市立湯来南小学校学校運営協議会 広島市立湯来南小学校

広島市立石内小学校学校運営協議会 広島市立石内小学校

広島市立河内小学校学校運営協議会 広島市立河内小学校

広島市立五月が丘小学校学校運営協議
会

広島市立五月が丘小学
校

広島市立石内北小学校学校運営協議会 広島市立石内北小学校

広島市立藤の木小学校学校運営協議会 広島市立藤の木小学校

広島市立彩が丘小学校学校運営協議会 広島市立彩が丘小学校

広島市立八幡東小学校学校運営協議会 広島市立八幡東小学校

広島市立八幡小学校学校運営協議会 広島市立八幡小学校

広島市立五日市観音西小学校学校運営
協議会

広島市立五日市観音西
小学校

広島市立五日市観音小学校学校運営協
議会

広島市立五日市観音小
学校

広島市立五日市中央小学校学校運営協
議会

広島市立五日市中央小
学校

広島市立五日市小学校学校運営協議会 広島市立五日市小学校

広島市立五日市東小学校学校運営協議
会

広島市立五日市東小学
校

広島市立五日市南小学校学校運営協議
会

広島市立五日市南小学
校

広島市立楽々園小学校学校運営協議会 広島市立楽々園小学校

広島市立幟町中学校学校運営協議会 広島市立幟町中学校

広島市立吉島中学校学校運営協議会 広島市立吉島中学校

広島市立江波中学校学校運営協議会 広島市立江波中学校

広島市立温品中学校学校運営協議会 広島市立温品中学校

広島市立戸坂中学校学校運営協議会 広島市立戸坂中学校

広島市立牛田中学校学校運営協議会 広島市立牛田中学校

広島市立二葉中学校学校運営協議会 広島市立二葉中学校

広島市立大州中学校学校運営協議会 広島市立大州中学校

広島市立町中学校学校運営協議会 広島市立町中学校

広島市立仁保中学校学校運営協議会 広島市立仁保中学校

広島市立宇品中学校学校運営協議会 広島市立宇品中学校

広島市立観音中学校学校運営協議会 広島市立観音中学校

広島市立己斐中学校学校運営協議会 広島市立己斐中学校

広島市立己斐上中学校学校運営協議会 広島市立己斐上中学校

広島市立古田中学校学校運営協議会 広島市立古田中学校

広島市立庚午中学校学校運営協議会 広島市立庚午中学校

広島市立井口台中学校学校運営協議会 広島市立井口台中学校

広島市立井口中学校学校運営協議会 広島市立井口中学校

広島市立城山北中学校学校運営協議会 広島市立城山北中学校

広島市立城南中学校学校運営協議会 広島市立城南中学校

広島市立安佐中学校学校運営協議会 広島市立安佐中学校

広島市立高取北中学校学校運営協議会 広島市立高取北中学校

広島市立安西中学校学校運営協議会 広島市立安西中学校

広島市立東原中学校学校運営協議会 広島市立東原中学校

広島市立園東中学校学校運営協議会 広島市立園東中学校

広島市立園中学校学校運営協議会 広島市立園中学校

広島市立長束中学校学校運営協議会 広島市立長束中学校

広島市立伴中学校学校運営協議会 広島市立伴中学校

広島市立大塚中学校学校運営協議会 広島市立大塚中学校

広島市立白木中学校学校運営協議会 広島市立白木中学校

広島市立高陽中学校学校運営協議会 広島市立高陽中学校

広島市立亀崎中学校学校運営協議会 広島市立亀崎中学校

広島市立口田中学校学校運営協議会 広島市立口田中学校

広島市立三入中学校学校運営協議会 広島市立三入中学校

広島市立可部中学校学校運営協議会 広島市立可部中学校

広島市立清和中学校学校運営協議会 広島市立清和中学校

広島市立日浦中学校学校運営協議会 広島市立日浦中学校

広島市立瀬野川東中学校学校運営協議
会

広島市立瀬野川東中学
校

広島市立船越中学校学校運営協議会 広島市立船越中学校

広島市立矢野中学校学校運営協議会 広島市立矢野中学校

広島市立湯来中学校学校運営協議会 広島市立湯来中学校

広島市立砂谷中学校学校運営協議会 広島市立砂谷中学校

広島市立五月が丘中学校学校運営協議
会

広島市立五月が丘中学
校

広島市立三和中学校学校運営協議会 広島市立三和中学校

広島市立城山中学校学校運営協議会 広島市立城山中学校

広島市立五日市観音中学校学校運営協
議会

広島市立五日市観音中
学校

広島市立五日市中学校学校運営協議会 広島市立五日市中学校

広島市立五日市南中学校学校運営協議
会

広島市立五日市南中学
校

広島市立似島学園小中学校学校運営協
議会

広島市立似島学園小学
校
広島市立似島学園中学
校

広島市立福木中学校区学校運営協議会
広島市立福木小学校
広島市立福木中学校
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広島市立楠中学校区学校運営協議会
広島市立楠小学校
広島市立楠中学校



広島市教育委員会告示第９号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ７ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　日　時　令和４年４月１３日（水）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　今後の市立幼稚園のあり方について（報告）

　　「１０オフ運動」の令和３年度取組結果及び令和４年度取

組概要について（報告）

　　広島市におけるいじめ防止対策等の主な取組について（報

告）

監査公表

広島市監査公表第６号　

令和４年４月１３日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及

び監査の意見に対する対応結果の公表について

　地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により、広島市長か

ら監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該

通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

　なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果につい

ても、当該通知に係る事項を公表する。

（別紙）

平成３１年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表

（健康福祉局）

１　監査結果公表年月日

　　令和２年２月６日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

　　大濱　香織

３　監査結果に基づいて講じた措置通知年月日

　　令和４年３月２５日（広高高第２０９号）

４　監査のテーマ

　　広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

５　監査の結果（指摘事項）及び措置の内容

　　高齢者の社会参加促進事業に対する補助（補助金）（補助金が広島市文化財団を経由して実行委員会に支払われていること
について）

　　　（所管課：健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

ア　補助金の交付申請・交付決定の事務手続について
　　全国健康福祉祭参加事業及び高齢者作品展の２事業に対する補助金について

は、広島市から広島市文化財団を経由して、全額が負担金として広島市全国健
康福祉祭参加実行委員会及び広島市高齢者作品展実行委員会（以下「実行委員
会」という。）に交付されている。

　　負担金の支払という形だけであれば広島市文化財団に本補助金を交付する理
由は乏しいと言わざるを得ず、本来は、本補助金の交付を受けた広島市文化財
団自らが補助事業に係る対象経費の執行を行うべきである。

　　広島市文化財団が実行委員会に対して負担金を交付するという例外的な運用
を認めるにしても、担当課は、実行委員会が負担金の交付先として適正である
ことを確認した上で、本補助金の交付決定を行うべきである。

　　具体的には、補助金交付申請書に、広島市から広島市文化財団が受け取った
本補助金の全額は、実行委員会に対して負担金として支払う旨及び事業計画を
実施するのは実行委員会であることが明記されるべきであり、担当課は広島市
文化財団に対してその旨を指導する必要がある。

　　また、担当課は、本補助金の交付決定に際し、実行委員会の事業計画書、収
支予算書及び執行計画書の内容を確認する必要がある。実行委員会の執行計画
を補助金交付申請書上からは把握できない状態で、広島市文化財団への補助金
の概算払時期と金額を決定しており、経済性及び効率性の観点からこのような
運用はするべきではない。実行委員会の執行計画書を精査した上で、補助金の

　監査の結果を受けて、事業の実施方法について
抜本的な改善を行い、令和２年度からは、広島市
がそれぞれの実行委員会に補助金ではなく負担金
を直接支払うこととした。
　加えて、それぞれの実行委員会が事業者として
適正であることを確認できるよう、事業計画書、
収支予算書及び執行計画書等を直接広島市へ提出
させ、これらの内容を確認した後負担金を交付
し、更に負担金の執行状況を記載した書類を月次
で提出させた上その内容の確認も行った。
　また、精算時は、事業実施報告書及び決算書に
具体的な事業の成果や事業費の説明等を記載さ
せ、事業の有効性、効率性及び経済性について確
認した。
　併せて、それぞれの実行委員会に対し、広島市
補助金等交付規則第１１条に基づき、作成した会
計帳簿及びこれに係る見積書・納品書・領収書等
を５年間保存するよう指導したところ、いずれの
実行委員会からも引き続き５年間保存する旨の回
答があった。
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概算払の時期、金額等を決定するべきである。
イ　年度途中における事務手続について
　　広島市文化財団から担当課に提出する月次の平成３０年度高齢者の社会参加

促進事業の実施状況及び資金計画（以下「実施状況及び資金計画」という。）
は、広島市文化財団から実行委員会への負担金の支払状況が記載されているの
みであり、実行委員会における本補助事業の執行状況が一切反映されておら
ず、担当課がこれを見ても、補助事業の進捗状況をモニタリングできない内容
となっている。

　　担当課が補助事業の進捗状況を月次でチェックする目的に合致しない内容の
実施状況及び資金計画を広島市文化財団に毎月提出させ、担当課内で報告し、
決裁を受けている行為は、単に形式的なものであり、補助事業の進捗状況を
チェックしているとは言えず、担当課はこのような運用はするべきではない。

　　実行委員会においては、補助対象である事業の終了後の期間に不適切な支出
を行っているが、実施状況及び資金計画には、その事実が記載されておらず、
担当課のチェックが及んでいない。

　　担当課は、実行委員会の負担金の執行状況を記載した書類を月次で確認する
必要がある。

ウ　補助金の確定から精算までの事務手続について
　　広島市補助金等交付規則第１５条第１項第１号の事業実施報告書に該当する

「事業報告書」においては、補助金交付申請時の事業計画書に記載した事業内
容とほぼ同様の内容となっており、また、実行委員会についての言及がなく、
広島市文化財団が単独で補助対象事業を実施したかのように読み取れる記載内
容になっている。

　　同条同項第２号の決算書に該当する「平成３０年度決算報告書」において
は、本補助金に関する収益及び費用が、決算書のいずれの科目にいくら含まれ
ているか判別することができない内容になっている。

　　事業実施報告書及び決算書の記載を見る限り、事業の有効性、効率性及び経
済性について、その費用対効果を検証することは困難であるにもかかわらず、
担当課は補助金額を確定しており、このような運用は改善されるべきである。

　　担当課は、広島市文化財団に対して、事業実施報告書及び決算書には実行委
員会の具体的な事業の成果や具体的な事業費の説明等を記載するように指導
し、担当課はそれらを十分に確認した上で補助金の額を確定する必要がある。

エ　帳簿等の整備について
　　広島市補助金等交付規則第１１条により、補助事業者等は、補助事業等に係

る経費の収支を明らかにした書類及び帳票の備え付けと５年間の保存が義務づ
けられており、これに従い、広島市文化財団は、実行委員会に対して２回行っ
た負担金の支払に関する書類及び帳票を備え、平成３０年度終了後、５年間保
存する必要がある。

　　一方、広島市文化財団が実行委員会に交付した平成３０年４月３日付けの負
担金の交付決定に関する書類においては、証拠書類及び帳簿の保存期間に関す
る定めがない。

　　広島市文化財団は実行委員会に対して、平成３０年度終了後、５年間保存す
るよう指導する必要がある。

　　高齢者の社会参加促進事業に対する補助（補助金）（広島市まちづくり市民交流プラザ利用料金が減免されず補助対象経費
となっていることについて）

　　　（所管課：健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　全国健康福祉祭の代表者及び選手説明会は、広島市が所有し、広島市文化財団
が指定管理者となっている広島市まちづくり市民交流プラザで行われているとこ
ろ、平成３０年６月６日、広島市全国健康福祉祭参加実行委員会は、選手説明会
等会場借上料として３３，９５０円を広島市文化財団に支払い、同支払は補助対
象経費として補助金の対象となり、広島市文化財団は、受け取った３３，９５０
円を施設利用料金収益として収益に計上している。
　また、高齢者作品展の作品展示及び展示会に関連する催しは、同じく広島市ま
ちづくり市民交流プラザで行われているところ、平成３０年８月２９日、広島市
高齢者作品展実行委員会は、平成３０年度広島市高齢者作品展会場使用料として
６０３，２００円を広島市文化財団に支払い、同支払は補助対象経費として補助
金の対象となり、広島市文化財団は、受け取った６０３，２００円を施設利用料
金収益として収益に計上している。
　広島市まちづくり市民交流プラザ利用料金取扱要綱第３条によれば、「次の各
号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全額を免除する。　広島市の市議
会、市長部局、消防局又は行政委員会が主催し、又は共催して使用するとき。」
となっており、広島市が主催あるいは共催していると判断できる実態があるにも
かかわらず、必要な手続をとらなかったために利用料金の支払をすることは不当
と言わざるを得ない。
　市の施設の利用料を市の補助金で賄うというのは素朴な市民感情に反するもの

　令和２年度から広島市全国健康福祉祭参加実行
委員会及び広島市高齢者作品展実行委員会が実施
する高齢者の社会参加促進事業を市の共催事業と
した上で、これら二つの実行委員会が広島市まち
づくり市民交流プラザを利用する際は、その利用
料金の減免申請を行うこととした。
　令和２年度については、広島市高齢者作品展実
行委員会において、高齢者の社会参加促進事業の
一つである高齢者作品展の作品展示に係る同プラ
ザの利用料金減免申請を行い、全額免除された。
　なお、広島市全国健康福祉祭参加実行委員会が
実施する高齢者の社会参加促進事業の一つである
全国健康福祉祭参加事業については同プラザを利
用して代表者及び選手説明会を行う予定であった
が中止となったため、同プラザの利用料金は発生
しなかった。
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であり、今後は本事業において広島市まちづくり市民交流プラザ利用料金が全額
減免されるよう、担当課及び広島市文化財団は、主催あるいは共催とするために
必要な手続を早急にとるべきである。

　　高齢者の社会参加促進事業に対する補助（補助金）（全国健康福祉祭及び高齢者作品展の開催日後に購入した消耗品につい 
て）

　　　（所管課：健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　全国健康福祉祭は平成３０年１１月３日から１１月６日まで開催された。高齢
者作品展は、平成３０年９月８日から９月１６日まで開催された。
　上記の開催日後に、広島市全国健康福祉祭参加実行委員会は合計５２３，６７
９円、広島市高齢者作品展実行委員会は合計７１，４８７円、２つの実行委員会
合わせて５９５，１６６円の消耗品を購入し、補助金の対象経費とした。
　開催日後に消耗品を購入している理由を広島市文化財団に質問したところ、全
国健康福祉祭については、「毎年、予算の多くを占める宿泊・輸送センターから
の宿泊費等について、選手の宿泊変更や追加の可能性があるため、宿泊・輸送セ
ンターの精算が済んでから、説明会資料用の用紙、インク等を購入していますが、
それまでは、管理課や市民交流プラザに用紙やインク等を貸してもらい、年度後
半に購入した現物で返却するようにさせてもらっています。」との説明を受けた。
　高齢者作品展については、「予算の多くを占める会場設営委託業務は、毎年、
設営委託料の値上がりが懸念されております。そのため、設営委託料の金額が決
定するまでは管理課で購入している紙などの消耗品を借りて賄っており、年度後
半に購入した現物で返却するようにしています。」との説明であった。しかし、
上記の消耗品を広島市文化財団ひと・まちネットワーク部管理課やまちづくり市
民交流プラザから借りたという管理簿や証憑はなかった。
　補助事業に係る消耗品等と補助事業以外の事業に係る消耗品等が混在して補助
金の対象経費として計上されることは許されない。実行委員会から広島市文化財
団ひと・まちネットワーク部管理課やまちづくり市民交流プラザに消耗品等を現
物で返却する場合には、管理簿を作成して行うべきであり、管理簿が作成されて
おらず、使用した消耗品等の分量が客観的に証明できない場合にこのように資料
上の根拠もなく消耗品等の引渡しを行うことは違法ではないとしても、そのよう
な運用をすべきではなく、不当である。
　実行委員会と広島市文化財団の間で消耗品等の貸し借りを行っている場合は、
管理簿をつけることが相当である。

　監査の結果を受けて、それぞれの実行委員会に
対し、令和２年度以降は、当該年度の執行計画に
基づき計画的な物品購入を図るとともに、実行委
員会と広島市文化財団との間での消耗品等の貸し
借りを止めるよう指導したところ、いずれの実行
委員会からも指導されたとおり貸し借りを止める
旨の回答があった。

平成２７年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（健康福祉局）

１　監査意見公表年月日

　　平成２８年２月３日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

　　村田　賢治

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和４年３月２５日（広高高第２０８号）

４　監査のテーマ

　　高齢者施策に関する事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容

高齢者公共交通機関利用助成の目的について
（所管課：健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　助成の目的は高齢者の社会参加を促進するきっかけづくりとなっているが、広
島市は利用結果を集計するのみであり、当該施策が本来の助成目的を果たせてい
るかの確認を行っていない。利用目的の確認が行えない理由としては、公共交通
機関の利用が社会参加によるものか、病院の通院や買い物に利用しているかを事
後的に判別することが困難なためである。
　さらに、平成２６年度の事業費は６０２，６６０千円と平成２５年度と比較す
ると１９，９４５千円増加しており、高齢者が増加する来年度以降は負担額の増
加が予想されるが、広島市の財政状況を鑑みると、今後継続して助成ができるか
は不明である。
　高齢者の社会参加の促進は決して悪いことではないが、高齢者人口の増加に伴
い今後も支出額の増加が予想され、かつ、本来の助成目的が果たせているか否か
が不明な施策に対しては、廃止の検討も含めた事業継続の可否を検討すべきであ

　高齢者の社会参加への意欲を具体的な活動に結
びつけるという政策目的を踏まえつつ、手段・手
法をより的確かつ効果的なものとし、支援を充実
させるという観点に立って、平成２９年９月１日
から高齢者いきいき活動ポイント事業（以下「ポ
イント事業」という。）を開始した。
　その際、高齢者公共交通機関利用助成について
は、ポイント事業へ段階的に移行することとし、
その円滑な移行を図るため、当座、助成上限額を
半額とし、直ちに支援が切れることのないよう配
慮した。
　その後、平成３０年度に実施したポイント事業
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る。 １年目の効果検証において、社会参加の促進や健
康づくり・介護予防に資する効果及び地域団体の
活動の活性化に資する効果が確認できたことか
ら、高齢者公共交通機関利用助成は令和２年８月
末をもって廃止し、同年９月から、ポイント事業
の対象者を６５歳まで拡大した上で全面実施し
た。
　そうした上で、身体的な理由によりポイント事
業への参加が困難な方が一定程度いると認められ
ること、また、障害者の社会参加の促進と福祉の
増進を図る目的で障害者公共交通機関利用助成を
実施していることを踏まえ、要支援・要介護者を
対象に、令和２年９月１日から外出機会の創出の
支援を目的として、日常生活でも利用できる要支
援・要介護高齢者外出支援交通費助成を開始し
た。
　なお、財政負担については、制度改正前後にお
ける一般財源べ一スの比較で見ると、平成２８年
度の高齢者公共交通機関利用助成の決算額が、６
１９，５０８千円であったのに対し、令和４年度
予算額は、要支援・要介護高齢者外出支援交通
費助成が７９，９２６千円、ポイント事業が１３
１，２５２千円、合計で２１１，１７８千円となっ
ており、約４０８，３３０千円程度の負担軽減が
見込まれている。



広島市監査公表第７号　

令和４年４月１５日　

　令和４年２月１８日付け第１３９０号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定により、別紙のとお

り公表する。

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

別紙

広 監 第 ３ 号　

令和４年４月１５日　

　請求人

　（略）

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　令和４年２月１８日付け第１３９０号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求（以下「本件措置請求」という。）について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定

により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとお

り通知する。

第１　請求の要旨

　　請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

　　　広島市長及び環境局中環境事業所長による日当支給に

関する措置請求

　　　監査請求の概要

　　　　この監査請求は、環境局中環境事業所において、「実費

弁償」として支給される「日当」が、実費支出がない場合

に、ある一定の職員には支給すれば不当な支給になるとし

て非支給としているにも関わらず、他の一定の職員に支給

されていることは、日当の範囲を逸脱した恣意的支給にあ

たり、支給した結果、不当な税支出になるとともに、支給

額がそのまま非課税の給与所得となって組織ぐるみで脱税

をしているおそれがあることから、不当・違法な財務会計

上の行為に該当するため、是正を求めて請求するもので

す。

　　　　環境局中環境事業所の旅行命令権者は、広島市職員等の

旅費に関する条例第４３条第１項を恣意的に運用し、「ご

み収集」を担当する職員には、「旅費を支給した場合には

不当に旅行の実費をこえて旅費を支給することとなる」と

して支給していないにもかかわらず、「ごみ収集作業指導

監督」を担当する職員には、１日５５０円の旅費を支給し

ています。

　　　　環境局中環境事業所の旅行命令権者は、用務先で自らの

ポケットから旅費を支出する必要のない一定の職員（ごみ

収集担当職員）に対しては非支給決定をしていながら、全

く同様の他の一定の職員（ごみ収集作業指導監督職員）に

は支給するという恣意的決定によって、税金を不当に支出

しています。
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　　　　これは、税金の不当な支出にあたるだけでなく、その不

当な支出が、国税庁によって日当ではなく給与所得とみな

され、非課税であることが所得税法に違反し、組織ぐるみ

で脱税をしているというおそれがあります。

　　　　環境局中環境事業所長（旅行命令権者）は、「ごみ収集

作業指導監督」を担当する職員には、外出する日（在勤地

を離れた旅行をする日）ごとに１日５５０円の日当を支給

しています。

　　　　しかし、同様に外出する（在勤地を離れた旅行をする）

職員である「ごみ収集」を担当する職員には一切日当を支

給していません。

　　　請求の対象となる職員

　　　　広島市長

　　　　環境局中環境事業所長

　　　損害の推定

　　　　不明（対象となっている人員、期間ともに不明であるた

め計算できていない）

　　　請求する措置

　　　　旅費としての支出がなく、不当に支給された日当は返還

すること。

　　　　旅費としての支出がない日当は支給せず、また、他の自

治体のように日当を廃止すること。

　　（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。）

　　【事実証明書１】環境局中環境事業所の旅行命令権者が決定

した日当支給の事例

　　【事実証明書２】所得税法基本通達法第９条《非課税所得》

関係

第２　請求の受理

　　本件措置請求は、地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め、令和４年３月１１日に、同年２月１８

日付けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

　　　地方自治法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に対

し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から

は証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。

　２　広島市長（広島市中環境事業所）の意見書の提出及び陳述

　　　広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和４年３月２２日付け広業中第４７号により意見書

が提出された。なお、陳述は行われなかった。

　　　意見書の主な内容は、以下のとおりである。

　　　事実

　　　　日当は、広島市職員等の旅費に関する条例に基づき支給

している。また、職員が行う旅行の時間や距離等を個別に

鑑みて日当を定額で支給することが適切でない場合に、広

島市職員等の旅費に関する条例第４３条第１項により日当

を減額調整している。

　　　本市の意見の趣旨

　　　　本件措置請求は、理由がないものである。

　　　本市の意見の理由

　　　　請求人は、実費支出がない場合、ごみ収集の担当職員に

は日当を非支給とする一方で、指導監督業務を行う職員に

は日当を支給していることは、日当の範囲を逸脱した恣意

的支給にあたると主張しているので、以下、この点につい

て述べる。

　　　　ごみの収集運搬は決められたルートを時間どおりに行う

業務であり通信費等の諸雑費がかからないとの考えの下、

広島市職員の旅費に関する条例第４３条第１項による日当

の減額調整を行っているのに対して、指導監督に係る業務

は調査や指導、監督等の為、不定期な場所に突発で行くこ

とから、職場との通信費等の諸雑費が必要になるとの考え

で日当の減額調整は行っていないものである。

　　　　また、日当は、旅行中の諸雑費を賄うための旅費とし

て、広島市職員の旅費に関する条例第３条第１項及び第６

条第１項第６号により旅行中の日数に応じて定額で支給し

ているものである。

　　　　以上のとおり、日当は、広島市職員の旅費に関する条例

に基づき支給しており、適正なものである。

　３　広島市長（制度所管課である企画総務局人事部給与課）の

見解

　　　広島市長に対し、広島市職員等の旅費に関する条例を所管

する観点から見解等を求めたところ、令和４年３月２４日付

け広人給第７７号により以下のとおり回答があった。

　　　制度所管課としての見解

　　　　日当は、旅行中の諸雑費を賄うための旅費であり、額に

内訳はなく、支給事務、精算事務を効率的に行う観点か

ら、定額での支給を行っている。したがって、旅行完了後

に、支給された旅費の実際の使途を確認することは行って

いない。

　　　　ただし、旅行の実態からして定額で支給することが適当

でない場合は、広島市職員等の旅費に関する条例第４３条

第１項に基づき、減額することができるとしており、各所

属においては、条例の趣旨を踏まえ、旅行の実態に応じて

日当を減額するかどうかの判断を行っているものと認識し

ている。

　　　　また、本市の日当は、国の旅費法に準じた定額を条例に

定めており、所得税法第９条第１項第４号の規定に該当

し、非課税と取り扱っている。

　　　　なお、この日当については、従前から事務事業見直しの

一環として検討を行っていたところ、この度、他の政令指

定都市等の支給状況を踏まえながら職員団体とも協議を行

い、令和４年４月１日から近距離への旅行及び公用車によ
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る旅行に係る日当について見直しを行うこととした。

　　　公用車での旅行する場合の日当の支給に際しての各課等

への指導状況

　　　　日当を含む旅費制度について、職員向けのネットワーク

内に旅費の手引き、運用指針及び通知を掲載し、職員が閲

覧できるようにするとともに、毎年度、職員向けに実務研

修を実施している。

　４　監査対象事項

　　　請求人は、広島市中環境事業所長が、外出する一定の職員

に対しては日当を支給していないにもかかわらず、同様に外

出する他の職員に対して日当を支給していることは恣意的な

ものであるとして不当な支出であると主張していると認めら

れる。

　　　このため、令和３年４月分を例として、次の点について監

査する。

　　　広島市中環境事業所における日当の支給は、条例等に基

づき適正に行われているか否か。

　　　日当の支給について、他の所属を含め運用上の問題はな

いか。

　５　監査の実施内容

　　　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を

確認するとともに、関係職員への聴取りを行うなどして監査

した。

第４　監査の結果

　１　事実の確認

　　　旅費制度について

　　　ア　地方自治法第２０４条第１項で、普通地方公共団体は

常勤の職員等に対し旅費を支給しなければならないとさ

れており、同条第３項において旅費の額、支給方法は条

例で定めなければならないとされている。

　　　イ　広島市職員等の旅費に関する条例（昭和２７年広島市

条例第１７号。以下「旅費条例」という。）第２条第１

項第６号で、職員が公務のため一時その勤務場所を離れ

て旅行することを出張というとされ、旅費条例第３条第

１項で、職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅

費を支給することとされている。日当を含む旅費の種類

は旅費条例第６条第１項で規定されており、同条第６項

の規定により、日当は、１日当たりの定額により支給す

るとされている。その額は、旅費条例第２０条第１項で

別表第１の定額によるとされ、５級以下の職務にある者

が内国旅行する場合、１日につき２，２００円とされて

いる。

　　　ウ　旅費条例第４３条第１項では、旅費を支給した場合に

は不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる

場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅

費について、旅費の全部又は一部を支給しないことがで

きるとされている。

　　　エ　この不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することと

なる場合については、「広島市職員等の旅費に関する条

例の運用について」（昭和２７年４月１日広職甲第８８

号。以下「運用通知」という。）第４３条関係第１項

で、正規の旅費を支給することが旅費計算の建前に照ら

して適当でない場合においては、各機関の長は、各号に

掲げる基準により旅費の調整を行うこととされ、その例

の一つとして同項第２号では５０キロメートル未満の旅

行（勤務場所の存する地域（広島市にあつては、安芸郡

の府中町、海田町及び熊野町を含む。）内の旅行を含

む。）の場合の日当の額は、旅費条例別表第１の日当定

額の４分の１に相当する額とするとされている。

　　　オ　また、運用通知に掲げられている例のほかに、旅行の

実態に鑑みて更なる減額を行うことができるという考え

が制度所管課や制度運用課で認識され、取り扱われてい

る。

　　　カ　これまで、運用通知では、半径８キロメートルを超え

往復１００キロメートル未満の公用車での出張の旅費の

支給額は、日当定額の４分の１に相当する額とされてい

たが、令和４年４月１日以降の旅行分から、往復１００

キロメートル未満の公用車での出張に係る旅費の日当を

非支給とする等の見直しが行われた。

　　　広島市中環境事業所長による旅費の支給について

　　　ア　環境事業所は、固形状一般廃棄物の収集運搬や、不法

投棄の防止に係る監視や指導などを行う事業所として、

広島市中環境事業所を含め、本市に７事業所設置されて

いる。

　　　イ　市長から提出された意見書によると、決められたルー

トを時間どおりに行い諸雑費がかからないごみ収集運搬

業務については減額調整により日当の全額を支給せず、

不定期な場所に突発的に行くような指導監督に係る業務

については諸雑費が必要となるとして日当定額の４分の

１を支給しているとのことである。

　　　ウ　実際、ごみ収集に関する業務については日当は支払わ

れておらず、清掃指導に関する業務については日当が４

分の１に減額されて支給されている。

　　　エ　後者の清掃指導に関する業務につき一部減額している

ことについて、広島市中環境事業所における運行日誌及

び清掃指導員勤務日誌により業務の実態を基に監査した

ところ、市長の意見のとおり、日当全額を減額調整せず

に日当定額の４分の１支給の減額調整としているのは、

単に作業指導監督職員といった職種で判断しているので

はなく、不法投棄防止パトロールや不法投棄ごみに対す

る対応などごみ収集作業指導監督業務としての具体的な

業務の内容を考慮して、広島市中環境事業所長が減額の

有無や程度を判断した結果であることを確認した。

　　　その他抽出により日当の支給状況について調査した結果
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について

　　　　日当の運用状況について市の他の所属の中から抽出して

日当減額の有無やその理由を調査したところ、運用通知に

従ってその例示のとおり減額支給している事例がある一

方、諸雑費が不要であることを理由として旅費条例第４３

条第１項を直接適用し日当定額の全額を減額としている事

例も見受けられた。

　　　　この調査結果から、旅費条例第４３条第１項について

は、運用通知が示されてはいるものの、その運用に当たり

ばらつきがみられた。

　２　判断

　　　旅費条例第４３条第１項では、各機関の長は、実費を超え

ることとなる部分の旅費の全部又は一部を支給しないことが

できるとされ、運用通知で例示された基準のほか旅行の実態

に応じて旅費の調整を行い、日当の減額の有無や程度を判断

することとなり、このことは、各機関の長に一定の裁量権が

与えられていることを示すものである。

　　　広島市中環境事業所長は、日当の支給に当たって各職員が

業務を実施するに伴う旅行の実態に応じて日当の減額の有無

や程度を適切に判断しており、この判断はその裁量権の範囲

内で行われたものであり恣意的なものとはいえない。

　　　したがって、広島市中環境事業所における日当の支給は、

違法又は不当な公金の支出には当たらないと認められる。

　　　また、調査した所属において日当の支給に当たっての判断

は様々であったが、一般に、日当の支給に係る判断は、旅費

条例及び運用通知にのっとり旅行の実態を鑑みて行うもので

あることから、その日当の支給の運用実態が各所属で相違が

みられるということのみをもって裁量権の濫用があるとはい

えず、よって、違法又は不当な公金の支出とはいえないと認

められる。

　３　結論

　　　請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。

第５　意見

　　日当の支給については、その減額の運用に当たりばらつきが

みられていたところ、市長においては、この度、令和４年４月

１日から、近距離への旅行及び公用車による旅行に係る日当の

見直しが行われた。

　　現在、他の地方公共団体においても日当について広く見直し

が進められており、市長においては、今後も引き続き日当の支

給の運用について不断の見直しを行うとともに、国や他の地方

公共団体における状況を注視しながら、市民の納得度の高い日

当のあり方を検討されるよう望む。



広島市監査公表第８号　

令和４年４月１５日　

　令和４年２月２８日付け第１４２６号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定により、別紙のとお

り公表する。

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

別紙

広 監 第 ５ 号　

令和４年４月１５日　

　請求人

　（略）

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　令和４年２月２８日付け第１４２６号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求（以下「本件措置請求」という。）について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定

により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとお

り通知する。

第１　請求の要旨

　　請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

　　　広島市長及び環境局中環境事業所長による日当支給に

関する措置請求

　　　監査請求の概要

　　　　この監査請求は、環境局中環境事業所において、「実費

弁償」として支給される「日当」が、実費支出がない場合

に、ある一定の職員には支給すれば不当な支給になるとし

て非支給としているにも関わらず、他の一定の職員に支給

されていることは、日当の範囲を逸脱した恣意的支給にあ

たり、支給した結果、不当な税支出になるとともに、支給

額がそのまま非課税の給与所得となって組織ぐるみで脱税

をしているおそれがあることから、不当・違法な財務会計

上の行為に該当するため、是正を求めて請求するもので

す。

　　　　環境局中環境事業所の旅行命令権者は、広島市職員等の

旅費に関する条例第４３条第１項を恣意的に運用し、「ご

み収集」を担当する職員には、「旅費を支給した場合には

不当に旅行の実費をこえて旅費を支給することとなる」と

して支給していないにもかかわらず、「ごみ収集作業指導
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監督」を担当する職員には、１日５５０円の旅費を支給し

ています。

　　　　環境局中環境事業所の旅行命令権者は、用務先で自らの

ポケットから旅費を支出する必要のない一定の職員（ごみ

収集担当職員）に対しては非支給決定をしていながら、全

く同様の他の一定の職員（ごみ収集作業指導監督職員）に

は支給するという恣意的決定によって、税金を不当に支出

しています。

　　　　これは、税金の不当な支出にあたるだけでなく、その不

当な支出が、国税庁によって日当ではなく給与所得とみな

され、非課税であることが所得税法に違反し、組織ぐるみ

で脱税をしているというおそれがあります。

　　　　環境局中環境事業所長（旅行命令権者）は、「ごみ収集

作業指導監督」を担当する職員には、外出する日（在勤地

を離れた旅行をする日）ごとに１日５５０円の日当を支給

しています。

　　　　しかし、同様に外出する（在勤地を離れた旅行をする）

職員である「ごみ収集」を担当する職員には一切日当を支

給していません。

　　　請求の対象となる職員

　　　　広島市長

　　　　環境局中環境事業所長

　　　損害の推定

　　　　不明（対象となっている人員、期間ともに不明であるた

め計算できていない）

　　　請求する措置

　　　　旅費としての支出がなく、不当に支給された日当は返還

すること。

　　　　旅費としての支出がない日当は支給せず、また、他の自

治体のように日当を廃止すること。

　　（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。）

　　【事実証明書１】環境局中環境事業所の旅行命令権者が決定

した日当支給の事例

　　【事実証明書２】所得税法基本通達法第９条《非課税所得》

関係

第２　請求の受理

　　本件措置請求は、地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め、令和４年３月１１日に、同年２月２８

日付けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

　　　地方自治法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に

対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

　　　これを受けて、請求人は、次のとおり、書類を提出する

とともに、令和４年３月２５日、本件措置請求の要旨に

沿って陳述した。

　　　ア　提出された書類

　　　　　「広島市長その他関係する職員による日当支出に関す

る措置請求（新たな証拠）」

　　　　　　【事実証明書追加１】大阪市、京都市、相模原市で

は、旅費の種類に「日当」がな

い事実

　　　　　　【事実証明書追加２】ウエブ上に掲載されている鎌

倉市の日当廃止の事例

　　　　　　【事実証明書追加３】岡山市では県内移動の場合に

は日当は支給していない事実

　　　　　　【事実証明書追加４】広島県内市町の日当非支給範

囲（インターネット上に掲載さ

れている市町の条例等から）

　　　　　　【事実証明書追加５】広島市以外の政令指定都市の

日当非支給範囲

　　　　　　【事実証明書追加６】国では１００㎞未満の移動で

「日当」を支給していない事実

　　　　　　【事実証明書追加７】水道局では市内、安芸郡、廿

日市町への移動では支給してい

ない事実

　　　　　　【事実証明書追加８】旅行命令権者が日当を支給す

るか否かの判断をしているとの

給与課長の回答

　　　　　　【事実証明書追加９】諸雑費がかからないことなど

を理由に旅費を非支給とできる

との給与課長の回答

　　　　　　【事実証明書追加１０】日当を支給していない理由

（安佐南区役所地域起こし推

進課）

　　　　　　【事実証明書追加１１】日当を支給していない理由

（安佐北区役所建築課）

　　　　　　【事実証明書追加１２】支給された「日当」から支

出した事例がないという、児

童相談所長の回答

　　　　　　【事実証明書追加１３】支給された「日当」から支

出した事例がないという、佐

伯区維持管理課長の回答

　　　　　　【事実証明書追加１４】職務役職等に関わらず日当

を支給することとなっている

という下水道経営企画課長の

回答

　　　　　　【事実証明書追加１５】職務役職等に関わらず日当

を支給することとなっている

という児童相談所長の回答

　　　　　　【事実証明書追加１６】日当を定額支給する理由及

び日当の支給目的についての

給与課長の回答

　　　　　　【事実証明書追加１７】今年２月に提出された日当
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支給の不当性・違法性につい

ての住民監査請求書（受理前

却下されたもの）

　　　　　　（添付を省略する。）

　　　イ　主な陳述の内容

　　　　・　他の自治体では日当そのものがないというところも

あるのに、広島市では勤務場所から８キロメートルを

超えた旅行に日当を出しているのは不当であること。

　　　　・　市の施設に旅行する職員に対して日当を支給してい

ないのなら、他の施設でも同様に支給が不要であるこ

と、また、実費弁償がないにもかかわらず日当を支給

するのなら給与支給と同じとなり、脱税となること。

　２　広島市長（広島市中環境事業所）の意見書の提出及び陳述

　　　広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和４年３月２２日付け広業中第４８号により意見書

が提出された。なお、陳述は行われなかった。

　　　意見書の主な内容は、以下のとおりである。

　　　事実

　　　　日当は、広島市職員等の旅費に関する条例に基づき支給

している。また、職員が行う旅行の時間や距離等を個別に

鑑みて日当を定額で支給することが適切でない場合に、広

島市職員等の旅費に関する条例第４３条第１項により日当

を減額調整している。

　　　本市の意見の趣旨

　　　　本件措置請求は、理由がないものである。

　　　本市の意見の理由

　　　　請求人は、実費支出がない場合、ごみ収集の担当職員に

は日当を非支給とする一方で、指導監督業務を行う職員に

は日当を支給していることは、日当の範囲を逸脱した恣意

的支給にあたると主張しているので、以下、この点につい

て述べる。

　　　　ごみの収集運搬は決められたルートを時間どおりに行う

業務であり通信費等の諸雑費がかからないとの考えの下、

広島市職員の旅費に関する条例第４３条第１項による日当

の減額調整を行っているのに対して、指導監督に係る業務

は調査や指導、監督等の為、不定期な場所に突発で行くこ

とから、職場との通信費等の諸雑費が必要になるとの考え

で日当の減額調整は行っていないものである。

　　　　また、日当は、旅行中の諸雑費を賄うための旅費とし

て、広島市職員の旅費に関する条例第３条第１項及び第６

条第１項第６号により旅行中の日数に応じて定額で支給し

ているものである。

　　　　以上のとおり、日当は、広島市職員の旅費に関する条例

に基づき支給しており、適正なものである。

　３　広島市長（制度所管課である企画総務局人事部給与課）の

見解

　　　広島市長に対し、広島市職員等の旅費に関する条例を所管

する観点から見解等を求めたところ、令和４年３月２４日付

け広人給第７８号により以下のとおり回答があった。

　　　制度所管課としての見解

　　　　日当は、旅行中の諸雑費を賄うための旅費であり、額に

内訳はなく、支給事務、精算事務を効率的に行う観点か

ら、定額での支給を行っている。したがって、旅行完了後

に、支給された旅費の実際の使途を確認することは行って

いない。

　　　　ただし、旅行の実態からして定額で支給することが適当

でない場合は、広島市職員等の旅費に関する条例第４３条

第１項に基づき、減額することができるとしており、各所

属においては、条例の趣旨を踏まえ、旅行の実態に応じて

日当を減額するかどうかの判断を行っているものと認識し

ている。

　　　　また、本市の日当は、国の旅費法に準じた定額を条例に

定めており、所得税法第９条第１項第４号の規定に該当

し、非課税と取り扱っている。

　　　　なお、この日当については、従前から事務事業見直しの

一環として検討を行っていたところ、この度、他の政令指

定都市等の支給状況を踏まえながら職員団体とも協議を行

い、令和４年４月１日から近距離への旅行及び公用車によ

る旅行に係る日当について見直しを行うこととした。

　　　公用車での旅行する場合の日当の支給に際しての各課等

への指導状況

　　　　日当を含む旅費制度について、職員向けのネットワーク

内に旅費の手引き、運用指針及び通知を掲載し、職員が閲

覧できるようにするとともに、毎年度、職員向けに実務研

修を実施している。

　４　監査対象事項

　　　請求人は、広島市中環境事業所長が、外出する一定の職員

に対しては日当を支給していないにもかかわらず、同様に外

出する他の職員に対して日当を支給していることは恣意的な

ものであるとして不当な支出であると主張していると認めら

れる。

　　　このため、令和３年４月分を例として、次の点について監

査する。

　　　広島市中環境事業所における日当の支給は、条例等に基

づき適正に行われているか否か。

　　　日当の支給について、他の所属を含め運用上の問題はな

いか。

　５　監査の実施内容

　　　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意

見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取

りを行うなどして監査した。

第４　監査の結果
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　１　事実の確認

　　　旅費制度について

　　　ア　地方自治法第２０４条第１項で、普通地方公共団体は

常勤の職員等に対し旅費を支給しなければならないとさ

れており、同条第３項において旅費の額、支給方法は条

例で定めなければならないとされている。

　　　イ　広島市職員等の旅費に関する条例（昭和２７年広島市

条例第１７号。以下「旅費条例」という。）第２条第１

項第６号で、職員が公務のため一時その勤務場所を離れ

て旅行することを出張というとされ、旅費条例第３条第

１項で、職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅

費を支給することとされている。日当を含む旅費の種類

は旅費条例第６条第１項で規定されており、同条第６項

の規定により、日当は、１日当たりの定額により支給す

るとされている。その額は、旅費条例第２０条第１項で

別表第１の定額によるとされ、５級以下の職務にある者

が内国旅行する場合、１日につき２，２００円とされて

いる。

　　　ウ　旅費条例第４３条第１項では、旅費を支給した場合に

は不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる

場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅

費について、旅費の全部又は一部を支給しないことがで

きるとされている。

　　　エ　この不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することと

なる場合については、「広島市職員等の旅費に関する条

例の運用について」（昭和２７年４月１日広職甲第８８

号。以下「運用通知」という。）第４３条関係第１項

で、正規の旅費を支給することが旅費計算の建前に照ら

して適当でない場合においては、各機関の長は、各号に

掲げる基準により旅費の調整を行うこととされ、その例

の一つとして同項第２号では５０キロメートル未満の旅

行（勤務場所の存する地域（広島市にあつては、安芸郡

の府中町、海田町及び熊野町を含む。）内の旅行を含

む。）の場合の日当の額は、旅費条例別表第１の日当定

額の４分の１に相当する額とするとされている。

　　　オ　また、運用通知に掲げられている例のほかに、旅行の

実態に鑑みて更なる減額を行うことができるという考え

が制度所管課や制度運用課で認識され、取り扱われてい

る。

　　　カ　これまで、運用通知では、半径８キロメートルを超え

往復１００キロメートル未満の公用車での出張の旅費の

支給額は、日当定額の４分の１に相当する額とされてい

たが、令和４年４月１日以降の旅行分から、往復１００

キロメートル未満の公用車での出張に係る旅費の日当を

非支給とする等の見直しが行われた。

　　　広島市中環境事業所長による旅費の支給について

　　　ア　環境事業所は、固形状一般廃棄物の収集運搬や、不法

投棄の防止に係る監視や指導などを行う事業所として、

広島市中環境事業所を含め、本市に７事業所設置されて

いる。

　　　イ　市長から提出された意見書によると、決められたルー

トを時間どおりに行い諸雑費がかからないごみ収集運搬

業務については減額調整により日当の全額を支給せず、

不定期な場所に突発的に行くような指導監督に係る業務

については諸雑費が必要となるとして日当定額の４分の

１を支給しているとのことである。

　　　ウ　実際、ごみ収集に関する業務については日当は支払わ

れておらず、清掃指導に関する業務については日当が４

分の１に減額されて支給されている。

　　　エ　後者の清掃指導に関する業務につき一部減額している

ことについて、広島市中環境事業所における運行日誌及

び清掃指導員勤務日誌により業務の実態を基に監査した

ところ、市長の意見のとおり、日当全額を減額調整せず

に日当定額の４分の１支給の減額調整としているのは、

単に作業指導監督職員といった職種で判断しているので

はなく、不法投棄防止パトロールや不法投棄ごみに対す

る対応などごみ収集作業指導監督業務としての具体的な

業務の内容を考慮して、広島市中環境事業所長が減額の

有無や程度を判断した結果であることを確認した。

　　　その他抽出により日当の支給状況について調査した結果

について

　　　　日当の運用状況について市の他の所属の中から抽出して

日当減額の有無やその理由を調査したところ、運用通知に

従ってその例示のとおり減額支給している事例がある一

方、諸雑費が不要であることを理由として旅費条例第４３

条第１項を直接適用し日当定額の全額を減額としている事

例も見受けられた。

　　　　この調査結果から、旅費条例第４３条第１項について

は、運用通知が示されてはいるものの、その運用に当たり

ばらつきがみられた。

　２　判断

　　　旅費条例第４３条第１項では、各機関の長は、実費を超え

ることとなる部分の旅費の全部又は一部を支給しないことが

できるとされ、運用通知で例示された基準のほか旅行の実態

に応じて旅費の調整を行い、日当の減額の有無や程度を判断

することとなり、このことは、各機関の長に一定の裁量権が

与えられていることを示すものである。

　　　広島市中環境事業所長は、日当の支給に当たって各職員が

業務を実施するに伴う旅行の実態に応じて日当の減額の有無

や程度を適切に判断しており、この判断はその裁量権の範囲

内で行われたものであり恣意的なものとはいえない。

　　　したがって、広島市中環境事業所における日当の支給は、

違法又は不当な公金の支出には当たらないと認められる。

　　　また、調査した所属において日当の支給に当たっての判断

は様々であったが、一般に、日当の支給に係る判断は、旅費

条例及び運用通知にのっとり旅行の実態を鑑みて行うもので

あることから、その日当の支給の運用実態が各所属で相違が
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みられるということのみをもって裁量権の濫用があるとはい

えず、よって、違法又は不当な公金の支出とはいえないと認

められる。

　３　結論

　　　請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。

第５　意見

　　日当の支給については、その減額の運用に当たりばらつきが

みられていたところ、市長においては、この度、令和４年４月

１日から、近距離への旅行及び公用車による旅行に係る日当の

見直しが行われた。

　　現在、他の地方公共団体においても日当について広く見直し

が進められており、市長においては、今後も引き続き日当の支

給の運用について不断の見直しを行うとともに、国や他の地方

公共団体における状況を注視しながら、市民の納得度の高い日

当のあり方を検討されるよう望む。



広島市監査公表第９号　

令和４年４月１９日　

　令和４年２月２２日付け第１４１２号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定により、別紙のとお

り公表する。

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

別紙

広 監 第 ８ 号　

令和４年４月１９日　

　請求人

　（略）

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　令和４年２月２２日付け第１４１２号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求（以下「本件措置請求」という。）について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定

により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとお

り通知する。

第１　請求の要旨

　　請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

　　　広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支

出に関する措置請求

　　　監査請求の概要

　　　　本監査請求は、産廃として処分されている伐採木の処分

費は、運搬トラックの荷箱のあるなしに関係なく、処分施

設に運搬した伐採木の体積に対して支払われなければなら

ないにも関わらず、恵下埋立地（仮称）建設工事におい

て、荷箱のあるトラックでは荷箱の大きさで支払われてい

ることが違法・不当であるとして、監査請求するもので

す。

　　　　本監査請求は、伐採木の処分費は、荷物の大きさを測っ

た体積を基にして支払われるべきで、そうしていないこと

が違法・不当であると主張しています。

　　　　「恵下埋立地（仮称）建設工事」では、伐採木を処分施

設（再資源化施設）に運搬して再資源化処理することとし

ており、そのための処分費を、広島市が受注者であるＡ企

業体に支払っています。

　　　　２台のトラックでの運搬に対して、荷箱のないトラック

では５２，８００円、荷箱のあるトラックでは７０，８４０

円の処分費が元請業者に支払われました。（実際には、こ

れは「直接工事費」であり、諸経費が上乗せされますか

ら、さらに大きな金額が支払われています。）

　　　　どちらもほぼ同じ量の伐採木の幹を運んでいますが、処

分費が大きく違っています。

　　　　伐採木の数量として、荷箱のないトラックの場合は、荷

物の大きさを測ってその「荷積み状態」の体積を計上して

います。それに対して、荷箱のあるトラックでは、荷箱の

容積より少ない積み荷を運んでいても、荷箱の大きさで計

上されています。このことから差が生じたものです。これ

は、トラックの荷箱の長さが６．１ｍであるのに対して、

積込まれている木材の長さが４ｍであることから、荷箱容

量の約３分の１にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払

額に大きな差がでたものです。

　　　　しかし、伐採木の処分費は、荷箱があるなしに関係な

く、荷物の大きさを測った体積を基とすることが定められ

ています。つまり、荷箱のないトラックの通り、荷積み状

態での荷物の体積を計測して、その体積に対して処分費を

支払わなければなりません。

　　　　支払われたのは、積み荷の伐採木をチップ等に再資源化

するための処分費ですから、どちらのトラックでも、積み

荷に対して支払われなければならないもので、同じような

支払い額になるべきものですが、荷箱のあるトラックでは

過大な支払いとなっています。

　　　　これは、工事監督員がその任務である数量の確認を怠

り、荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とす

るという逸脱した行為が原因で生じたものです。
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　　　　公共工事の監督業務は、地方自治法第２３４条の２（契

約の履行の確保）により、その実施が位置付けられていま

す。地方自治法第２３４条の２第１項は「普通地方公共団

体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件

の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普

通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契

約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了

の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場

合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の

既納部分の確認を含む。）をするため必要な監督又は検査

をしなければならない。」と規定しています。工事監督員

には、完了の確認のため、積み荷の体積の測定結果の確認

が必要です。

　　　　伐採木の処分費は、積算基準によって「荷積み状態の体

積」に対して単価設定されており、その体積に対して支払

われなければなりません。

　　　　本件では、荷物を積み込んだ状態での体積を計測し、そ

の体積に対して処分費の支払いをすべきところを、体積を

計測することなく荷箱の容量で支払ったことから、違法な

水増し支払いとなっています。

　　　　税金を財源とする公共工事では、水増し支払いは許され

ません。実際に処分する廃棄物の量に対して、その処分に

必要な費用を支払うこととなっており、数量の確認を行う

ことなく漫然と支払いを続けた結果、莫大な額の水増し支

払いが行われたと考えられます。

　　　　２台の比較では、１８，０４０円の差（「直接工事費」

ベースで）が出ています。実際には１台だけではなく、相

当な台数になりますので、全体では数千万円から億円単位

に及ぶ差が生じるものと思われます。

　　　　産業廃棄物のマニフェストには、「排出量」欄に、ト 

ラックの荷箱の容積が記載されており、その数量で処分費

の請求が行われていたため生じたものです。

　　　　荷箱のあるトラックでは伐採木の量が荷箱の容積で計上

されていたために荷箱内の空気に対しても処分費を支払う

ことになって、結果として過大な支払いになりました。こ

れは、明らかに、違法な支払いです。

　　　　なお、通常、トラックの積み荷は、運搬先でトラックス

ケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるの

ですから、荷物の体積が分からない場合には、マニフェス

トに、この重量を記載（収集運搬業者か処分業者によっ

て）することによって確定させるべきものであると思われ

ます。

　　　　事実、本件工事の前に行われた「恵下埋立地（仮称）取

付道路建設工事」では、マニフェストに、計量伝票の値を

記載して重量で確定し、その重量に対して請求がなされ、

支払いが行われています。

　　　　積算基準では、重量が判明していれば、「重量換算係

数」によって、重量を体積に換算することで支払いができ

るようになっています。重量換算係数は０．５ｔ／です

から、計量された重量を０．５で除して体積にし、その体

積に処分費単価を乗じることで、適正な支払いを行うこと

ができます。

　　　　本件工事では、荷箱容量が４０ものトラックでも運搬

されています。この荷箱に満杯に積めば、重量換算係数を

用いて換算すると２０ｔにもなり、日常的に法律に違反し

て大幅な重量超過での運搬が行われていたことになります

が、搬入先で計量されることからもこのような違法行為は

できません。荷箱容量４０のトラックでは車体重量が重

くなることから、積み荷は７～８ｔ程度までしか積めない

ものと思われます。

　　　　行政庁には、一定の裁量が認められているものの、その

判断が事実の基礎を欠き、社会通念上著しく妥当でないこ

とが明白な場合には、裁量権の逸脱や裁量権の濫用とされ

ます。

　　　　本件は、荷積み状態での体積に対して支払わなければな

らないとされていることから、荷箱の容量で支払うこと

は、明らかに裁量権の逸脱・濫用が行われているといえま

す。

　　　請求の対象となる職員

　　　　この工事及び支払いに関係する職員

　　　損害の推定

　　　　荷箱のあるトラックでは、積み荷の量に関わらず荷箱の

大きさで支払われ、荷箱のないトラックでは積み荷の量で

支払われるという不適切な支払いは、税金の違法な支出で

あり、積み荷の量とトラックの荷箱の大きさとの差が過大

に支出された処分費となるので、それが損害と推定されま

す。

　　　　なお、額の確定にあたっては、先に記載した通り、運搬

先によるトラックスケールでの計量伝票に記載の重量を、

重量換算係数によって体積に換算して処分費単価（１当

たりの）を乗じて求め、現在の支払額との差を過大に支払

われた額として確定することが可能です。

　　　請求する措置

　　　　過大となっている処分費を設計変更で減額する等の方法

で適正な支出とすること

　　（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。）

　　【事実証明書１】荷箱のないトラック「広島１３０あ３１３

３」と荷箱のあるトラック「広島１３０う１

０３３」での運搬数量（どちらもほぼ同じ量

であるにも関わらず大きな差が生じている証

拠）

　　【事実証明書２】「荷積み状態」についての広島県土木建築

局技術企画課長の回答

　　【事実証明書３】「荷積み状態」についての広島市都市整備

局技術管理課長の回答

　　【事実証明書４】排出量欄に荷箱容量が計上されている本件
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伐採木の電子マニフェストの一部（Ｈ２８年

６月分の一部）

　　【事実証明書５】本件電子マニフェストに記載されているト

ラック毎の荷箱容量

　　【事実証明書６】事実証明書４に記載されているトラックの

うち、車両番号「広島１３０う１０３３」の

荷箱容量を証明する資料

　　【事実証明書７】建設発生木材の処分費単価が積み荷状態で

の空であることについて記載されている文

書

　　【事実証明書８】社会の一般常識（社会通念）について

　　【事実証明書９】処分施設に搬入した伐採木の量を、処分施

設で計量した重量で記載している「恵下埋立

地（仮称）取付道路建設工事」のマニフェス

ト

　　【事実証明書１０】伐採した幹材の長さが４ｍである事実

　　【事実証明書１１】事実証明が不足している場合、具体的に

必要とする内容を提示して補正を求めるこ

とができるので、その事例。（本事例は、

補正を請求したが補正されなかったので受

理前却下したという大阪市監査委員の事例

（大阪市ホームページ））

　　【事実証明書１２】広島市が、１回のトラックで運搬した伐

採木の数量を、そのトラックの荷箱の容量

で数量認定している事実

第２　請求の受理

　　本件措置請求は、地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め、令和４年３月１１日に、同年２月２２

日付けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

　　　地方自治法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に対

し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から

は以下の書類の提出はあったが、陳述は行われなかった。

　　　・　「広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用

支出に関する措置請求（新たな証拠等）」（添付を省略

する。）

　２　広島市長の意見書の提出及び陳述

　　　広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和４年３月２４日付け広施恵第２０５号により意見

書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

　　　意見書の主な内容は、以下のとおりである。

　　　本市の意見の趣旨

　　　　請求人の主張しているような不当な支出は生じていない

ことから、本件措置請求は却下されるべきである。

　　　本市の意見の理由

　　　ア　マニフェストに記載された「排出量」欄の数量につい

て

　　　　　請求人は、マニフェストの「排出量」欄には、トラッ

クの荷箱容量を記載していると主張している。

　　　　　しかし、受注者は、処分施設へ伐採木を運搬した全車

両（約２２００台）について、満載であることを実際に

確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量を

マニフェストの「排出量」欄に入力している。

　　　　　つまり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに

記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐

採木を満載にして、運搬した数量であり、結果的にマニ

フェストに記載された「排出量」欄の数量とトラックの

荷箱容量が一致しているだけである。

　　　　　さらに、本市が施工状況の照合等を委託している現場

技術員が、伐採木を多量に搬出している時期について

は、ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、

運搬する処分施設ごとに１回以上、立会を行い、満載に

積み込まれていることを確認し、写真でも記録してい

る。

　　　イ　伐採木の処分費の支払いについて

　　　　　請求人は、伐採木の処分費を、伐採木の体積で支払わ

なければならないにも関わらず、荷箱のあるトラックで

はトラックの荷箱の容量で支払っており、違法・不当で

あると主張している。

　　　　　しかし、上記アのとおり、受注者が本市へ報告してい

るマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、ト

ラックの荷箱に伐採木を満載にし、運搬した数量であ

る。

　　　　　また、本市においても、トラックの積込状況写真（全

３４枚）により、伐採木の積載状況を確認することにし

ており、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断

したものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木

の処分量を決定することにしている。

　　　　　実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれ

た状態でないと判断される写真があったため、平成２９

年１１月から平成３１年２月末までに処分施設へ搬出さ

れた伐採木の数量（４１４台のトラック搬出分）につい

ては、マニフェストに記載された「排出量」欄の数量に

０．８を乗じた数量で処分量を決定している。

　　　　　このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での

体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払って

いるとの請求人の主張は事実ではない。

　　　ウ　事実証明書１について

　　　　　請求人は、事実証明書１を根拠に、トラックの荷箱の

長さが６．１ｍであるのに対して、積み込まれている木

材の長さが４ｍであることから、荷箱容量の約３分の１

にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差

が出たものであり、荷箱のあるトラックでは過大な支払

いとなっていると主張している。
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　　　　　しかし、事実証明書１に掲載している荷箱に積まれた

伐採木は、平成２８年６月１日に有価物としての幹を搬

出した際の写真であり、その幹は市場に直接運搬し、売

却していることから、本市が処分費を支払っている事実

はない。

　　　　　本市は、受注者から、伐採木を積み込む場合、トラッ

クの荷箱に大きな空隙が生じないよう、さまざまな長さ

の有価物でない幹や枝葉、根株を積込、運搬したことを

確認している。

　　　　　また、本市においても、実態として満載状態かどう

か、大きな空隙が生じている事実がないかを確認するた

め、処分施設に対して伐採木の搬入状況について照会

し、平成３１年３月１９日付で、処分施設から満載状態

であることを確認し受け入れた旨の回答を文書で受理し

ている。

　　　　　したがって、荷箱容量に大きな空隙が生じて運搬して

いる事実はない。

　　　エ　事実証明書１０について

　　　　　請求人は、事実証明書１０を根拠に、処分施設へ搬入

するトラックに積み込まれている木材の長さが４ｍであ

ると断定しており、事実証明書１０に記載している木材

市場での記録が、あたかも処分施設へ搬入された木材の

ように記載している。

　　　　　しかし、掲載している精算書は、受注者が直接、木材

市場へ運搬し、売却したものであり、処分施設へ搬入さ

れたものではないこと、また、処分施設へ搬入している

木材は、すべて処分施設において、選別、切断もしくは

破砕等を行っていることから、たとえ木材の一部を市場

へ売却していたとしても、処分施設に搬入した木材の長

さが４ｍであることの根拠にはならない。

　　　オ　伐採木の計量方法について

　　　　　請求人は、通常、トラックの積荷は、運搬先でトラッ

クスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行さ

れるため、荷物の体積が分からない場合には、マニフェ

ストにこの重量を記載し確定させるべきであると主張し

ている。

　　　　　しかし、本件工事において、伐採木の処分量を体積で

管理しており、重量で確定させる必要がない。

　３　監査対象事項

　　　請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分

費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにも

かかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷

箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定さ

れ、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に

損害が発生したと主張していると認められる。

　　　このため、本件請負契約に基づく部分払に係る履行確認に

おいて、伐採木処分量を適正に確認せず、これにより伐採木

処分費の支払が違法又は不当になっているかについて監査す

る。

　４　監査の実施内容

　　　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を

確認するとともに、関係職員への聴取り及び関係人調査を行

うなどして監査した。

第４　監査の結果

　１　事実の確認

　　　恵下埋立地（仮称）建設工事（以下「本件工事」とい

う。）における伐採工の概要

　　　ア　恵下埋立地（仮称）建設工事請負契約（以下「本件請

負契約」という。）の概要

　　　　ア　工 事 場 所　　佐伯区湯来町大字和田

　　　　イ　工　　　期　　平成２８年３月１日から平成３２年

３月１０日まで（当初契約時）

　　　　　　　　　　　　　平成２８年３月１日から令和４年８

月３１日まで（変更契約後）

　　　　ウ　請負代金額　　９３億４，８４８万円（当初契約時）

　　　　　　　　　　　　　１１４億３，０５０万１，６８０円

（変更契約後）

　　　　エ　受　注　者　　Ａ企業体

　　　　オ　当初契約日　　平成２８年３月１日

　　　　カ　工 事 内 容　　全体計画容量１６０万立方メートル

のうちの３５万立方メートルの廃棄物

埋立地建設工事（埋立地の用地約２２

万４，０００平方メートルの造成その

他工事）

　　　イ　伐採木に係る設計図書上の記載

　　　　　本件工事の特記仕様書、土木工事施工条件及び工事設

計書には、準備工の一つである伐採工について、次の内

容が記載されている。

　　　　　・特記仕様書（当初契約時から変更なし）

　　　　　・土木工事施工条件（当初契約時）

１３　建設副産物の搬出について

　　工事の施工により発生する建設副産物は、下記

の場所に搬入することとする。なお、指定場所等

との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要があ

る場合又は、他の受入場所がない場合は、本市と

協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入

等にあたり産業廃棄物に該当する建設副産物は、 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守す

ること。

　　　受入場所

建設副産物 搬入場所

発生木材
産業廃棄物処分業の中間処理
の許可を有する再資源化施設

７．建設副産物関係
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　　　　　・土木工事施工条件（変更契約後）

　　　　　・設計書（当初契約時）

　　　　　・設計書（変更契約後）

名称 数量 単位

伐採・除根 ２２４，０００ ㎡

集積 ２２４，０００ ㎡

発生木材運搬費 ２２４，０００ ㎡

伐採木処分費 ２９，１２０ 

根株処分費 ２０，１６０ 

　　　ウ　伐採工に係る施工

　　　　　受注者は、伐採工について施工計画書を作成し、市に

提出していた。伐採工に係る施工は、当該計画書に基づ

いて実施されている。

　　　　　平成２８年４月１３日付けで受注者から市に提出され

た施工計画書には、伐採工について次の内容が記載され

ている。

　　　　　施工時期・数量

　　　　　施工方法

　　　　　　・　伐採前確認

　　　　　　・　草刈・立木枝払い

　　　　　　・　伐採

　　　　　　・　伐採材集積

　　　　　　・　除根

　　　　　　・　場内運搬

　　　　　　・　場外運搬・処分（伐採材積込）

　　　　　　　　バックホウにてダンプトラック（１０ｔ）に積

込む。低木・枝葉類はパッカー車に積込み、過積

載とならないように注意する。

　　　　　　　　ダンプトラック（１０ｔ）及びパッカー車に

て、所定の処分場所まで運搬し、処分する。

　　　　　　　　場外搬出前に、元請職員がマニフェストにより

産廃項目・数量を確認する。

　　　　　　　　運搬中は決められたルートを走行し、交通規則

の厳守により運搬する。

　　　　　検測方法

　　　伐採工の状況

　　　ア　伐採木の集積の状況

項目 施工時期 数量

伐採・除根
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２２４，０００㎡

伐採処分
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２９，１２０

根株処分
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２０，１６０

項目 単位 検査時期 検査方法

伐採工 ㎡
伐採範囲を
明示後

巻尺、測量機器及び
設計図書により面積
を算出する。

伐採木処分  伐採処理後
マニフェストで確認
する。

根株処分  伐採処理後
マニフェストで確認
する。

⑤　伐採木及
び根株

　本工事において発生する伐採木及び
根株については、下記の受入場所に搬
出することとし、所在地への搬出を見
込んでいる。
　ただし、下記の受入場所以外の「産
業廃棄物処分業の中間処分の許可を有
し、木質チップ等として再資源化可能
な再資源化施設」に搬出することを妨
げるものではない。
　施設名　　Ｂ社樹木リサイクルセン

ター
　所在地　　佐伯区五日市町大字石内
　運搬距離　１９．４㎞

９．その他

②　伐採除根
量について

　本工事の施工に当っては、伐採除根
量（体積）について近隣工事の実績に
より、下記のとおり見込んでいる。
　なお、下記の条件により難い場合
は、発注者と受注者の協議のうえ契約
変更の対象とする。
　伐開除根１０，０００㎡あたり

項目 数量

伐採木、木くず等 １，３００

根株 ９００

７．建設副産物関係

⑤　伐採木及
び根株

　本工事において発生する伐採木及び
根株については、下記の受入場所に搬
出することとし、所在地への搬出を見
込んでいる。
　ただし、下記の受入場所以外の「産
業廃棄物処分業の中間処分の許可を有
し、木質チップ等として再資源化可能
な再資源化施設」に搬出することを妨
げるものではない。
　施設名　　Ｃ社樹木リサイクルセン

ター
　所在地　　佐伯区五日市町大字石内
　運搬距離　１９．４㎞

１０．その他

②　伐採除根
量について

　本工事の施工に当っては、伐採除根
量（体積）については、下記のとおり
見込んでいる。
　なお、下記の条件により難い場合
は、発注者と受注者の協議のうえ契約
変更の対象とする。
　伐開除根１０，０００㎡あたり

項目 数量

伐採木、木くず等 １，９００

根株 １，２００

名称 数量 単位

伐採・除根 ２３１，０００ ㎡

伐採（発生木材） ５，６００ ㎡

集積 ２３６，８００ ㎡

発生木材運搬費 ２３６，８００ ㎡

伐採木処分費 ４６，２２０ 

根株処分費 ２８，０９０ 
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　　　　　木を伐採した際は、枝葉を払い、トラックに積み込め

るよう切断した上、幹、枝葉及び根株に分けて集積して

いた。

　　　イ　伐採木の運搬の状況

　　　　　受注者は、伐採した木から有価物となる幹を除き、産

業廃棄物として処分する幹、枝葉及び根株をトラックの

荷箱に満載に積み込み運搬していた。

　　　　　積込みについて受注者は、あらかじめトラックの荷箱

の内寸法を計測して荷箱の容積を求め、荷箱に伐採木を

満載にした状態をその都度確認し、荷箱に満載状態の伐

採木の体積、すなわち荷箱の容積をマニフェスト（産業

廃棄物管理票）に記録していた。また、荷箱に満載にし

た状態で積み荷の重量を計測した記録を確認し、最大積

載量を超えた積載という過積載になっていないことを確

認していた。

　　　　　以上のことについて、発注者である市は、受注者から

の記録や現場状況を委託業者を通して確認していた。

　　　ウ　伐採木の処分の状況

　　　　　受注者は、木材市場へ持ち込む有価物となる伐採木を

除いた幹、枝葉及び根株を産業廃棄物として処分するた

め、本件請負契約の施工条件に合った産業廃棄物の中間

処理の許可を有する処分施設に搬入し処分していた。

　　　本件請負契約におけるこれまでの部分払の支払状況

　　　ア　これまでの部分払の状況

　　　　　部分払は、広島市建設工事請負契約約款第３７条及び

第４１条を根拠としており、これまでに次のとおり６回

の部分払が行われ、うち４回の部分払において、準備工

の一つである伐採工（伐採、集積、運搬及び処分）の出

来高を含めた支払が行われている。

　　　　　部分払の支払状況の一覧表

　　　イ　部分払における伐採木の処分量の確認状況

　　　　ア　市は、各部分払の出来高となる伐採木の処分量の把

握については、受注者から提出されるマニフェストに

年度 種別 支払金額 支払日 備考

平成２
８年度

部分払 119,205,000円
平成２９
年３月２
７日

伐採木の
支払あり

平成２
９年度

部分払 309,140,000円
平成３０
年３月２
６日

－

平成３
０年度

部分払 517,269,000円
平成３１
年４月１
１日

伐採木の
支払あり

平成３
１年度

部分払 661,116,000円
令和２年
３月３０
日

伐採木の
支払あり

令和２
年度

部分払 2,153,000,000円
令和３年
３月３０
日

伐採木の
支払あり

令和３
年度

部分払 136,000,000円
令和３年
８月１０
日

－

より確認していた。

　　　　　　これは、本件請負契約の施工条件に伐採木の処分量

の確認の方法が示されていないものの、受注者の提出

した施工計画書において、マニフェストにより確認す

るとされていたことによるものである。

　　　　イ　当該マニフェストには、のイのとおり、伐採木の

処分量が荷箱に満載に積まれた状態の容積で記録され

ていた。

　　　　　　なお、市は、荷箱に伐採木が積まれた状態を受注者

が撮影した写真で確認し、荷箱に満載に積まれた状態

でないと認められた一部の搬出ケースについては、工

事打合せ簿による協議により、処分量をマニフェスト

に記載の数量から一部減じた数量としていた。

　　　ウ　部分払に係る検査

　　　　　本件請負契約における部分払に係る検査は、広島市建

設工事請負契約約款第３７条第４項を根拠としており、

広島市請負工事検査要領の規定により都市整備局技術管

理課が実施することになっている。各部分払において

も、同課が検査を実施し、伐採木の処分量を含む出来高

の確認が行われていた。

　２　判断

　　　地方自治法第２３４条の２第１項の規定によれば、地方公

共団体が締結した工事請負契約において、その受ける給付の

完了の確認をするために必要な検査を、契約書、仕様書及び

設計書その他の関係書類に基づいて行うものとされている。

　　　本件請負契約における部分払の際の履行確認として、その

基礎となる出来高の一つである伐採木の処分量の確認につい

て監査したところ、市は、契約書、仕様書及び設計書その他

の関係書類に基づいて、受注者から提出されたマニフェスト

や伐採木を積載したトラックの写真により、その量を確認し

た上で、所定の検査員による検査を行うことにより伐採工の

履行確認を行っていた。

　　　以上のとおり、出来高の一つである伐採木の処分量が適正

に確認され、部分払に係る履行確認が適正になされているこ

とから、伐採木処分費の違法又は不当な支払はないと認めら

れる。

　３　結論

　　　請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。



広島市監査公表第１０号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ９ 日　

　令和４年３月７日付け第１４７５号で受け付けた広島市職員に

関する措置請求について、その監査結果を地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４２条第５項の規定により、別紙のとおり

公表する。
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広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

別紙

広 監 第 １ ０ 号　

令和４年４月１９日　

　請求人

　（略）

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　令和４年３月７日付け第１４７５号で受け付けた広島市職員に

関する措置請求（以下「本件措置請求」という。）について、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定に

より監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり

通知する。

第１　請求の要旨

　　請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

　　　広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支

出に関する措置請求

　　　監査請求の概要

　　　　本監査請求は、産廃として処分されている伐採木の処分

費は、運搬トラックの荷箱のあるなしに関係なく、処分施

設に運搬した伐採木の体積に対して支払われなければなら

ないにも関わらず、恵下埋立地（仮称）建設工事におい

て、荷箱のあるトラックでは荷箱の大きさで支払われてい

ることが違法・不当であるとして、監査請求するもので

す。

　　　　本監査請求は、伐採木の処分費は、荷物の大きさを測っ

た体積を基にして支払われるべきで、そうしていないこと

が違法・不当であると主張しています。

　　　　「恵下埋立地（仮称）建設工事」では、伐採木を処分施

設（再資源化施設）に運搬して再資源化処理することとし

ており、そのための処分費を、広島市が受注者であるＡ企

業体に支払っています。

　　　　２台のトラックでの運搬に対して、荷箱のないトラック

では５２，８００円、荷箱のあるトラックでは７０，８４０

円の処分費が元請業者に支払われました。（実際には、こ

れは「直接工事費」であり、諸経費が上乗せされますか

ら、さらに大きな金額が支払われています。）

　　　　どちらもほぼ同じ量の伐採木の幹を運んでいますが、処

分費が大きく違っています。

　　　　伐採木の数量として、荷箱のないトラックの場合は、荷

物の大きさを測ってその「荷積み状態」の体積を計上して

います。それに対して、荷箱のあるトラックでは、荷箱の

容積より少ない積み荷を運んでいても、荷箱の大きさで計

上されています。このことから差が生じたものです。これ

は、トラックの荷箱の長さが６．１ｍであるのに対して、

積込まれている木材の長さが４ｍであることから、荷箱容

量の約３分の１にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払

額に大きな差がでたものです。

　　　　しかし、伐採木の処分費は、荷箱があるなしに関係な

く、荷物の大きさを測った体積を基とすることが定められ

ています。つまり、荷箱のないトラックの通り、荷積み状

態での荷物の体積を計測して、その体積に対して処分費を

支払わなければなりません。

　　　　支払われたのは、積み荷の伐採木をチップ等に再資源化

するための処分費ですから、どちらのトラックでも、積み

荷に対して支払われなければならないもので、同じような

支払い額になるべきものですが、荷箱のあるトラックでは

過大な支払いとなっています。

　　　　これは、工事監督員がその任務である数量の確認を怠

り、荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とす

るという逸脱した行為が原因で生じたものです。

　　　　公共工事の監督業務は、地方自治法第２３４条の２（契

約の履行の確保）により、その実施が位置付けられていま

す。地方自治法第２３４条の２第１項は「普通地方公共団

体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件

の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普

通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契

約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了

の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場

合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の

既納部分の確認を含む。）をするため必要な監督又は検査

をしなければならない。」と規定しています。工事監督員

には、完了の確認のため、積み荷の体積の測定結果の確認

が必要です。

　　　　伐採木の処分費は、積算基準によって「荷積み状態の体

積」に対して単価設定されており、その体積に対して支払

われなければなりません。

　　　　本件では、荷物を積み込んだ状態での体積を計測し、そ

の体積に対して処分費の支払いをすべきところを、体積を

計測することなく荷箱の容量で支払ったことから、違法な

水増し支払いとなっています。

　　　　税金を財源とする公共工事では、水増し支払いは許され

ません。実際に処分する廃棄物の量に対して、その処分に

必要な費用を支払うこととなっており、数量の確認を行う

ことなく漫然と支払いを続けた結果、莫大な額の水増し支

払いが行われたと考えられます。
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　　　　２台の比較では、１８，０４０円の差（「直接工事費」

ベースで）が出ています。実際には１台だけではなく、相

当な台数になりますので、全体では数千万円から億円単位

に及ぶ差が生じるものと思われます。

　　　　産業廃棄物のマニフェストには、「排出量」欄に、ト 

ラックの荷箱の容積が記載されており、その数量で処分費

の請求が行われていたため生じたものです。

　　　　荷箱のあるトラックでは伐採木の量が荷箱の容積で計上

されていたために荷箱内の空気に対しても処分費を支払う

ことになって、結果として過大な支払いになりました。こ

れは、明らかに、違法な支払いです。

　　　　なお、通常、トラックの積み荷は、運搬先でトラックス

ケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるの

ですから、荷物の体積が分からない場合には、マニフェス

トに、この重量を記載（収集運搬業者か処分業者によっ

て）することによって確定させるべきものであると思われ

ます。

　　　　事実、本件工事の前に行われた「恵下埋立地（仮称）取

付道路建設工事」では、マニフェストに、計量伝票の値を

記載して重量で確定し、その重量に対して請求がなされ、

支払いが行われています。

　　　　積算基準では、重量が判明していれば、「重量換算係

数」によって、重量を体積に換算することで支払いができ

るようになっています。重量換算係数は０．５ｔ／です

から、計量された重量を０．５で除して体積にし、その体

積に処分費単価を乗じることで、適正な支払いを行うこと

ができます。

　　　　本件工事では、荷箱容量が４０ものトラックでも運搬

されています。この荷箱に満杯に積めば、重量換算係数を

用いて換算すると２０ｔにもなり、日常的に法律に違反し

て大幅な重量超過での運搬が行われていたことになります

が、搬入先で計量されることからもこのような違法行為は

できません。荷箱容量４０のトラックでは車体重量が重

くなることから、積み荷は７～８ｔ程度までしか積めない

ものと思われます。

　　　　行政庁には、一定の裁量が認められているものの、その

判断が事実の基礎を欠き、社会通念上著しく妥当でないこ

とが明白な場合には、裁量権の逸脱や裁量権の濫用とされ

ます。

　　　　本件は、荷積み状態での体積に対して支払わなければな

らないとされていることから、荷箱の容量で支払うこと

は、明らかに裁量権の逸脱・濫用が行われているといえま

す。

　　　請求の対象となる職員

　　　　この工事及び支払いに関係する職員

　　　損害の推定

　　　　荷箱のあるトラックでは、積み荷の量に関わらず荷箱の

大きさで支払われ、荷箱のないトラックでは積み荷の量で

支払われるという不適切な支払いは、税金の違法な支出で

あり、積み荷の量とトラックの荷箱の大きさとの差が過大

に支出された処分費となるので、それが損害と推定されま

す。

　　　　なお、額の確定にあたっては、先に記載した通り、運搬

先によるトラックスケールでの計量伝票に記載の重量を、

重量換算係数によって体積に換算して処分費単価（１当

たりの）を乗じて求め、現在の支払額との差を過大に支払

われた額として確定することが可能です。

　　　請求する措置

　　　　過大となっている処分費を設計変更で減額する等の方法

で適正な支出とすること

　　（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。）

　　【事実証明書１】荷箱のないトラック「広島１３０あ３１３

３」と荷箱のあるトラック「広島１３０う１

０３３」での運搬数量（どちらもほぼ同じ量

であるにも関わらず大きな差が生じている証

拠）

　　【事実証明書２】「荷積み状態」についての広島県土木建築

局技術企画課長の回答

　　【事実証明書３】「荷積み状態」についての広島市都市整備

局技術管理課長の回答

　　【事実証明書４】排出量欄に荷箱容量が計上されている本件

伐採木の電子マニフェストの一部（Ｈ２８年

６月分の一部）

　　【事実証明書５】本件電子マニフェストに記載されているト

ラック毎の荷箱容量

　　【事実証明書６】事実証明書４に記載されているトラックの

うち、車両番号「広島１３０う１０３３」の

荷箱容量を証明する資料

　　【事実証明書７】建設発生木材の処分費単価が積み荷状態で

の空であることについて記載されている文

書

　　【事実証明書８】社会の一般常識（社会通念）について

　　【事実証明書９】処分施設に搬入した伐採木の量を、処分施

設で計量した重量で記載している「恵下埋立

地（仮称）取付道路建設工事」のマニフェス

ト

　　【事実証明書１０】伐採した幹材の長さが４ｍである事実

　　【事実証明書１１】事実証明が不足している場合、具体的に

必要とする内容を提示して補正を求めるこ

とができるので、その事例。（本事例は、

補正を請求したが補正されなかったので受

理前却下したという大阪市監査委員の事例

（大阪市ホームページ））

　　【事実証明書１２】広島市が、１回のトラックで運搬した伐

採木の数量を、そのトラックの荷箱の容量

で数量認定している事実
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第２　請求の受理

　　本件措置請求は、地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め、令和４年３月１１日に、同月７日付け

でこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

　　　地方自治法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に対

し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から

は証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。

　２　広島市長の意見書の提出及び陳述

　　　広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和４年３月２４日付け広施恵第２０６号により意見

書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

　　　意見書の主な内容は、以下のとおりである。

　　　本市の意見の趣旨

　　　　請求人の主張しているような不当な支出は生じていない

ことから、本件措置請求は却下されるべきである。

　　　本市の意見の理由

　　　ア　マニフェストに記載された「排出量」欄の数量につい

て

　　　　　請求人は、マニフェストの「排出量」欄には、トラッ

クの荷箱容量を記載していると主張している。

　　　　　しかし、受注者は、処分施設へ伐採木を運搬した全車

両（約２２００台）について、満載であることを実際に

確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量を

マニフェストの「排出量」欄に入力している。

　　　　　つまり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに

記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐

採木を満載にして、運搬した数量であり、結果的にマニ

フェストに記載された「排出量」欄の数量とトラックの

荷箱容量が一致しているだけである。

　　　　　さらに、本市が施工状況の照合等を委託している現場

技術員が、伐採木を多量に搬出している時期について

は、ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、

運搬する処分施設ごとに１回以上、立会を行い、満載に

積み込まれていることを確認し、写真でも記録してい

る。

　　　イ　伐採木の処分費の支払いについて

　　　　　請求人は、伐採木の処分費を、伐採木の体積で支払わ

なければならないにも関わらず、荷箱のあるトラックで

はトラックの荷箱の容量で支払っており、違法・不当で

あると主張している。

　　　　　しかし、上記アのとおり、受注者が本市へ報告してい

るマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、ト

ラックの荷箱に伐採木を満載にし、運搬した数量であ

る。

　　　　　また、本市においても、トラックの積込状況写真（全

３４枚）により、伐採木の積載状況を確認することにし

ており、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断

したものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木

の処分量を決定することにしている。

　　　　　実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれ

た状態でないと判断される写真があったため、平成２９

年１１月から平成３１年２月末までに処分施設へ搬出さ

れた伐採木の数量（４１４台のトラック搬出分）につい

ては、マニフェストに記載された「排出量」欄の数量に

０．８を乗じた数量で処分量を決定している。

　　　　　このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での

体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払って

いるとの請求人の主張は事実ではない。

　　　ウ　事実証明書１について

　　　　　請求人は、事実証明書１を根拠に、トラックの荷箱の

長さが６．１ｍであるのに対して、積み込まれている木

材の長さが４ｍであることから、荷箱容量の約３分の１

にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差

が出たものであり、荷箱のあるトラックでは過大な支払

いとなっていると主張している。

　　　　　しかし、事実証明書１に掲載している荷箱に積まれた

伐採木は、平成２８年６月１日に有価物としての幹を搬

出した際の写真であり、その幹は市場に直接運搬し、売

却していることから、本市が処分費を支払っている事実

はない。

　　　　　本市は、受注者から、伐採木を積み込む場合、トラッ

クの荷箱に大きな空隙が生じないよう、さまざまな長さ

の有価物でない幹や枝葉、根株を積込、運搬したことを

確認している。

　　　　　また、本市においても、実態として満載状態かどう

か、大きな空隙が生じている事実がないかを確認するた

め、処分施設に対して伐採木の搬入状況について照会

し、平成３１年３月１９日付で、処分施設から満載状態

であることを確認し受け入れた旨の回答を文書で受理し

ている。

　　　　　したがって、荷箱容量に大きな空隙が生じて運搬して

いる事実はない。

　　　エ　事実証明書１０について

　　　　　請求人は、事実証明書１０を根拠に、処分施設へ搬入

するトラックに積み込まれている木材の長さが４ｍであ

ると断定しており、事実証明書１０に記載している木材

市場での記録が、あたかも処分施設へ搬入された木材の

ように記載している。

　　　　　しかし、掲載している精算書は、受注者が直接、木材

市場へ運搬し、売却したものであり、処分施設へ搬入さ

れたものではないこと、また、処分施設へ搬入している

木材は、すべて処分施設において、選別、切断もしくは

破砕等を行っていることから、たとえ木材の一部を市場

へ売却していたとしても、処分施設に搬入した木材の長

さが４ｍであることの根拠にはならない。
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　　　オ　伐採木の計量方法について

　　　　　請求人は、通常、トラックの積荷は、運搬先でトラッ

クスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行さ

れるため、荷物の体積が分からない場合には、マニフェ

ストにこの重量を記載し確定させるべきであると主張し

ている。

　　　　　しかし、本件工事において、伐採木の処分量を体積で

管理しており、重量で確定させる必要がない。

　３　監査対象事項

　　　請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分

費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにも

かかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷

箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定さ

れ、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に

損害が発生したと主張していると認められる。

　　　このため、本件請負契約に基づく部分払に係る履行確認に

おいて、伐採木処分量を適正に確認せず、これにより伐採木

処分費の支払が違法又は不当になっているかについて監査す

る。

　４　監査の実施内容

　　　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を

確認するとともに、関係職員への聴取り及び関係人調査を行

うなどして監査した。

第４　監査の結果

　１　事実の確認

　　　恵下埋立地（仮称）建設工事（以下「本件工事」とい

う。）における伐採工の概要

　　　ア　恵下埋立地（仮称）建設工事請負契約（以下「本件請

負契約」という。）の概要

　　　　ア　工 事 場 所　　佐伯区湯来町大字和田

　　　　イ　工　　　期　　平成２８年３月１日から平成３２年

３月１０日まで（当初契約時）

　　　　　　　　　　　　　平成２８年３月１日から令和４年８

月３１日まで（変更契約後）

　　　　ウ　請負代金額　　９３億４，８４８万円（当初契約時）

　　　　　　　　　　　　　１１４億３，０５０万１，６８０円

（変更契約後）

　　　　エ　受　注　者　　Ａ企業体

　　　　オ　当初契約日　　平成２８年３月１日

　　　　カ　工 事 内 容　　全体計画容量１６０万立方メートル

のうちの３５万立方メートルの廃棄物

埋立地建設工事（埋立地の用地約２２

万４，０００平方メートルの造成その

他工事）

　　　イ　伐採木に係る設計図書上の記載

　　　　　本件工事の特記仕様書、土木工事施工条件及び工事設

計書には、準備工の一つである伐採工について、次の内

容が記載されている。

　　　　　・特記仕様書（当初契約時から変更なし）

　　　　　・土木工事施工条件（当初契約時）

　　　　　・土木工事施工条件（変更契約後）

１３　建設副産物の搬出について

　　工事の施工により発生する建設副産物は、下記

の場所に搬入することとする。なお、指定場所等

との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要があ

る場合又は、他の受入場所がない場合は、本市と

協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入

等にあたり産業廃棄物に該当する建設副産物は、 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守す

ること。

　　　受入場所

建設副産物 搬入場所

発生木材
産業廃棄物処分業の中間処理
の許可を有する再資源化施設

７．建設副産物関係

⑤　伐採木及
び根株

　本工事において発生する伐採木及び
根株については、下記の受入場所に搬
出することとし、所在地への搬出を見
込んでいる。
　ただし、下記の受入場所以外の「産
業廃棄物処分業の中間処分の許可を有
し、木質チップ等として再資源化可能
な再資源化施設」に搬出することを妨
げるものではない。
　施設名　　Ｂ社樹木リサイクルセン

ター
　所在地　　佐伯区五日市町大字石内
　運搬距離　１９．４㎞

９．その他

②　伐採除根
量について

　本工事の施工に当っては、伐採除根
量（体積）について近隣工事の実績に
より、下記のとおり見込んでいる。
　なお、下記の条件により難い場合
は、発注者と受注者の協議のうえ契約
変更の対象とする。
　伐開除根１０，０００㎡あたり

項目 数量

伐採木、木くず等 １，３００

根株 ９００

７．建設副産物関係

⑤　伐採木及
び根株

　本工事において発生する伐採木及び
根株については、下記の受入場所に搬
出することとし、所在地への搬出を見
込んでいる。
　ただし、下記の受入場所以外の「産
業廃棄物処分業の中間処分の許可を有
し、木質チップ等として再資源化可能
な再資源化施設」に搬出することを妨
げるものではない。
　施設名　　Ｃ社樹木リサイクルセン

ター
　所在地　　佐伯区五日市町大字石内
　運搬距離　１９．４㎞
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１０．その他

②　伐採除根
量について

　本工事の施工に当っては、伐採除根
量（体積）については、下記のとおり
見込んでいる。
　なお、下記の条件により難い場合
は、発注者と受注者の協議のうえ契約
変更の対象とする。
　伐開除根１０，０００㎡あたり

項目 数量

伐採木、木くず等 １，９００

根株 １，２００

　　　　　・設計書（当初契約時）

　　　　　・設計書（変更契約後）

　　　ウ　伐採工に係る施工

　　　　　受注者は、伐採工について施工計画書を作成し、市に

提出していた。伐採工に係る施工は、当該計画書に基づ

いて実施されている。

　　　　　平成２８年４月１３日付けで受注者から市に提出され

た施工計画書には、伐採工について次の内容が記載され

ている。

　　　　　施工時期・数量

　　　　　施工方法

　　　　　　・　伐採前確認

　　　　　　・　草刈・立木枝払い

　　　　　　・　伐採

　　　　　　・　伐採材集積

　　　　　　・　除根

　　　　　　・　場内運搬

　　　　　　・　場外運搬・処分（伐採材積込）

　　　　　　　　バックホウにてダンプトラック（１０ｔ）に積

名称 数量 単位

伐採・除根 ２２４，０００ ㎡

集積 ２２４，０００ ㎡

発生木材運搬費 ２２４，０００ ㎡

伐採木処分費 ２９，１２０ 

根株処分費 ２０，１６０ 

名称 数量 単位

伐採・除根 ２３１，０００ ㎡

伐採（発生木材） ５，６００ ㎡

集積 ２３６，８００ ㎡

発生木材運搬費 ２３６，８００ ㎡

伐採木処分費 ４６，２２０ 

根株処分費 ２８，０９０ 

項目 施工時期 数量

伐採・除根
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２２４，０００㎡

伐採処分
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２９，１２０

根株処分
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２０，１６０

込む。低木・枝葉類はパッカー車に積込み、過積

載とならないように注意する。

　　　　　　　　ダンプトラック（１０ｔ）及びパッカー車に

て、所定の処分場所まで運搬し、処分する。

　　　　　　　　場外搬出前に、元請職員がマニフェストにより

産廃項目・数量を確認する。

　　　　　　　　運搬中は決められたルートを走行し、交通規則

の厳守により運搬する。

　　　　　検測方法

　　　伐採工の状況

　　　ア　伐採木の集積の状況

　　　　　木を伐採した際は、枝葉を払い、トラックに積み込め

るよう切断した上、幹、枝葉及び根株に分けて集積して

いた。

　　　イ　伐採木の運搬の状況

　　　　　受注者は、伐採した木から有価物となる幹を除き、産

業廃棄物として処分する幹、枝葉及び根株をトラックの

荷箱に満載に積み込み運搬していた。

　　　　　積込みについて受注者は、あらかじめトラックの荷箱

の内寸法を計測して荷箱の容積を求め、荷箱に伐採木を

満載にした状態をその都度確認し、荷箱に満載状態の伐

採木の体積、すなわち荷箱の容積をマニフェスト（産業

廃棄物管理票）に記録していた。また、荷箱に満載にし

た状態で積み荷の重量を計測した記録を確認し、最大積

載量を超えた積載という過積載になっていないことを確

認していた。

　　　　　以上のことについて、発注者である市は、受注者から

の記録や現場状況を委託業者を通して確認していた。

　　　ウ　伐採木の処分の状況

　　　　　受注者は、木材市場へ持ち込む有価物となる伐採木を

除いた幹、枝葉及び根株を産業廃棄物として処分するた

め、本件請負契約の施工条件に合った産業廃棄物の中間

処理の許可を有する処分施設に搬入し処分していた。

　　　本件請負契約におけるこれまでの部分払の支払状況

　　　ア　これまでの部分払の状況

　　　　　部分払は、広島市建設工事請負契約約款第３７条及び

第４１条を根拠としており、これまでに次のとおり６回

の部分払が行われ、うち４回の部分払において、準備工

の一つである伐採工（伐採、集積、運搬及び処分）の出

来高を含めた支払が行われている。

　　　　　部分払の支払状況の一覧表

項目 単位 検査時期 検査方法

伐採工 ㎡
伐採範囲を
明示後

巻尺、測量機器及び
設計図書により面積
を算出する。

伐採木処分  伐採処理後
マニフェストで確認
する。

根株処分  伐採処理後
マニフェストで確認
する。
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年度 種別 支払金額 支払日 備考

平成２
８年度

部分払 119,205,000円
平成２９
年３月２
７日

伐採木の
支払あり

平成２
９年度

部分払 309,140,000円
平成３０
年３月２
６日

－

平成３
０年度

部分払 517,269,000円
平成３１
年４月１
１日

伐採木の
支払あり

平成３
１年度

部分払 661,116,000円
令和２年
３月３０
日

伐採木の
支払あり

令和２
年度

部分払 2,153,000,000円
令和３年
３月３０
日

伐採木の
支払あり

令和３
年度

部分払 136,000,000円
令和３年
８月１０
日

－

　　　イ　部分払における伐採木の処分量の確認状況

　　　　ア　市は、各部分払の出来高となる伐採木の処分量の把

握については、受注者から提出されるマニフェストに

より確認していた。

　　　　　　これは、本件請負契約の施工条件に伐採木の処分量

の確認の方法が示されていないものの、受注者の提出

した施工計画書において、マニフェストにより確認す

るとされていたことによるものである。

　　　　イ　当該マニフェストには、のイのとおり、伐採木の

処分量が荷箱に満載に積まれた状態の容積で記録され

ていた。

　　　　　　なお、市は、荷箱に伐採木が積まれた状態を受注者

が撮影した写真で確認し、荷箱に満載に積まれた状態

でないと認められた一部の搬出ケースについては、工

事打合せ簿による協議により、処分量をマニフェスト

に記載の数量から一部減じた数量としていた。

　　　ウ　部分払に係る検査

　　　　　本件請負契約における部分払に係る検査は、広島市建

設工事請負契約約款第３７条第４項を根拠としており、

広島市請負工事検査要領の規定により都市整備局技術管

理課が実施することになっている。各部分払において

も、同課が検査を実施し、伐採木の処分量を含む出来高

の確認が行われていた。

　２　判断

　　　地方自治法第２３４条の２第１項の規定によれば、地方公

共団体が締結した工事請負契約において、その受ける給付の

完了の確認をするために必要な検査を、契約書、仕様書及び

設計書その他の関係書類に基づいて行うものとされている。

　　　本件請負契約における部分払の際の履行確認として、その

基礎となる出来高の一つである伐採木の処分量の確認につい

て監査したところ、市は、契約書、仕様書及び設計書その他

の関係書類に基づいて、受注者から提出されたマニフェスト

や伐採木を積載したトラックの写真により、その量を確認し

た上で、所定の検査員による検査を行うことにより伐採工の

履行確認を行っていた。

　　　以上のとおり、出来高の一つである伐採木の処分量が適正

に確認され、部分払に係る履行確認が適正になされているこ

とから、伐採木処分費の違法又は不当な支払はないと認めら

れる。

　３　結論

　　　請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。



広島市監査公表第１１号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ９ 日　

　令和４年３月１１日付け第１５２７号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定により、別紙のとお

り公表する。

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

別紙

広 監 第 １ ２ 号　

令和４年４月１９日　

　請求人

　（略）

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　令和４年３月１１日付け第１５２７号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求（以下「本件措置請求」という。）について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定

により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとお

り通知する。

第１　請求の要旨

　　請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

　　　広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支

出に関する措置請求

　　　監査請求の概要

　　　　本監査請求は、産廃として処分されている伐採木の処分
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費は、運搬トラックの荷箱のあるなしに関係なく、処分施

設に運搬した伐採木の体積に対して支払われなければなら

ないにも関わらず、恵下埋立地（仮称）建設工事におい

て、荷箱のあるトラックでは荷箱の大きさで支払われてい

ることが違法・不当であるとして、監査請求するもので

す。

　　　　本監査請求は、伐採木の処分費は、荷物の大きさを測っ

た体積を基にして支払われるべきで、そうしていないこと

が違法・不当であると主張しています。

　　　　「恵下埋立地（仮称）建設工事」では、伐採木を処分施

設（再資源化施設）に運搬して再資源化処理することとし

ており、そのための処分費を、広島市が受注者であるＡ企

業体に支払っています。

　　　　２台のトラックでの運搬に対して、荷箱のないトラック

では５２，８００円、荷箱のあるトラックでは７０，８４０

円の処分費が元請業者に支払われました。（実際には、こ

れは「直接工事費」であり、諸経費が上乗せされますか

ら、さらに大きな金額が支払われています。）

　　　　どちらもほぼ同じ量の伐採木の幹を運んでいますが、処

分費が大きく違っています。

　　　　伐採木の数量として、荷箱のないトラックの場合は、荷

物の大きさを測ってその「荷積み状態」の体積を計上して

います。それに対して、荷箱のあるトラックでは、荷箱の

容積より少ない積み荷を運んでいても、荷箱の大きさで計

上されています。このことから差が生じたものです。これ

は、トラックの荷箱の長さが６．１ｍであるのに対して、

積込まれている木材の長さが４ｍであることから、荷箱容

量の約３分の１にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払

額に大きな差がでたものです。

　　　　しかし、伐採木の処分費は、荷箱があるなしに関係な

く、荷物の大きさを測った体積を基とすることが定められ

ています。つまり、荷箱のないトラックの通り、荷積み状

態での荷物の体積を計測して、その体積に対して処分費を

支払わなければなりません。

　　　　支払われたのは、積み荷の伐採木をチップ等に再資源化

するための処分費ですから、どちらのトラックでも、積み

荷に対して支払われなければならないもので、同じような

支払い額になるべきものですが、荷箱のあるトラックでは

過大な支払いとなっています。

　　　　これは、工事監督員がその任務である数量の確認を怠

り、荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とす

るという逸脱した行為が原因で生じたものです。

　　　　公共工事の監督業務は、地方自治法第２３４条の２（契

約の履行の確保）により、その実施が位置付けられていま

す。地方自治法第２３４条の２第１項は「普通地方公共団

体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件

の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普

通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契

約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了

の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場

合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の

既納部分の確認を含む。）をするため必要な監督又は検査

をしなければならない。」と規定しています。工事監督員

には、完了の確認のため、積み荷の体積の測定結果の確認

が必要です。

　　　　伐採木の処分費は、積算基準によって「荷積み状態の体

積」に対して単価設定されており、その体積に対して支払

われなければなりません。

　　　　本件では、荷物を積み込んだ状態での体積を計測し、そ

の体積に対して処分費の支払いをすべきところを、体積を

計測することなく荷箱の容量で支払ったことから、違法な

水増し支払いとなっています。

　　　　税金を財源とする公共工事では、水増し支払いは許され

ません。実際に処分する廃棄物の量に対して、その処分に

必要な費用を支払うこととなっており、数量の確認を行う

ことなく漫然と支払いを続けた結果、莫大な額の水増し支

払いが行われたと考えられます。

　　　　２台の比較では、１８，０４０円の差（「直接工事費」

ベースで）が出ています。実際には１台だけではなく、相

当な台数になりますので、全体では数千万円から億円単位

に及ぶ差が生じるものと思われます。

　　　　産業廃棄物のマニフェストには、「排出量」欄に、ト 

ラックの荷箱の容積が記載されており、その数量で処分費

の請求が行われていたため生じたものです。

　　　　荷箱のあるトラックでは伐採木の量が荷箱の容積で計上

されていたために荷箱内の空気に対しても処分費を支払う

ことになって、結果として過大な支払いになりました。こ

れは、明らかに、違法な支払いです。

　　　　なお、通常、トラックの積み荷は、運搬先でトラックス

ケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるの

ですから、荷物の体積が分からない場合には、マニフェス

トに、この重量を記載（収集運搬業者か処分業者によっ

て）することによって確定させるべきものであると思われ

ます。

　　　　事実、本件工事の前に行われた「恵下埋立地（仮称）取

付道路建設工事」では、マニフェストに、計量伝票の値を

記載して重量で確定し、その重量に対して請求がなされ、

支払いが行われています。

　　　　積算基準では、重量が判明していれば、「重量換算係

数」によって、重量を体積に換算することで支払いができ

るようになっています。重量換算係数は０．５ｔ／です

から、計量された重量を０．５で除して体積にし、その体

積に処分費単価を乗じることで、適正な支払いを行うこと

ができます。

　　　　本件工事では、荷箱容量が４０ものトラックでも運搬

されています。この荷箱に満杯に積めば、重量換算係数を

用いて換算すると２０ｔにもなり、日常的に法律に違反し

て大幅な重量超過での運搬が行われていたことになります
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が、搬入先で計量されることからもこのような違法行為は

できません。荷箱容量４０のトラックでは車体重量が重

くなることから、積み荷は７～８ｔ程度までしか積めない

ものと思われます。

　　　　行政庁には、一定の裁量が認められているものの、その

判断が事実の基礎を欠き、社会通念上著しく妥当でないこ

とが明白な場合には、裁量権の逸脱や裁量権の濫用とされ

ます。

　　　　本件は、荷積み状態での体積に対して支払わなければな

らないとされていることから、荷箱の容量で支払うこと

は、明らかに裁量権の逸脱・濫用が行われているといえま

す。

　　　請求の対象となる職員

　　　　この工事及び支払いに関係する職員

　　　損害の推定

　　　　荷箱のあるトラックでは、積み荷の量に関わらず荷箱の

大きさで支払われ、荷箱のないトラックでは積み荷の量で

支払われるという不適切な支払いは、税金の違法な支出で

あり、積み荷の量とトラックの荷箱の大きさとの差が過大

に支出された処分費となるので、それが損害と推定されま

す。

　　　　なお、額の確定にあたっては、先に記載した通り、運搬

先によるトラックスケールでの計量伝票に記載の重量を、

重量換算係数によって体積に換算して処分費単価（１当

たりの）を乗じて求め、現在の支払額との差を過大に支払

われた額として確定することが可能です。

　　　請求する措置

　　　　過大となっている処分費を設計変更で減額する等の方法

で適正な支出とすること

　　（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。）

　　【事実証明書１】荷箱のないトラック「広島１３０あ３１３

３」と荷箱のあるトラック「広島１３０う１

０３３」での運搬数量（どちらもほぼ同じ量

であるにも関わらず大きな差が生じている証

拠）

　　【事実証明書２】「荷積み状態」についての広島県土木建築

局技術企画課長の回答

　　【事実証明書３】「荷積み状態」についての広島市都市整備

局技術管理課長の回答

　　【事実証明書４】排出量欄に荷箱容量が計上されている本件

伐採木の電子マニフェストの一部（Ｈ２８年

６月分の一部）

　　【事実証明書５】本件電子マニフェストに記載されているト

ラック毎の荷箱容量

　　【事実証明書６】事実証明書４に記載されているトラックの

うち、車両番号「広島１３０う１０３３」の

荷箱容量を証明する資料

　　【事実証明書７】建設発生木材の処分費単価が積み荷状態で

の空であることについて記載されている文

書

　　【事実証明書８】社会の一般常識（社会通念）について

　　【事実証明書９】処分施設に搬入した伐採木の量を、処分施

設で計量した重量で記載している「恵下埋立

地（仮称）取付道路建設工事」のマニフェス

ト

　　【事実証明書１０】伐採した幹材の長さが４ｍである事実

　　【事実証明書１１】事実証明が不足している場合、具体的に

必要とする内容を提示して補正を求めるこ

とができるので、その事例。（本事例は、

補正を請求したが補正されなかったので受

理前却下したという大阪市監査委員の事例

（大阪市ホームページ））

　　【事実証明書１２】広島市が、１回のトラックで運搬した伐

採木の数量を、そのトラックの荷箱の容量

で数量認定している事実

第２　請求の受理

　　本件措置請求は、地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め、令和４年３月１１日に、同日付けでこ

れを受理することを決定した。

第３　監査の実施

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

　　　地方自治法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に対

し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から

は証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。

　２　広島市長の意見書の提出及び陳述

　　　広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和４年３月２４日付け広施恵第２０７号により意見

書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

　　　意見書の主な内容は、以下のとおりである。

　　　本市の意見の趣旨

　　　　請求人の主張しているような不当な支出は生じていない

ことから、本件措置請求は却下されるべきである。

　　　本市の意見の理由

　　　ア　マニフェストに記載された「排出量」欄の数量につい

て

　　　　　請求人は、マニフェストの「排出量」欄には、トラッ

クの荷箱容量を記載していると主張している。

　　　　　しかし、受注者は、処分施設へ伐採木を運搬した全車

両（約２２００台）について、満載であることを実際に

確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量を

マニフェストの「排出量」欄に入力している。

　　　　　つまり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに

記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐

採木を満載にして、運搬した数量であり、結果的にマニ
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フェストに記載された「排出量」欄の数量とトラックの

荷箱容量が一致しているだけである。

　　　　　さらに、本市が施工状況の照合等を委託している現場

技術員が、伐採木を多量に搬出している時期について

は、ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、

運搬する処分施設ごとに１回以上、立会を行い、満載に

積み込まれていることを確認し、写真でも記録してい

る。

　　　イ　伐採木の処分費の支払いについて

　　　　　請求人は、伐採木の処分費を、伐採木の体積で支払わ

なければならないにも関わらず、荷箱のあるトラックで

はトラックの荷箱の容量で支払っており、違法・不当で

あると主張している。

　　　　　しかし、上記アのとおり、受注者が本市へ報告してい

るマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、ト

ラックの荷箱に伐採木を満載にし、運搬した数量であ

る。

　　　　　また、本市においても、トラックの積込状況写真（全

３４枚）により、伐採木の積載状況を確認することにし

ており、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断

したものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木

の処分量を決定することにしている。

　　　　　実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれ

た状態でないと判断される写真があったため、平成２９

年１１月から平成３１年２月末までに処分施設へ搬出さ

れた伐採木の数量（４１４台のトラック搬出分）につい

ては、マニフェストに記載された「排出量」欄の数量に

０．８を乗じた数量で処分量を決定している。

　　　　　このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での

体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払って

いるとの請求人の主張は事実ではない。

　　　ウ　事実証明書１について

　　　　　請求人は、事実証明書１を根拠に、トラックの荷箱の

長さが６．１ｍであるのに対して、積み込まれている木

材の長さが４ｍであることから、荷箱容量の約３分の１

にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差

が出たものであり、荷箱のあるトラックでは過大な支払

いとなっていると主張している。

　　　　　しかし、事実証明書１に掲載している荷箱に積まれた

伐採木は、平成２８年６月１日に有価物としての幹を搬

出した際の写真であり、その幹は市場に直接運搬し、売

却していることから、本市が処分費を支払っている事実

はない。

　　　　　本市は、受注者から、伐採木を積み込む場合、トラッ

クの荷箱に大きな空隙が生じないよう、さまざまな長さ

の有価物でない幹や枝葉、根株を積込、運搬したことを

確認している。

　　　　　また、本市においても、実態として満載状態かどう

か、大きな空隙が生じている事実がないかを確認するた

め、処分施設に対して伐採木の搬入状況について照会

し、平成３１年３月１９日付で、処分施設から満載状態

であることを確認し受け入れた旨の回答を文書で受理し

ている。

　　　　　したがって、荷箱容量に大きな空隙が生じて運搬して

いる事実はない。

　　　エ　事実証明書１０について

　　　　　請求人は、事実証明書１０を根拠に、処分施設へ搬入

するトラックに積み込まれている木材の長さが４ｍであ

ると断定しており、事実証明書１０に記載している木材

市場での記録が、あたかも処分施設へ搬入された木材の

ように記載している。

　　　　　しかし、掲載している精算書は、受注者が直接、木材

市場へ運搬し、売却したものであり、処分施設へ搬入さ

れたものではないこと、また、処分施設へ搬入している

木材は、すべて処分施設において、選別、切断もしくは

破砕等を行っていることから、たとえ木材の一部を市場

へ売却していたとしても、処分施設に搬入した木材の長

さが４ｍであることの根拠にはならない。

　　　オ　伐採木の計量方法について

　　　　　請求人は、通常、トラックの積荷は、運搬先でトラッ

クスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行さ

れるため、荷物の体積が分からない場合には、マニフェ

ストにこの重量を記載し確定させるべきであると主張し

ている。

　　　　　しかし、本件工事において、伐採木の処分量を体積で

管理しており、重量で確定させる必要がない。

　３　監査対象事項

　　　請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分

費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにも

かかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷

箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定さ

れ、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に

損害が発生したと主張していると認められる。

　　　このため、本件請負契約に基づく部分払に係る履行確認に

おいて、伐採木処分量を適正に確認せず、これにより伐採木

処分費の支払が違法又は不当になっているかについて監査す

る。

　４　監査の実施内容

　　　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を

確認するとともに、関係職員への聴取り及び関係人調査を行

うなどして監査した。

第４　監査の結果

　１　事実の確認

　　　恵下埋立地（仮称）建設工事（以下「本件工事」とい
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う。）における伐採工の概要

　　　ア　恵下埋立地（仮称）建設工事請負契約（以下「本件請

負契約」という。）の概要

　　　　ア　工 事 場 所　　佐伯区湯来町大字和田

　　　　イ　工　　　期　　平成２８年３月１日から平成３２年

３月１０日まで（当初契約時）

　　　　　　　　　　　　　平成２８年３月１日から令和４年８

月３１日まで（変更契約後）

　　　　ウ　請負代金額　　９３億４，８４８万円（当初契約時）

　　　　　　　　　　　　　１１４億３，０５０万１，６８０円

（変更契約後）

　　　　エ　受　注　者　　Ａ企業体

　　　　オ　当初契約日　　平成２８年３月１日

　　　　カ　工 事 内 容　　全体計画容量１６０万立方メートル

のうちの３５万立方メートルの廃棄物

埋立地建設工事（埋立地の用地約２２

万４，０００平方メートルの造成その

他工事）

　　　イ　伐採木に係る設計図書上の記載

　　　　　本件工事の特記仕様書、土木工事施工条件及び工事設

計書には、準備工の一つである伐採工について、次の内

容が記載されている。

　　　　　・特記仕様書（当初契約時から変更なし）

　　　　　・土木工事施工条件（当初契約時）

１３　建設副産物の搬出について

　　工事の施工により発生する建設副産物は、下記

の場所に搬入することとする。なお、指定場所等

との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要があ

る揚合又は、他の受入場所がない場合は、本市と

協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入

等にあたり産業廃棄物に該当する建設副産物は、 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守す

ること。

　　　受入場所

建設副産物 搬入場所

発生木材
産業廃棄物処分業の中間処理
の許可を有する再資源化施設

７．建設副産物関係

⑤　伐採木及
び根株

　本工事において発生する伐採木及び
根株については、下記の受入場所に搬
出することとし、所在地への搬出を見
込んでいる。
　ただし、下記の受入場所以外の「産
業廃棄物処分業の中間処分の許可を有
し、木質チップ等として再資源化可能
な再資源化施設」に搬出することを妨
げるものではない。
　施設名　　Ｂ社樹木リサイクルセン

ター
　所在地　　佐伯区五日市町大字石内
　運搬距離　１９．４㎞

９．その他

②　伐採除根 　本工事の施工に当っては、伐採除根

量について 量（体積）について近隣工事の実績に
より、下記のとおり見込んでいる。
　なお、下記の条件により難い場合
は、発注者と受注者の協議のうえ契約
変更の対象とする。
　伐開除根１０，０００㎡あたり

項目 数量

伐採木、木くず等 １，３００

根株 ９００

　　　　　・土木工事施工条件（変更契約後）

　　　　　・設計書（当初契約時）

　　　　　・設計書（変更契約後）

　　　ウ　伐採工に係る施工

　　　　　受注者は、伐採工について施工計画書を作成し、市に

提出していた。伐採工に係る施工は、当該計画書に基づ

いて実施されている。

　　　　　平成２８年４月１３日付けで受注者から市に提出され

７．建設副産物関係

⑤　伐採木及
び根株

　本工事において発生する伐採木及び
根株については、下記の受入場所に搬
出することとし、所在地への搬出を見
込んでいる。
　ただし、下記の受入場所以外の「産
業廃棄物処分業の中間処分の許可を有
し、木質チップ等として再資源化可能
な再資源化施設」に搬出することを妨
げるものではない。
　施設名　　Ｃ社樹木リサイクルセン

ター
　所在地　　佐伯区五日市町大字石内
　運搬距離　１９．４㎞

１０．その他

②　伐採除根
量について

　本工事の施工に当っては、伐採除根
量（体積）については、下記のとおり
見込んでいる。
　なお、下記の条件により難い場合
は、発注者と受注者の協議のうえ契約
変更の対象とする。
　伐開除根１０，０００㎡あたり

項目 数量

伐採木、木くず等 １，９００

根株 １，２００

名称 数量 単位

伐採・除根 ２２４，０００ ㎡

集積 ２２４，０００ ㎡

発生木材運搬費 ２２４，０００ ㎡

伐採木処分費 ２９，１２０ 

根株処分費 ２０，１６０ 

名称 数量 単位

伐採・除根 ２３１，０００ ㎡

伐採（発生木材） ５，６００ ㎡

集積 ２３６，８００ ㎡

発生木材運搬費 ２３６，８００ ㎡

伐採木処分費 ４６，２２０ 

根株処分費 ２８，０９０ 
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た施工計画書には、伐採工について次の内容が記載され

ている。

　　　　　施工時期・数量

　　　　　施工方法

　　　　　　・　伐採前確認

　　　　　　・　草刈・立木枝払い

　　　　　　・　伐採

　　　　　　・　伐採材集積

　　　　　　・　除根

　　　　　　・　 場内運搬

　　　　　　・　場外運搬・処分（伐採材積込）

　　　　　　　　バックホウにてダンプトラック（１０ｔ）に積

込む。低木・枝葉類はパッカー車に積込み、過積

載とならないように注意する。

　　　　　　　　ダンプトラック（１０ｔ）及びパッカー車に

て、所定の処分場所まで運搬し、処分する。

　　　　　　　　場外搬出前に、元請職員がマニフェストにより

産廃項目・数量を確認する。

　　　　　　　　運搬中は決められたルートを走行し、交通規則

の厳守により運搬する。

　　　　　検測方法

　　　伐採工の状況

　　　ア　伐採木の集積の状況

　　　　　木を伐採した際は、枝葉を払い、トラックに積み込め

るよう切断した上、幹、枝葉及び根株に分けて集積して

いた。

　　　イ　伐採木の運搬の状況

　　　　　受注者は、伐採した木から有価物となる幹を除き、産

業廃棄物として処分する幹、枝葉及び根株をトラックの

荷箱に満載に積み込み運搬していた。

　　　　　積込みについて受注者は、あらかじめトラックの荷箱

の内寸法を計測して荷箱の容積を求め、荷箱に伐採木を

満載にした状態をその都度確認し、荷箱に満載状態の伐

採木の体積、すなわち荷箱の容積をマニフェスト（産業

廃棄物管理票）に記録していた。また、荷箱に満載にし

た状態で積み荷の重量を計測した記録を確認し、最大積

項目 施工時期 数量

伐採・除根
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２２４，０００㎡

伐採処分
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２９，１２０

根株処分
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２０，１６０

項目 単位 検査時期 検査方法

伐採工 ㎡
伐採範囲を
明示後

巻尺、測量機器及び
設計図書により面積
を算出する。

伐採木処分  伐採処理後
マニフェストで確認
する。

根株処分  伐採処理後
マニフェストで確認
する。

載量を超えた積載という過積載になっていないことを確

認していた。

　　　　　以上のことについて、発注者である市は、受注者から

の記録や現場状況を委託業者を通して確認していた。

　　　ウ　伐採木の処分の状況

　　　　　受注者は、木材市場へ持ち込む有価物となる伐採木を

除いた幹、枝葉及び根株を産業廃棄物として処分するた

め、本件請負契約の施工条件に合った産業廃棄物の中間

処理の許可を有する処分施設に搬入し処分していた。

　　　本件請負契約におけるこれまでの部分払の支払状況

　　　ア　これまでの部分払の状況

　　　　　部分払は、広島市建設工事請負契約約款第３７条及び

第４１条を根拠としており、これまでに次のとおり６回

の部分払が行われ、うち４回の部分払において、準備工

の一つである伐採工（伐採、集積、運搬及び処分）の出

来高を含めた支払が行われている。

　　　　　部分払の支払状況の一覧表

　　　イ　部分払における伐採木の処分量の確認状況

　　　　ア　市は、各部分払の出来高となる伐採木の処分量の把

握については、受注者から提出されるマニフェストに

より確認していた。

　　　　　　これは、本件請負契約の施工条件に伐採木の処分量

の確認の方法が示されていないものの、受注者の提出

した施工計画書において、マニフェストにより確認す

るとされていたことによるものである。

　　　　イ　当該マニフェストには、のイのとおり、伐採木の

処分量が荷箱に満載に積まれた状態の容積で記録され

ていた。

　　　　　　なお、市は、荷箱に伐採木が積まれた状態を受注者

が撮影した写真で確認し、荷箱に満載に積まれた状態

でないと認められた一部の搬出ケースについては、工

事打合せ簿による協議により、処分量をマニフェスト

に記載の数量から一部減じた数量としていた。

年度 種別 支払金額 支払日 備考

平成２
８年度

部分払 119,205,000円
平成２９
年３月２
７日

伐採木の
支払あり

平成２
９年度

部分払 309,140,000円
平成３０
年３月２
６日

－

平成３
０年度

部分払 517,269,000円
平成３１
年４月１
１日

伐採木の
支払あり

平成３
１年度

部分払 661,116,000円
令和２年
３月３０
日

伐採木の
支払あり

令和２
年度

部分払 2,153,000,000円
令和３年
３月３０
日

伐採木の
支払あり

令和３
年度

部分払 136,000,000円
令和３年
８月１０
日

－
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　　　ウ　部分払に係る検査

　　　　　本件請負契約における部分払に係る検査は、広島市建

設工事請負契約約款第３７条第４項を根拠としており、

広島市請負工事検査要領の規定により都市整備局技術管

理課が実施することになっている。各部分払において

も、同課が検査を実施し、伐採木の処分量を含む出来高

の確認が行われていた。

　２　判断

　　　地方自治法第２３４条の２第１項の規定によれば、地方公

共団体が締結した工事請負契約において、その受ける給付の

完了の確認をするために必要な検査を、契約書、仕様書及び

設計書その他の関係書類に基づいて行うものとされている。

　　　本件請負契約における部分払の際の履行確認として、その

基礎となる出来高の一つである伐採木の処分量の確認につい

て監査したところ、市は、契約書、仕様書及び設計書その他

の関係書類に基づいて、受注者から提出されたマニフェスト

や伐採木を積載したトラックの写真により、その量を確認し

た上で、所定の検査員による検査を行うことにより伐採工の

履行確認を行っていた。

　　　以上のとおり、出来高の一つである伐採木の処分量が適正

に確認され、部分払に係る履行確認が適正になされているこ

とから、伐採木処分費の違法又は不当な支払はないと認めら

れる。

　３　結論

　　　請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。



広島市監査公表第１２号　

令 和 ４ 年 ４ 月 １ ９ 日　

　令和４年３月１５日付け第１５４６号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定により、別紙のとお

り公表する。

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

別紙

広 監 第 １ ４ 号　

令和４年４月１９日　

　請求人

　（略）

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　令和４年３月１５日付け第１５４６号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求（以下「本件措置請求」という。）について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定

により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとお

り通知する。

第１　請求の要旨

　　請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

　　　広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支

出に関する措置請求

　　　監査請求の概要

　　　　本監査請求は、産廃として処分されている伐採木の処分

費は、運搬トラックの荷箱のあるなしに関係なく、処分施

設に運搬した伐採木の体積に対して支払われなければなら

ないにも関わらず、恵下埋立地（仮称）建設工事におい

て、荷箱のあるトラックでは荷箱の大きさで支払われてい

ることが違法・不当であるとして、監査請求するもので

す。

　　　　本監査請求は、伐採木の処分費は、荷物の大きさを測っ

た体積を基にして支払われるべきで、そうしていないこと

が違法・不当であると主張しています。

　　　　「恵下埋立地（仮称）建設工事」では、伐採木を処分施

設（再資源化施設）に運搬して再資源化処理することとし

ており、そのための処分費を、広島市が受注者であるＡ企

業体に支払っています。

　　　　２台のトラックでの運搬に対して、荷箱のないトラック

では５２，８００円、荷箱のあるトラックでは７０，８４０

円の処分費が元請業者に支払われました。（実際には、こ

れは「直接工事費」であり、諸経費が上乗せされますか

ら、さらに大きな金額が支払われています。）

　　　　どちらもほぼ同じ量の伐採木の幹を運んでいますが、処

分費が大きく違っています。

　　　　伐採木の数量として、荷箱のないトラックの場合は、荷

物の大きさを測ってその「荷積み状態」の体積を計上して

います。それに対して、荷箱のあるトラックでは、荷箱の

容積より少ない積み荷を運んでいても、荷箱の大きさで計

上されています。このことから差が生じたものです。これ

は、トラックの荷箱の長さが６．１ｍであるのに対して、

積込まれている木材の長さが４ｍであることから、荷箱容

量の約３分の１にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払

額に大きな差がでたものです。

　　　　しかし、伐採木の処分費は、荷箱があるなしに関係な

く、荷物の大きさを測った体積を基とすることが定められ
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ています。つまり、荷箱のないトラックの通り、荷積み状

態での荷物の体積を計測して、その体積に対して処分費を

支払わなければなりません。

　　　　支払われたのは、積み荷の伐採木をチップ等に再資源化

するための処分費ですから、どちらのトラックでも、積み

荷に対して支払われなければならないもので、同じような

支払い額になるべきものですが、荷箱のあるトラックでは

過大な支払いとなっています。

　　　　これは、工事監督員がその任務である数量の確認を怠

り、荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とす

るという逸脱した行為が原因で生じたものです。

　　　　公共工事の監督業務は、地方自治法第２３４条の２（契

約の履行の確保）により、その実施が位置付けられていま

す。地方自治法第２３４条の２第１項は「普通地方公共団

体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件

の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普

通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契

約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了

の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場

合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の

既納部分の確認を含む。）をするため必要な監督又は検査

をしなければならない。」と規定しています。工事監督員

には、完了の確認のため、積み荷の体積の測定結果の確認

が必要です。

　　　　伐採木の処分費は、積算基準によって「荷積み状態の体

積」に対して単価設定されており、その体積に対して支払

われなければなりません。

　　　　本件では、荷物を積み込んだ状態での体積を計測し、そ

の体積に対して処分費の支払いをすべきところを、体積を

計測することなく荷箱の容量で支払ったことから、違法な

水増し支払いとなっています。

　　　　税金を財源とする公共工事では、水増し支払いは許され

ません。実際に処分する廃棄物の量に対して、その処分に

必要な費用を支払うこととなっており、数量の確認を行う

ことなく漫然と支払いを続けた結果、莫大な額の水増し支

払いが行われたと考えられます。

　　　　２台の比較では、１８，０４０円の差（「直接工事費」

べ一スで）が出ています。実際には１台だけではなく、相

当な台数になりますので、全体では数千万円から億円単位

に及ぶ差が生じるものと思われます。

　　　　産業廃棄物のマニフェストには、「排出量」欄に、ト 

ラックの荷箱の容積が記載されており、その数量で処分費

の請求が行われていたため生じたものです。

　　　　荷箱のあるトラックでは伐採木の量が荷箱の容積で計上

されていたために荷箱内の空気に対しても処分費を支払う

ことになって、結果として過大な支払いになりました。こ

れは、明らかに、違法な支払いです。

　　　　なお、通常、トラックの積み荷は、運搬先でトラックス

ケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるの

ですから、荷物の体積が分からない場合には、マニフェス

トに、この重量を記載（収集運搬業者か処分業者によっ

て）することによって確定させるべきものであると思われ

ます。

　　　　事実、本件工事の前に行われた「恵下埋立地（仮称）取

付道路建設工事」では、マニフェストに、計量伝票の値を

記載して重量で確定し、その重量に対して請求がなされ、

支払いが行われています。

　　　　積算基準では、重量が判明していれば、「重量換算係

数」によって、重量を体積に換算することで支払いができ

るようになっています。重量換算係数は０．５ｔ／です

から、計量された重量を０．５で除して体積にし、その体

積に処分費単価を乗じることで、適正な支払いを行うこと

ができます。

　　　　本件工事では、荷箱容量が４０ものトラックでも運搬

されています。この荷箱に満杯に積めば、重量換算係数を

用いて換算すると２０ｔにもなり、日常的に法律に違反し

て大幅な重量超過での運搬が行われていたことになります

が、搬入先で計量されることからもこのような違法行為は

できません。荷箱容量４０のトラックでは車体重量が重

くなることから、積み荷は７～８ｔ程度までしか積めない

ものと思われます。

　　　　行政庁には、一定の裁量が認められているものの、その

判断が事実の基礎を欠き、社会通念上著しく妥当でないこ

とが明白な場合には、裁量権の逸脱や裁量権の濫用とされ

ます。

　　　　本件は、荷積み状態での体積に対して支払わなければな

らないとされていることから、荷箱の容量で支払うこと

は、明らかに裁量権の逸脱・濫用が行われているといえま

す。

　　　請求の対象となる職員

　　　　この工事及び支払いに関係する職員

　　　損害の推定

　　　　荷箱のあるトラックでは、積み荷の量に関わらず荷箱の

大きさで支払われ、荷箱のないトラックでは積み荷の量で

支払われるという不適切な支払いは、税金の違法な支出で

あり、積み荷の量とトラックの荷箱の大きさとの差が過大

に支出された処分費となるので、それが損害と推定されま

す。

　　　　なお、額の確定にあたっては、先に記載した通り、運搬

先によるトラックスケールでの計量伝票に記載の重量を、

重量換算係数によって体積に換算して処分費単価（１当

たりの）を乗じて求め、現在の支払額との差を過大に支払

われた額として確定することが可能です。

　　　請求する措置

　　　　過大となっている処分費を設計変更で減額する等の方法

で適正な支出とすること

　　（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている
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が、添付を省略する。）

　　【事実証明書１】荷箱のないトラック「広島１３０あ３１３

３」と荷箱のあるトラック「広島１３０う１

０３３」での運搬数量（どちらもほぼ同じ量

であるにも関わらず大きな差が生じている証

拠）

　　【事実証明書２】「荷積み状態」についての広島県土木建築

局技術企画課長の回答

　　【事実証明書３】「荷積み状態」についての広島市都市整備

局技術管理課長の回答

　　【事実証明書４】排出量欄に荷箱容量が計上されている本件

伐採木の電子マニフェストの一部（Ｈ２８年

６月分の一部）

　　【事実証明書５】本件電子マニフェストに記載されているト

ラック毎の荷箱容量

　　【事実証明書６】事実証明書４に記載されているトラックの

うち、車両番号「広島１３０う１０３３」の

荷箱容量を証明する資料

　　【事実証明書７】建設発生木材の処分費単価が積み荷状態で

の空であることについて記載されている文

書

　　【事実証明書８】社会の一般常識（社会通念）について

　　【事実証明書９】処分施設に搬入した伐採木の量を、処分施

設で計量した重量で記載している「恵下埋立

地（仮称）取付道路建設工事」のマニフェス

ト

　　【事実証明書１０】伐採した幹材の長さが４ｍである事実

　　【事実証明書１１】事実証明が不足している場合、具体的に

必要とする内容を提示して補正を求めるこ

とができるので、その事例。（本事例は、

補正を請求したが補正されなかったので受

理前却下したという大阪市監査委員の事例

（大阪市ホームページ））

　　【事実証明書１２】広島市が、１回のトラックで運搬した伐

採木の数量を、そのトラックの荷箱の容量

で数量認定している事実

第２　請求の受理

　　本件措置請求は、地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め、令和４年３月１６日に、同月１５日付

けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

　　　地方自治法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に

対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

　　　これを受けて、請求人は、次のとおり、書類を提出する

とともに、令和４年３月２５日、本件措置請求の要旨に

沿って陳述した。

　　　ア　提出された書類

　　　　・　「広島市長その他関係する職員による伐採木処分費

用支出に関する措置請求（新たな証拠等）」（添付を

省略する。）

　　　イ　主な陳述の内容

　　　　・　伐採木の処分費は、トラックに積み込んだ荷積み状

態の体積に対して支払うべきであるにもかかわらず、

トラックの荷箱の容量で支払われており、不当に過大

な支出となっていること。

　　　　・　工事監督員が数量の確認を怠り、荷箱のあるトラッ

クでは荷箱の容量を積み荷の量とする逸脱した行為が

問題であること。

　２　広島市長の意見書の提出及び陳述

　　　広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和４年３月２４日付け広施恵第２０８号により意見

書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

　　　意見書の主な内容は、以下のとおりである。

　　　本市の意見の趣旨

　　　　請求人の主張しているような不当な支出は生じていない

ことから、本件措置請求は却下されるべきである。

　　　本市の意見の理由

　　　ア　マニフェストに記載された「排出量」欄の数量につい

て

　　　　　請求人は、マニフェストの「排出量」欄には、トラッ

クの荷箱容量を記載していると主張している。

　　　　　しかし、受注者は、処分施設へ伐採木を運搬した全車

両（約２２００台）について、満載であることを実際に

確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量を

マニフェストの「排出量」欄に入力している。

　　　　　つまり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに

記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐

採木を満載にして、運搬した数量であり、結果的にマニ

フェストに記載された「排出量」欄の数量とトラックの

荷箱容量が一致しているだけである。

　　　　　さらに、本市が施工状況の照合等を委託している現場

技術員が、伐採木を多量に搬出している時期について

は、ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、

運搬する処分施設ごとに１回以上、立会を行い、満載に

積み込まれていることを確認し、写真でも記録してい

る。

　　　イ　伐採木の処分費の支払いについて

　　　　　請求人は、伐採木の処分費を、伐採木の体積で支払わ

なければならないにも関わらず、荷箱のあるトラックで

はトラックの荷箱の容量で支払っており、違法・不当で

あると主張している。

　　　　　しかし、上記アのとおり、受注者が本市へ報告してい

るマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、ト

ラックの荷箱に伐採木を満載にし、運搬した数量であ

る。
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　　　　　また、本市においても、トラックの積込状況写真（全

３４枚）により、伐採木の積載状況を確認することにし

ており、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断

したものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木

の処分量を決定することにしている。

　　　　　実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれ

た状態でないと判断される写真があったため、平成２９

年１１月から平成３１年２月末までに処分施設へ搬出さ

れた伐採木の数量（４１４台のトラック搬出分）につい

ては、マニフェストに記載された「排出量」欄の数量に

０．８を乗じた数量で処分量を決定している。

　　　　　このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での

体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払って

いるとの請求人の主張は事実ではない。

　　　ウ　事実証明書１について

　　　　　請求人は、事実証明書１を根拠に、トラックの荷箱の

長さが６．１ｍであるのに対して、積み込まれている木

材の長さが４ｍであることから、荷箱容量の約３分の１

にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差

が出たものであり、荷箱のあるトラックでは過大な支払

いとなっていると主張している。

　　　　　しかし、事実証明書１に掲載している荷箱に積まれた

伐採木は、平成２８年６月１日に有価物としての幹を搬

出した際の写真であり、その幹は市場に直接運搬し、売

却していることから、本市が処分費を支払っている事実

はない。

　　　　　本市は、受注者から、伐採木を積み込む場合、トラッ

クの荷箱に大きな空隙が生じないよう、さまざまな長さ

の有価物でない幹や枝葉、根株を積込、運搬したことを

確認している。

　　　　　また、本市においても、実態として満載状態かどう

か、大きな空隙が生じている事実がないかを確認するた

め、処分施設に対して伐採木の搬入状況について照会

し、平成３１年３月１９日付で、処分施設から満載状態

であることを確認し受け入れた旨の回答を文書で受理し

ている。

　　　　　したがって、荷箱容量に大きな空隙が生じて運搬して

いる事実はない。

　　　エ　事実証明書１０について

　　　　　請求人は、事実証明書１０を根拠に、処分施設へ搬入

するトラックに積み込まれている木材の長さが４ｍであ

ると断定しており、事実証明書１０に記載している木材

市場での記録が、あたかも処分施設へ搬入された木材の

ように記載している。

　　　　　しかし、掲載している精算書は、受注者が直接、木材

市場へ運搬し、売却したものであり、処分施設へ搬入さ

れたものではないこと、また、処分施設へ搬入している

木材は、すべて処分施設において、選別、切断もしくは

破砕等を行っていることから、たとえ木材の一部を市場

へ売却していたとしても、処分施設に搬入した木材の長

さが４ｍであることの根拠にはならない。

　　　オ　伐採木の計量方法について

　　　　　請求人は、通常、トラックの積荷は、運搬先でトラッ

クスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行さ

れるため、荷物の体積が分からない場合には、マニフェ

ストにこの重量を記載し確定させるべきであると主張し

ている。

　　　　　しかし、本件工事において、伐採木の処分量を体積で

管理しており、重量で確定させる必要がない。

　３　監査対象事項

　　　請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分

費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにも

かかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷

箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定さ

れ、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に

損害が発生したと主張していると認められる。

　　　このため、本件請負契約に基づく部分払に係る履行確認に

おいて、伐採木処分量を適正に確認せず、これにより伐採木

処分費の支払が違法又は不当になっているかについて監査す

る。

　４　監査の実施内容

　　　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意

見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取

り及び関係人調査を行うなどして監査した。

第４　監査の結果

　１　事実の確認

　　　恵下埋立地（仮称）建設工事（以下「本件工事」とい

う。）における伐採工の概要

　　　ア　恵下埋立地（仮称）建設工事請負契約（以下「本件請

負契約」という。）の概要

　　　　ア　工 事 場 所　　佐伯区湯来町大字和田

　　　　イ　工　　　期　　平成２８年３月１日から平成３２年

３月１０日まで（当初契約時）

　　　　　　　　　　　　　平成２８年３月１日から令和４年８

月３１日まで（変更契約後）

　　　　ウ　請負代金額　　９３億４，８４８万円（当初契約時）

　　　　　　　　　　　　　１１４億３，０５０万１，６８０円

（変更契約後）

　　　　エ　受　注　者　　Ａ企業体

　　　　オ　当初契約日　　平成２８年３月１日

　　　　カ　工 事 内 容　　全体計画容量１６０万立方メートル

のうちの３５万立方メートルの廃棄物

埋立地建設工事（埋立地の用地約２２

万４，０００平方メートルの造成その
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他工事）

　　　イ　伐採木に係る設計図書上の記載

　　　　　本件工事の特記仕様書、土木工事施工条件及び工事設

計書には、準備工の一つである伐採工について、次の内

容が記載されている。

　　　　　・特記仕様書（当初契約時から変更なし）

　　　　　・土木事施工条件（当初契約時）

　　　　　・土木工事施工条件（変更契約後）

１３　建設副産物の搬出について

　　工事の施工により発生する建設副産物は、下記

の場所に搬入することとする。なお、指定場所等

との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要があ

る場合又は、他の受入場所がない場合は、本市と

協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入

等にあたり産業廃棄物に該当する建設副産物は、 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守す

ること。

　　　受入場所

建設副産物 搬入場所

発生木材
産業廃棄物処分業の中間処理
の許可を有する再資源化施設

７．建設副産物関係

⑤　伐採木及
び根株

　本工事において発生する伐採木及び
根株については、下記の受入場所に搬
出することとし、所在地への搬出を見
込んでいる。
　ただし、下記の受入場所以外の「産
業廃棄物処分業の中間処分の許可を有
し、木質チップ等として再資源化可能
な再資源化施設」に搬出することを妨
げるものではない。
　施設名　　Ｂ社樹木リサイクルセン

ター
　所在地　　佐伯区五日市町大字石内
　運搬距離　１９．４㎞

９．その他

②　伐採除根
量について

　本工事の施工に当っては、伐採除根
量（体積）について近隣工事の実績に
より、下記のとおり見込んでいる。
　なお、下記の条件により難い場合
は、発注者と受注者の協議のうえ契約
変更の対象とする。
　伐開除根１０，０００㎡あたり

項目 数量

伐採木、木くず等 １，３００

根株 ９００

７．建設副産物関係

⑤　伐採木及
び根株

　本工事において発生する伐採木及び
根株については、下記の受入場所に搬
出することとし、所在地への搬出を見
込んでいる。
　ただし、下記の受入場所以外の「産
業廃棄物処分業の中間処分の許可を有
し、木質チップ等として再資源化可能
な再資源化施設」に搬出することを妨
げるものではない。
　施設名　　Ｃ社樹木リサイクルセン

ター
　所在地　　佐伯区五日市町大字石内
　運搬距離　１９．４㎞

１０．その他

②　伐採除根
量について

　本工事の施工に当っては、伐採除根
量（体積）については、下記のとおり
見込んでいる。
　なお、下記の条件により難い場合
は、発注者と受注者の協議のうえ契約
変更の対象とする。
　伐開除根１０，０００㎡あたり

項目 数量

伐採木、木くず等 １，９００

根株 １，２００

　　　　　・設計書（当初契約時）

　　　　　・設計書（変更契約後）

　　　ウ　伐採工に係る施工

　　　　　受注者は、伐採工について施工計画書を作成し、市に

提出していた。伐採工に係る施工は、当該計画書に基づ

いて実施されている。

　　　　　平成２８年４月１３日付けで受注者から市に提出され

た施工計画書には、伐採工について次の内容が記載され

ている。

　　　　　施工時期・数量

　　　　　施工方法

　　　　　　・　伐採前確認

　　　　　　・　草刈・立木枝払い

　　　　　　・　伐採

　　　　　　・　伐採材集積

　　　　　　・　除根

　　　　　　・　場内運搬

　　　　　　・　場外運搬・処分（伐採材積込）

名称 数量 単位

伐採・除根 ２２４，０００ ㎡

集積 ２２４，０００ ㎡

発生木材運搬費 ２２４，０００ ㎡

伐採木処分費 ２９，１２０ 

根株処分費 ２０，１６０ 

名称 数量 単位

伐採・除根 ２３１，０００ ㎡

伐採（発生木材） ５，６００ ㎡

集積 ２３６，８００ ㎡

発生木材運搬費 ２３６，８００ ㎡

伐採木処分費 ４６，２２０ 

根株処分費 ２８，０９０ 

項目 施工時期 数量

伐採・除根
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２２４，０００㎡

伐採処分
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２９，１２０

根株処分
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２０，１６０
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　　　　　　　　バックホウにてダンプトラック（１０ｔ）に積

込む。低木・枝葉類はパッカー車に積込み、過積

載とならないように注意する。

　　　　　　　　ダンプトラック（１０ｔ）及びパッカー車に

て、所定の処分場所まで運搬し、処分する。

　　　　　　　　場外搬出前に、元請職員がマニフェストにより

産廃項目・数量を確認する。

　　　　　　　　運搬中は決められたルートを走行し、交通規則

の厳守により運搬する。

　　　　　検測方法

　　　伐採工の状況

　　　ア　伐採木の集積の状況

　　　　　木を伐採した際は、枝葉を払い、トラックに積み込め

るよう切断した上、幹、枝葉及び根株に分けて集積して

いた。

　　　イ　伐採木の運搬の状況

　　　　　受注者は、伐採した木から有価物となる幹を除き、産

業廃棄物として処分する幹、枝葉及び根株をトラックの

荷箱に満載に積み込み運搬していた。

　　　　　積込みについて受注者は、あらかじめトラックの荷箱

の内寸法を計測して荷箱の容積を求め、荷箱に伐採木を

満載にした状態をその都度確認し、荷箱に満載状態の伐

採木の体積、すなわち荷箱の容積をマニフェスト（産業

廃棄物管理票）に記録していた。また、荷箱に満載にし

た状態で積み荷の重量を計測した記録を確認し、最大積

載量を超えた積載という過積載になっていないことを確

認していた。

　　　　　以上のことについて、発注者である市は、受注者から

の記録や現場状況を委託業者を通して確認していた。

　　　ウ　伐採木の処分の状況

　　　　　受注者は、木材市場へ持ち込む有価物となる伐採木を

除いた幹、枝葉及び根株を産業廃棄物として処分するた

め、本件請負契約の施工条件に合った産業廃棄物の中間

処理の許可を有する処分施設に搬入し処分していた。

　　　本件請負契約におけるこれまでの部分払の支払状況

　　　ア　これまでの部分払の状況

　　　　　部分払は、広島市建設工事請負契約約款第３７条及び

第４１条を根拠としており、これまでに次のとおり６回

の部分払が行われ、うち４回の部分払において、準備工

の一つである伐採工（伐採、集積、運搬及び処分）の出

来高を含めた支払が行われている。

　　　　　部分払の支払状況の一覧表

項目 単位 検査時期 検査方法

伐採工 ㎡
伐採範囲を
明示後

巻尺、測量機器及び
設計図書により面積
を算出する。

伐採木処分  伐採処理後
マニフェストで確認
する。

根株処分  伐採処理後
マニフェストで確認
する。

年度 種別 支払金額 支払日 備考

平成２
８年度

部分払 119,205,000円
平成２９
年３月２
７日

伐採木の
支払あり

平成２
９年度

部分払 309,140,000円
平成３０
年３月２
６日

－

平成３
０年度

部分払 517,269,000円
平成３１
年４月１
１日

伐採木の
支払あり

平成３
１年度

部分払 661,116,000円
令和２年
３月３０
日

伐採木の
支払あり

令和２
年度

部分払 2,153,000,000円
令和３年
３月３０
日

伐採木の
支払あり

令和３
年度

部分払 136,000,000円
令和３年
８月１０
日

－

　　　イ　部分払における伐採木の処分量の確認状況

　　　　ア　市は、各部分払の出来高となる伐採木の処分量の把

握については、受注者から提出されるマニフェストに

より確認していた。

　　　　　　これは、本件請負契約の施工条件に伐採木の処分量

の確認の方法が示されていないものの、受注者の提出

した施工計画書において、マニフェストにより確認す

るとされていたことによるものである。

　　　　イ　当該マニフェストには、のイのとおり、伐採木の

処分量が荷箱に満載に積まれた状態の容積で記録され

ていた。

　　　　　　なお、市は、荷箱に伐採木が積まれた状態を受注者

が撮影した写真で確認し、荷箱に満載に積まれた状態

でないと認められた一部の搬出ケースについては、工

事打合せ簿による協議により、処分量をマニフェスト

に記載の数量から一部減じた数量としていた。

　　　ウ　部分払に係る検査

　　　　　本件請負契約における部分払に係る検査は、広島市建

設工事請負契約約款第３７条第４項を根拠としており、

広島市請負工事検査要領の規定により都市整備局技術管

理課が実施することになっている。各部分払において

も、同課が検査を実施し、伐採木の処分量を含む出来高

の確認が行われていた。

　２　判断

　　　地方自治法第２３４条の２第１項の規定によれば、地方公

共団体が締結した工事請負契約において、その受ける給付の

完了の確認をするために必要な検査を、契約書、仕様書及び

設計書その他の関係書類に基づいて行うものとされている。

　　　本件請負契約における部分払の際の履行確認として、その

基礎となる出来高の一つである伐採木の処分量の確認につい

て監査したところ、市は、契約書、仕様書及び設計書その他

の関係書類に基づいて、受注者から提出されたマニフェスト
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や伐採木を積載したトラックの写真により、その量を確認し

た上で、所定の検査員による検査を行うことにより伐採工の

履行確認を行っていた。

　　　以上のとおり、出来高の一つである伐採木の処分量が適正

に確認され、部分払に係る履行確認が適正になされているこ

とから、伐採木処分費の違法又は不当な支払はないと認めら

れる。

　３　結論

　　　請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。



広島市監査公表第１３号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ５ 日　

　令和４年３月１日付け第１４３８号で受け付けた広島市職員に

関する措置請求について、その監査結果を地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４２条第５項の規定により、別紙のとおり

公表する。

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

別紙

広 監 第 １ ７ 号　

令和４年４月２５日　

　請求人

　（略）

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　広島市職員に関する措置講求に係る監査結果について

（通知）

　令和４年３月１日付け第１４３８号で受け付けた広島市職員に

関する措置請求（以下「本件措置請求」という。）について、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定に

より監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり

通知する。

第１　請求の要旨

　　請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

　　　広島市長による道路敷地取得に関する措置請求

　　　監査請求の概要

　　　　広島市は、安佐南区沼田町大字阿戸において、すでに市

道安佐南４区９２号線として取得していた土地を、誤って

１１４５６番３の土地として買収し、不当・違法な税支出

をしている。

　　　　これは、広島市が市道安佐南４区９２号線の財産管理を

怠っていることによって、民有地として買収した用地の中

に当該市道が含まれていることを理解していなかったため

に生じたものである。

　　　　いまだ管理を怠る行為が続いているが、これから管理を

怠ることをやめて正当な管理を行い、道路の位置を関係者

にしっかり説明して境界の位置を変更し、道路敷地を回復

するとともに、誤って過大に支払った代金を返納してもら

うことで、適正化を図ることができる。

　　　　本件は、現在進行形で管理を怠る事実が続いており、監

査請求するものである。

　　　　広島市は、道路の財産的価値が減少する事態を阻止する

義務を負っているにもかかわらず、境界立会時に道路の範

囲を主張せず道路の財産的価値の減少を阻止しなかった。

道路管理台帳の記載や現地の状況から明らかであるにもか

かわらず道路の範囲を主張しなかった行為（不作為）は、

裁量権の範囲を逸脱しており、「怠る事実」に該当する。

そして、このことは、事実を示して関係者に説明すること

で、今からその財産的価値を回復することができる。

　　　　市道の土地である当該区域は、誤認されて占用された状

態になっていたが、その境界は明確にされていなかった。

広島市が新たな道路整備のため、民有地と道路区域との境

界を確定する必要が生じたときに、当該土地所有者等の立

会によって、道路敷地の一部も民地に含んで官民境界が決

定された。このことに伴って、広島市は、自らの道路敷地

も誤って民地として買収してしまった。これは、官民境界

決定時に、道路管理者が道路管理を怠り、自ら管理する道

路敷地の範囲を主張せずに官民境界を決めてしまったこと

から生じたもので、その結果、広島市の財産を消滅させ、

かつ不当・違法な税支出をすることとなった。

　　　　この道路の区域は、Ｔ字の交差点にあたり、かつて伐採

木運搬車両の右左折（北に向かう車両の場合は左折）や方

向転換、離合等のために膨らむ必要があって半円状に広く

なっているところである。現地では、膨らんでいる部分の

道路は民地とは高さが違っており、明確に道路の一部であ

ることがわかる。この道路の広がりは、道路管理台帳にお

いても形状と幅員が明示されている。

　　　　道路の区域は道路管理台帳上も現地の形状からも明らか

であるから、道路管理者は、実際の道路敷地の範囲を関係

者に説明して、今からでも、官民境界の位置を変更し、

誤って過大に支払った代金を返納してもらうことができ

る。

　　　　管理を怠る行為がいまだ続いているが、管理を怠ること

をやめ、これから正当な管理をすることで解決できる問題

である。

　　　　市道安佐南４区９２号線の区域は、寄付により広島市が

取得している。
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　　　　道路管理者は、寄付により取得した後も、所有権移転登

記をすることなく、また、道路の境界を確定することな

く、ずるずると管理を怠ってきた。

　　　　その後、広島市は、新たな道路整備のため、民有地の境

界を確定する必要が生じたことから、買収する土地及び隣

接地（市道安佐南４区９２号線の東側の隣接地のみ）の所

有者（参加しなかった所有者もいる）を集めて現地立会

し、買収土地との境界線（道路東側の官民境界線）のみ確

定した。その境界を、「広島市証明線」と記載して法務局

で手続きし、所有権移転登記がなされた。

　　　　道路の区域は、道路を挟む両方の土地の所有者との現地

立会によって、官民境界と道路区域が決定されるものであ

るが、広島市は、この時、道路の片方（東側）にかかる地

権者しか招集せず、片方（東側）の境界のみ決めている。

これは、「広島市証明線」が道路の東側の境界線にしか表

示されていないことからも分かる。仮に、道路の西側境界

の隣接民地の地権者が、境界線を、東側の道路境界線から

わずか５㎝しか離れていないところであると主張した場

合、道路幅員はわずか５㎝となって、道路の機能を喪失す

ることになり、境界を確定させることができない。おのず

と、東側境界の位置を再協議する必要が生じ、東側及び西

側の地権者と道路管理者が協議し、土地の物理的状況や社

会常識としての妥当性等から判断して決定されることとな

る。従って、道路の境界は、片方の境界線のみ決定するこ

とはできない。道路の東側の隣接地権者のみによって東側

境界のみを決定し、西側境界は決定しないとしたやり方は

間違っており、このこと自体も道路の管理を怠る事実を明

確にあらわしている。

　　　　当該箇所でのふくらみは、測量図である図面上に民地よ

り低い平地（道路の区域）となっている。このことから、

道路区域は、１１４５６番３の境界とした広島市証明線の

内側に至っていることが証明される。

　　　請求の対象となる職員

　　　　広島市長ほか市道の財産管理を担当する職員

　　　損害の推定

　　　　すでに取得済みの道路約５０㎡の用地取得費（取得単価

不明の為算定できない）

　　　請求する措置

　　　　広島市安佐南区沼田町大字阿戸１１４５６番３を分筆

し、寄附により所有権移転登記をするとしている市道部分

については寄附とし、その他の部分については適正な価格

での取得に改めることを求める。

　（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。）

　【事実証明書１】市道安佐南４区９２号線の用地が寄附である

ことの分かる文書（回答４が該当）

　【事実証明書２】・　大字阿戸１１４５６－３の地積測量図

　　　　　　　　　・　市道安佐南４区９２号線の道路台帳平面

図（図面番号２０－Ｄ及び２０－Ｅ）

　　　　　　　　　・　道路台帳（調書）

　　　　　　　　　・　大字阿戸１１４５６－３の地積測量図に

道路管理図の線を重ねたもの（道路区域が

膨らんでいるのが分かる）

　　　　　　　　　・　大字阿戸１１４５６－３付近の道路の現

況の分かる写真

　【事実証明書３】分筆登記図書　法務局で許可を得て撮影した

図面

　【事実証明書４】公有財産の定義（地方自治法第２３８条）等

　【事実証明書５】事実証明が不足しているとして具体的に必要

とする内容を提示して補正を求めた事例（大阪

市ホームページより）

第２　請求の受理

　　本件措置請求は、地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め、令和４年３月１１日に、同月１日付け

でこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

　　　地方自治法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に

対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

　　　これを受けて、請求人は、次のとおり、書類を提出する

とともに、令和４年３月２５日、本件措置請求の要旨に

沿って陳述した。

　　　ア　提出された書類

　　　　・　「広島市長による道路敷地取得に関する措置請求

（新たな証拠）」

　　　　　　（添付を省略する）

　　　イ　主な陳述の内容

　　　　・　既に道路の区域として取得している区域を民地とし

て買収したことが問題であること。

　　　　・　市が現地の状況を正しく把握しておらず、境界を

誤って確認して分筆登記をしたこと。

　２　広島市長の意見書の提出及び陳述

　　　広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和４年３月２４日付け広安維第５４５号により意見

書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

　　　意見書の主な内容は、以下のとおりである。

　　　本市の意見の趣旨

　　　　請求人の主張には理由がないため、本件措置請求は棄却

されるべきである。

　　　本市の意見の理由

　　　　本件措置請求者は、広島市が、市道安佐南４区９２号線

の財産管理を怠っていることによって、民有地として買収

した用地の中に当該市道が含まれることを理解しておら

ず、すでに市道として取得している土地を、誤って買収
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し、不当、違法な税支出をしていると主張しているので、

以下、この点について述べる。

　　　ア　境界確認について

　　　　　本件措置請求者が指摘する１１４５６番３の土地は、

主要地方道広島湯来線道路整備（ルート変更前）を行う

ため取得した土地であり、この土地を取得するにあたり

市道安佐南４区９２号線との道路区域を確定する必要が

あった。

　　　　　市道安佐南４区９２号線は、旧沼田町から引継を受け

たもので、道路構造物が明確でない道路である。

　　　　　道路区域を確定するにあたり、当該市道及び隣接地に

は法務局備付の地積測量図等の資料は無かったが、平成

２４年９月４日に関係土地所有者との現地立会を行い、

証言等を基に道路の区域（東側）を現地で確認し、協議

が成立した後、同年１２月に関係土地所有者が押印した

境界確認書が本市へ提出されている。

　　　　　その後、この境界確認に基づき道路区域外となる民有

地を道路用地として買収している。

　　　イ　まとめ

　　　　　以上のことから、市道安佐南４区９２号線の敷地を、

誤って買収し、不当、違法な税支出をしたものでないこ

とから、本件措置請求には理由がない。

　３　監査対象事項

　　　請求人は、市が主要地方道広島湯来線道路整備を行うため

本件用地を取得した際、既に市道として取得していた土地の

一部（以下「当該土地」という。）を民地と誤信して買収し

たが、これは、市が市道の財産管理を怠り、買収した本件用

地の中に既存市道の一部である当該土地が含まれていること

を理解していなかったために生じたものであり、今後、境界

の位置を変更し、道路敷地を回復するとともに、誤って過大

に支払った代金を返納してもらうよう主張している。これ

は、本件用地の取得契約が無効であったことにより代金返還

請求権（不当利得返還請求権）が市に生じたが、その不行使

という状態にあるため、この財産（債権）の管理を怠る事実

の是正を求める旨の主張であると認められる。

　　　このことから、本件用地の取得契約は、既に市有であった

土地を含んでいたことにより一部無効であり、代金返還請求

権（不当利得返還請求権）が発生するかについて監査する。

　４　監査の実施内容

　　　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意

見書のほか関係書類を確認するとともに、監査事務局職員に

よる現地の確認及び関係職員への聴取りを行うなどして監査

した。

第４　監査の結果

　１　事実の確認

　　　本件用地の取得経緯について

　　　　本件用地は、主要地方道広島湯来線道路整備を行うため

取得したものである。

　　　　本件用地の取得に当たっては、公図等の図面の確認を行

うとともに、本件用地に隣接する既存市道（市道安佐南４

区９２号線。以下単に「既存市道」という。）の管理者で

ある市の担当者と本件用地の所有者との間で平成２４年９

月４日に境界確認が行われた。このときの調査記録票によ

ると、本件用地と既存市道の境界は既存市道の中央から一

定の距離をとった線を当該境界とすることで合意を得たと

されており、調査記録票に添付された立会簿にも本件用地

の所有者の署名が確認できる。

　　　　本件用地の周辺の土地については、所有者から立会及び

境界確認の協力が得られなかったことから、境界未確定と

なったものが数筆残ったものの、本件用地については境界

未確定の部分がなく、平成２９年１２月１日付けで市と本

件用地の所有者との間で取得契約が成立し、本件用地につ

いて市に所有権の移転登記が行われた。

　　　本件用地に隣接する既存市道について

　　　ア　認定状況について

　　　　　本件用地に隣接する既存市道は、安佐南区沼田町大字

阿戸引地郷３４３４番地３地先を起点と、同町大字阿戸

字日ノ浦４５５番地１地先を終点とし、道路台帳上の総

延長は１，２８１．９４ｍである。

　　　　　昭和４６年４月１日の旧安佐郡沼田町との合併の際、

同町の町道天王原（てんのうばら）線及び林道穿ノ谷

（うげのたに）線の一部が市道沼田区４２号線として編

入され、昭和６２年３月３１日には市道の再編に伴う一

括廃止再認定で名称が現在の市道安佐南４区９２号線へ

と変更された。

　　　　　なお、既存市道のうち本件用地に隣接する区間は、同

町との合併前は同町の林道であった。

　　　イ　道路台帳について

　　　　　同町が町道認定した際の道路台帳に係る図面が市に引

き継がれていない。なお、現在の道路台帳平面図は昭和

５５年に撮影した航空写真を基に作成したものであり、

権利関係を表すものではない。

　　　ウ　現地の状況について

　　　　　既存市道の現況について、令和４年３月２９日に監査

事務局職員に現地を確認させたところ、本件用地に隣接

する区間も含めて道路上に倒木が数か所あり、また、と

ころどころ石が露出し、道路として現に使用されている

ような状況は認められなかった。

　　　　　また、請求人が既存市道の一部であると主張している

当該土地は、既存市道と同じ高さの平面となっており、

当該土地の端から東側は高さ数十㎝の上法となっている

が、当該土地が既存市道の一部であると明らかに認識で

きるような境界石等は見当たらなかった。
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　２　判断

　　　本件用地の取得契約については、本件用地と既存市道の官

民境界の確定に当たり、公図等の図面の確認や本件用地の所

有者との立会など必要な手続が行われた上で境界を確定させ

たものであり、監査した限りにおいてこれを覆すに足る資料

は見当たらなかったことから、本件用地の取得契約が無効で

あるとはいえず、よって当該契約が無効であることを前提と

した代金返還請求権（不当利得返還請求権）が発生している

と認めることはできない。

　３　結論

　　　請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。



広島市監査公表第１４号　

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ５ 日　

　令和４年３月１５日付け第１５４７号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定により、別紙のとお

り公表する。

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

別紙

広 監 第 １ ９ 号　

令和４年４月２５日　

　請求人

　（略）

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　令和４年３月１５日付け第１５４７号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求（以下「本件措置請求」という。）について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定

により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとお

り通知する。

第１　請求の要旨

　　請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

　　　広島市長による道路敷地取得に関する措置請求

　　　監査請求の概要

　　　　広島市は、安佐南区沼田町大字阿戸において、すでに市

道安佐南４区９２号線として取得していた土地を、誤って

１１４５６番３の土地として買収し、不当・違法な税支出

をしている。

　　　　これは、広島市が市道安佐南４区９２号線の財産管理を

怠っていることによって、民有地として買収した用地の中

に当該市道が含まれていることを理解していなかったため

に生じたものである。

　　　　いまだ管理を怠る行為が続いているが、これから管理を

怠ることをやめて正当な管理を行い、道路の位置を関係者

にしっかり説明して境界の位置を変更し、道路敷地を回復

するとともに、誤って過大に支払った代金を返納してもら

うことで、適正化を図ることができる。

　　　　本件は、現在進行形で管理を怠る事実が続いており、監

査請求するものである。

　　　　広島市は、道路の財産的価値が減少する事態を阻止する

義務を負っているにもかかわらず、境界立会時に道路の範

囲を主張せず道路の財産的価値の減少を阻止しなかった。

道路管理台帳の記載や現地の状況から明らかであるにもか

かわらず道路の範囲を主張しなかった行為（不作為）は、

裁量権の範囲を逸脱しており、「怠る事実」に該当する。

そして、このことは、事実を示して関係者に説明すること

で、今からその財産的価値を回復することができる。

　　　　市道の土地である当該区域は、誤認されて占用された状

態になっていたが、その境界は明確にされていなかった。

広島市が新たな道路整備のため、民有地と道路区域との境

界を確定する必要が生じたときに、当該土地所有者等の立

会によって、道路敷地の一部も民地に含んで官民境界が決

定された。このことに伴って、広島市は、自らの道路敷地

も誤って民地として買収してしまった。これは、官民境界

決定時に、道路管理者が道路管理を怠り、自ら管理する道

路敷地の範囲を主張せずに官民境界を決めてしまったこと

から生じたもので、その結果、広島市の財産を消滅させ、

かつ不当・違法な税支出をすることとなった。

　　　　この道路の区域は、Ｔ字の交差点にあたり、かつて伐採

木運搬車両の右左折（北に向かう車両の場合は左折）や方

向転換、離合等のために膨らむ必要があって半円状に広く

なっているところである。現地では、膨らんでいる部分の

道路は民地とは高さが違っており、明確に道路の一部であ

ることがわかる。この道路の広がりは、道路管理台帳にお

いても形状と幅員が明示されている。

　　　　道路の区域は道路管理台帳上も現地の形状からも明らか

であるから、道路管理者は、実際の道路敷地の範囲を関係

者に説明して、今からでも、官民境界の位置を変更し、

誤って過大に支払った代金を返納してもらうことができ

る。

　　　　管理を怠る行為がいまだ続いているが、管理を怠ること

をやめ、これから正当な管理をすることで解決できる問題

である。
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　　　　市道安佐南４区９２号線の区域は、寄付により広島市が

取得している。

　　　　道路管理者は、寄付により取得した後も、所有権移転登

記をすることなく、また、道路の境界を確定することな

く、ずるずると管理を怠ってきた。

　　　　その後、広島市は、新たな道路整備のため、民有地の境

界を確定する必要が生じたことから、買収する土地及び隣

接地（市道安佐南４区９２号線の東側の隣接地のみ）の所

有者（参加しなかった所有者もいる）を集めて現地立会

し、買収土地との境界線（道路東側の官民境界線）のみ確

定した。その境界を、「広島市証明線」と記載して法務局

で手続きし、所有権移転登記がなされた。

　　　　道路の区域は、道路を挟む両方の土地の所有者との現地

立会によって、官民境界と道路区域が決定されるものであ

るが、広島市は、この時、道路の片方（東側）にかかる地

権者しか招集せず、片方（東側）の境界のみ決めている。

これは、「広島市証明線」が道路の東側の境界線にしか表

示されていないことからも分かる。仮に、道路の西側境界

の隣接民地の地権者が、境界線を、東側の道路境界線から

わずか５㎝しか離れていないところであると主張した場

合、道路幅員はわずか５㎝となって、道路の機能を喪失す

ることになり、境界を確定させることができない。おのず

と、東側境界の位置を再協議する必要が生じ、東側及び西

側の地権者と道路管理者が協議し、土地の物理的状況や社

会常識としての妥当性等から判断して決定されることとな

る。従って、道路の境界は、片方の境界線のみ決定するこ

とはできない。道路の東側の隣接地権者のみによって東側

境界のみを決定し、西側境界は決定しないとしたやり方は

間違っており、このこと自体も道路の管理を怠る事実を明

確にあらわしている。

　　　　当該箇所でのふくらみは、測量図である図面上に民地よ

り低い平地（道路の区域）となっている。このことから、

道路区域は、１１４５６番３の境界とした広島市証明線の

内側に至っていることが証明される。

　　　請求の対象となる職員

　　　　広島市長ほか市道の財産管理を担当する職員

　　　損害の推定

　　　　すでに取得済みの道路約５０㎡の用地取得費（取得単価

不明の為算定できない）

　　　請求する措置

　　　　広島市安佐南区沼田町大字阿戸１１４５６番３を分筆

し、寄附により所有権移転登記をするとしている市道部分

については寄附とし、その他の部分については適正な価格

での取得に改めることを求める。

　（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。）

　【事実証明書１】市道安佐南４区９２号線の用地が寄附である

ことの分かる文書（回答４が該当）

　【事実証明書２】・　大字阿戸１１４５６－３の地積測量図

　　　　　　　　　・　市道安佐南４区９２号線の道路台帳平面

図（図面番号２０－Ｄ及び２０－Ｅ）

　　　　　　　　　・　道路台帳（調書）

　　　　　　　　　・　大字阿戸１１４５６－３の地積測量図に

道路管理図の線を重ねたもの（道路区域が

膨らんでいるのが分かる）

　　　　　　　　　・　大字阿戸１１４５６－３付近の道路の現

況の分かる写真

　【事実証明書３】分筆登記図書　法務局で許可を得て撮影した

図面

　【事実証明書４】公有財産の定義（地方自治法第２３８条）等

　【事実証明書５】事実証明が不足しているとして具体的に必要

とする内容を提示して補正を求めた事例（大阪

市ホームページより）

第２　請求の受理

　　本件措置請求は、地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め、令和４年３月１６日に、同月１５日付

けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

　　　地方自治法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に対

し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から

は証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。

　２　広島市長の意見書の提出及び陳述

　　　広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和４年３月２４日付け広安維第５４６号により意見

書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

　　　意見書の主な内容は、以下のとおりである。

　　　本市の意見の趣旨

　　　　請求人の主張には理由がないため、本件措置請求は棄却

されるべきである。

　　　本市の意見の理由

　　　　本件措置請求者は、広島市が、市道安佐南４区９２号線

の財産管理を怠っていることによって、民有地として買収

した用地の中に当該市道が含まれることを理解しておら

ず、すでに市道として取得している土地を、誤って買収

し、不当、違法な税支出をしていると主張しているので、

以下、この点について述べる。

　　　ア　境界確認について

　　　　　本件措置請求者が指摘する１１４５６番３の土地は、

主要地方道広島湯来線道路整備（ルート変更前）を行う

ため取得した土地であり、この土地を取得するにあたり

市道安佐南４区９２号線との道路区域を確定する必要が

あった。

　　　　　市道安佐南４区９２号線は、旧沼田町から引継を受け
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たもので、道路構造物が明確でない道路である。

　　　　　道路区域を確定するにあたり、当該市道及び隣接地に

は法務局備付の地積測量図等の資料は無かったが、平成

２４年９月４日に関係土地所有者との現地立会を行い、

証言等を基に道路の区域（東側）を現地で確認し、協議

が成立した後、同年１２月に関係土地所有者が押印した

境界確認書が本市へ提出されている。

　　　　　その後、この境界確認に基づき道路区域外となる民有

地を道路用地として買収している。

　　　イ　まとめ

　　　　　以上のことから、市道安佐南４区９２号線の敷地を、

誤って買収し、不当、違法な税支出をしたものでないこ

とから、本件措置請求には理由がない。

　３　監査対象事項

　　　請求人は、市が主要地方道広島湯来線道路整備を行うため

本件用地を取得した際、既に市道として取得していた土地の

一部（以下「当該土地」という。）を民地と誤信して買収し

たが、これは、市が市道の財産管理を怠り、買収した本件用

地の中に既存市道の一部である当該土地が含まれていること

を理解していなかったために生じたものであり、今後、境界

の位置を変更し、道路敷地を回復するとともに、誤って過大

に支払った代金を返納してもらうよう主張している。これ

は、本件用地の取得契約が無効であったことにより代金返還

請求権（不当利得返還請求権）が市に生じたが、その不行使

という状態にあるため、この財産（債権）の管理を怠る事実

の是正を求める旨の主張であると認められる。

　　　このことから、本件用地の取得契約は、既に市有であった

土地を含んでいたことにより一部無効であり、代金返還請求

権（不当利得返還請求権）が発生するかについて監査する。

　４　監査の実施内容

　　　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を

確認するとともに、監査事務局職員による現地の確認及び関

係職員への聴取りを行うなどして監査した。

第４　監査の結果

　１　事実の確認

　　　本件用地の取得経緯について

　　　　本件用地は、主要地方道広島湯来線道路整備を行うため

取得したものである。

　　　　本件用地の取得に当たっては、公図等の図面の確認を行

うとともに、本件用地に隣接する既存市道（市道安佐南４

区９２号線。以下単に「既存市道」という。）の管理者で

ある市の担当者と本件用地の所有者との間で平成２４年９

月４日に境界確認が行われた。このときの調査記録票によ

ると、本件用地と既存市道の境界は既存市道の中央から一

定の距離をとった線を当該境界とすることで合意を得たと

されており、調査記録票に添付された立会簿にも本件用地

の所有者の署名が確認できる。

　　　　本件用地の周辺の土地については、所有者から立会及び

境界確認の協力が得られなかったことから、境界未確定と

なったものが数筆残ったものの、本件用地については境界

未確定の部分がなく、平成２９年１２月１日付けで市と本

件用地の所有者との間で取得契約が成立し、本件用地につ

いて市に所有権の移転登記が行われた。

　　　本件用地に隣接する既存市道について

　　　ア　認定状況について

　　　　　本件用地に隣接する既存市道は、安佐南区沼田町大字

阿戸引地郷３４３４番地３地先を起点と、同町大字阿戸

字日ノ浦１４５５番地１地先を終点とし、道路台帳上の

総延長は１，２８１．９４ｍである。

　　　　　昭和４６年４月１日の旧安佐郡沼田町との合併の際、

同町の町道天王原（てんのうばら）線及び林道穿ノ谷

（うげのたに）線の一部が市道沼田区４２号線として編

入され、昭和６２年３月３１日には市道の再編に伴う一

括廃止再認定で名称が現在の市道安佐南４区９２号線へ

と変更された。

　　　　　なお、既存市道のうち本件用地に隣接する区間は、同

町との合併前は同町の林道であった。

　　　イ　道路台帳について

　　　　　同町が町道認定した際の道路台帳に係る図面が市に引

き継がれていない。なお、現在の道路台帳平面図は昭和

５５年に撮影した航空写真を基に作成したものであり、

権利関係を表すものではない。

　　　ウ　現地の状況について

　　　　　既存市道の現況について、令和４年３月２９日に監査

事務局職員に現地を確認させたところ、本件用地に隣接

する区間も含めて道路上に倒木が数か所あり、また、と

ころどころ石が露出し、道路として現に使用されている

ような状況は認められなかった。

　　　　　また、請求人が既存市道の一部であると主張している

当該土地は、既存市道と同じ高さの平面となっており、

当該土地の端から東側は高さ数十㎝の上法となっている

が、当該土地が既存市道の一部であると明らかに認識で

きるような境界石等は見当たらなかった。

　２　判断

　　　本件用地の取得契約については、本件用地と既存市道の官

民境界の確定に当たり、公図等の図面の確認や本件用地の所

有者との立会など必要な手続が行われた上で境界を確定させ

たものであり、監査した限りにおいてこれを覆すに足る資料

は見当たらなかったことから、本件用地の取得契約が無効で

あるとはいえず、よって当該契約が無効であることを前提と

した代金返還請求権（不当利得返還請求権）が発生している

と認めることはできない。
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　３　結論

　　　請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。

広島市監査告示第１号　

令和４年４月１３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２

項の規定に基づき、次のとおり告示します。

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

１　包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所

２　包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

　　令和４年４月１３日から令和５年３月３１日まで

監査告示

氏名 住所

黒田　健治
広島県広島市南区京橋町６番２３－１４０
２号

中畝　將博 広島県広島市西区南観音町１９番２１号

楠部　誠
広島県広島市中区中町１０番８－１２０１
号

松本　真輝
愛知県名古屋市昭和区山手通一丁目９番地
の２－１００１号

吉益　伸幸
広島県広島市東区牛田本町六丁目１番２５
－７０１号
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